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(i)

序　文

東西冷戦の終焉という国際関係の劇的な変化や、グローバリゼーションの急速な進展は、途上国を

取り巻く環境を大きく変化させています。そうした中にあって、途上国の中には自助努力を通じて開

発に成功している国々もありますが、依然として深刻な貧困問題を抱える国々も未だに多く存在して

います。また、環境、ジェンダーなどの地球規模の課題やグッド・ガバナンスへの取り組みが、ます

ます求められるようになるなど、開発に対するニーズは依然として大きく、かつ、多様化してきてい

ます。こうした状況に対応するには、開発に携わるすべての関係者が、パートナーとして、積極的に

開発過程に参加していくことが重要であると改めて認識されるようになってきました。21世紀に向

けた新たな開発戦略は、このようなパートナーシップのもとに構想されるべきであると議論されるよ

うになってまいりました。

このような流れを受けて、1996 年 5 月に経済開発協力機構(OECD)の開発援助委員会(DAC)上

級会合において『21 世紀に向けて：開発協力を通じた貢献』(通称「DAC 新開発戦略」)が採択され

ました。DAC 新開発戦略は、21世紀に向けた開発戦略のヴィジョンを示すとともに、具体的な方策

をも示すものです。すべての人々の生活の質の向上を最優先課題として掲げ、貧困問題、社会開発、

環境問題を重視し、開発を進めるにあたり、さまざまな有効なアプローチを示しています。それは今

後のわが国援助の指針となりうる内容を提示するものであることから、国際協力事業団(JICA)では

本新戦略に照らした分野別の検討、国別の現状分析とわが国の援助のあり方の検討を行うことを目的

として、1996年 11月に「DAC 新開発戦略援助研究会」を設置しました。

本援助研究会において、DAC 新開発戦略で述べられているさまざまなアプローチや開発の目標を

実際の援助の文脈から捉え直すことは、わが国の援助をより効果的なものとするのに有効な手段とな

るでしょう。また、各途上国のオーナーシップ向上の支援や、限られた援助資源を最大限に活用する

ために援助機関の協調を進める上でも不可欠なものであると言えましょう。リーディング・ドナーと

して、わが国の本新戦略への取り組み方を世界に示していくことは大変意義深いことであり、今回こ

うした研究が行われたことは大変時宜を得たものであるといえます。

本援助研究会は、阿部義章早稲田大学大学院アジア太平洋センター客員教授（国際協力事業団客員

国際協力専門員）を座長として 10 名の委員の方々により構成され、その運営にあたっては各委員を

補佐するため、当事業団の国際協力専門員及び職員を中心とするタスクフォースを設けました。本報

告書は、計16回の研究会における議論、ジンバブエとガーナへの現地調査、新開発戦略に関わる種々

の国際会議への参加を通じて、その検討の成果を取りまとめたものです。

当事業団としては、この報告書に盛り込まれた貴重な提言を、今後の援助実施にあたって、重要な

資料として十分活用するとともに、本報告書を関係各機関に配布し、より広範な利用に供してゆく所

存です。

終わりに、本援助研究の実施及び報告書のとりまとめに当たって、大変なご尽力をいただきました

阿部座長を始めとする研究会メンバーの皆様に深く感謝申し上げます。また、貴重なご意見をお寄せ

下さった関係機関の方々にもあわせて御礼申し上げる次第です。

平成 10 年3 月　　

国際協力事業団　

総裁　藤田　公郎



(iii)

はじめに

この報告書は、1996年 11月に国際協力事業団の委嘱によって設置された DAC 新開発戦略援助研

究会における検討結果を わが国のDAC新開発戦略に沿った取り組みと今後の援助のあり方に関する

提言として取りまとめたものである。

東西の冷戦終結以降、開発援助を取り巻く環境の変化の中で、多様な援助ニーズへの対応が求めら

れるようになり、これまでの開発援助の教訓を踏まえつつ、21世紀に向けての長期的な開発戦略の

構築とグローバルなパートナーシップの確立を目指し、1996年 5月にOECD のDAC上級会合におい

て、『21 世紀に向けて：開発協力を通じた貢献』（通称「DAC 新開発戦略」）が採択された。

 わが国はこのDAC 新開発戦略を適用するにあたり、カンボディア、ペルー、エティオピア、ガー

ナ、タンザニア、ジンバブエの6ヵ国を他に先駆けて重点的に取り組んでおり、本研究会では、その

中でカンボディア、ガーナ、ジンバブエの 3ヵ国を取り上げ、DAC 新開発戦略を踏まえた わが国の

国別援助のあり方の検討を行った。また、こうした国別検討に資するため、貧困、教育、保健医療及

び環境の 4分野についても分野別の検討を行った。

本研究会は、座長のほかに大学および研究機関の研究者、海外経済協力基金職員、国際協力事業団

の職員および国際協力専門員による研究会委員、そしてタスクフォース・メンバーによって構成され

た。研究会は、外務省とJICA関係者および研究会事務局の臨席のもとに、16回にわたる会合を重ね

た。本報告書は、この会合での議論・検討を踏まえて、委員とタスクフォースが各自担当部分を執筆

したものである。

最後に、本報告書をまとめるにあたり、委員およびタスクフォース各位においては、多忙中にもか

かわらず原稿の執筆にご尽力頂いた。また、委員およびタスクフォースによる現地調査（ガーナ、ジ

ンバブエ）を1997年 8月に実施したが、在外公館およびJICA の現地事務所において、現地調査の準

備や貴重な情報と意見の提供など、広範な協力を頂いた。さらに、JICA 国際協力総合研修所の方々

には事務局として本研究会の運営を支えて頂いた。ここに感謝の意を表したい。

国　際　協　力　事　業　団

総裁　　藤田　　公郎　　殿

平成 10 年3 月

DAC 新開発戦略援助研究会

座長　阿部　　義章
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２．政治の動向

３．主要援助国及び国際機関の援助動向

４．ジンバブエにおける開発の方向性

５． 今後の開発課題－DAC新開発戦略が意味するもの

６．提言－わが国の対ジンバブエ援助のあり方

II．ガーナ

１．ガーナ社会経済の現状

２．主要セクターの現状

３．対ガーナ援助の動向

４．ガーナ開発の方向性と DAC 新開発戦略の位置づけ

５．ガーナにおける DAC 新開発戦略の課題

６．提言－わが国の対ガーナ援助のあり方

III．カンボディア

１．カンボディア社会経済の現状

２．開発計画と政府の取り組み

３．社会経済開発の主要課題

４．対カンボディア援助の動向

５．今後の開発の方向性と主要課題－ DAC 新開発戦略を踏まえて

６．提言－わが国の対カンボディア援助のあり方

第４巻　「国別情報」（46ヵ国）
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略　語　表

AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome

後天性免疫不全症候群、エイズ

BHN Basic Human Needs

ベーシック・ヒューマン・ニーズ（基礎的ニーズ）

BHU Basic Health Unit

ベーシック・ヘルス・ユニット

CG Consultative Group

支援国

CMAC Cambodian Mine Action Center

カンボディア地雷活動センター

CPM Capability Poverty Measure

能力貧困測定指標

DAC Development Assistance Committee

開発援助委員会

DANIDA Danish International Development Agency

デンマーク国際開発庁

EFA Education for All

万人のための教育

FAO Food and Agriculture Organization

食糧農業機関

FCUBE (Ghana) Free Compulsory Universal Basic Education

(ガーナ) 基礎教育の義務化・無料化プログラム

FDI Foreign Direct Investment

海外直接投資

GDP Gross Domestic Products

国内総生産

GNP Gross National Products

国民総生産

GOBI Growth Monitoring, Oral Rehydration Salt, Breast Feeding and Immunization

成長モニター、経口補水塩、母乳栄養、予防接種

HDI Human Development Index

人間開発指標
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HFA Health for All by the Year 2000

西暦 2000 年までにすべての人々に健康を

HIV Human Immunodeficiency Virus

ヒト免疫不全ウィルス

HPI Human Poverty Index

人間貧困指標

IBRD International Bank for Reconstruction and Development

国際復興開発銀行、世界銀行

IMF International Monetary Fund

国際通貨基金

IMR Infant Mortality Rate

乳児死亡率

ILO International Labor Organization

国際労働機関

ISO International Standardization Organization

国際標準化機構

LLDC Least Less Developed Countries

後発発展途上国

MMR Maternal Mortality Rate

妊産婦死亡率

NACP (Zimbabwe) National AIDS Coordination Programme

(ジンバブエ) 全国 AIDS 問題調整プログラム

NGO Non Governmental Organization

非政府組織

NIEs Newly Industrializing Economies

新興工業経済地域

NPO Non Profit Organization

非営利組織

NPRD National Programme to Rehabilitate and Develop Cambodia

カンボディアの復興・開発に関する国家計画

ODA Official Development Assistance

政府開発援助
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OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

経済協力開発機構

PHC Primary Health Care

プライマリー・ヘルス・ケア

PKO Peace Keeping Operation

平和維持活動

RHC Rural Health Center

ルーラル・ヘルス・センター

SEDP (Cambodia) The First Socioeconomic Development Plan 1996-2000

(カンボディア) 第１次社会経済開発計画 1996-2000年

Sida Swedish International Development Co-operation Agency

スウェーデン国際開発協力庁

SIP Sector Investment Program

セクター投資計画

U5MR Under 5 Mortality Rate

５歳未満児死亡率

UNDP United Nations Development Programme

国連開発計画

UNICEF United Nations Children's Fund

国連児童基金、ユニセフ

UNTAC United Nations Transitional Authority in Cambodia

カンボディア国連暫定統治機構

USAID United States Agency for International Development

米国国際開発庁

WCEFA World Conference on Education for All

万人のための教育世界会議

WHO World Health Organization

世界保健機構

WID Women in Development

開発と女性
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要　約

1.　研究会の概要と目的

1996 年 5 月に OECD の開発援助委員会(DAC)上級会合で採択された『21 世紀に向けて：開発協

力を通じた貢献』（通称「DAC新開発戦略」）は、「すべての人々の生活の質の向上」を最も重要な開

発の課題とし、貧困軽減や社会開発・環境の持続可能性の改善と再生（「社会開発と環境改善」）、中

長期的な視点からの途上国のグローバリゼーションへの参画を通じた「経済成長」、そしてそれを支

える適切な「政府の役割」を３つの柱として重視する開発のビジョンを示すものである。また、それ

を実現するための方策として、途上国の自助努力（オーナーシップ）とそれを支援する先進国との協

調（パートナーシップ）、開発に対してあらゆるレベルの政府、民間および非政府機関(NGO)を動

員する包括的アプローチや各途上国の事情に個別に対応する個別アプローチ、成果重視のアプローチ

など、包括的な開発と援助の考え方を示すものである。

国際協力事業団では、それが今後の わが国援助の指針ともなり得るものであることから、これを

積極的に推進していくため、1996年 11月に「DAC 新開発戦略援助研究会」を設置し、DAC 新開発

戦略の実現に向けて、 わが国の本課題に対する取り組み、効果的かつ的確に実施していくための方針

を検討し、提言として取りまとめた。

2.　検討内容

①新開発戦略を踏まえた分野別検討

DAC 新開発戦略において、開発の結果実現されるべき具体的な成果の目安として目標年までに達

成されるべき目標を提示している貧困 、教育、保健医療、環境の各分野・問題について、目標の内

容と測定手段等の明確化、DAC 新開発戦略を踏まえた分野別の わが国援助のあり方を検討し、それ

を踏まえた提言を行った。（第 2 巻参照）

②新開発戦略実施重点国に対する わが国の国別援助のあり方

 わが国はDAC新開発戦略を実施するにあたって、カンボディア、ペルー、エティオピア、ガーナ、

タンザニア、ジンバブエなどにおいて、他に先駆けて政策対話や現地における援助協調の強化を図っ

てきている。その中で本援助研究会では、カンボディア、ガーナ及びジンバブエを対象とし、DAC新

開発戦略に沿って わが国の国別援助のあり方の検討を行った。（第 3巻参照）

なお、タンザニア、ペルーについてはDAC新開発戦略を踏まえた国別援助研究を別途実施済みで

あり、エティオピアについても今後援助研究を実施することを検討している。

③新開発戦略に照らした途上国の国別情報収集と整理

成果重視の観点から開発の度合いを測るモニタリングが重要であり、成果を測るための基礎となる

指標を選定し、各指標に関する統計の整理、新開発戦略に関連した各途上国の取り組みの現状を取り

まとめ、国別情報を作成した。（第４巻参照）
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④これらを踏まえた DAC新開発戦略の包括的な理解と他のドナーの援助動向を踏まえた以下に述べ

る わが国の援助のあり方の検討を行い、本総論（第１巻）としてとりまとめた。

3.　DAC 新開発戦略を踏まえた わが国援助のあり方

（1）　DAC 新開発戦略実施に向けた基本的な考え方

① 途上国を新開発戦略実施の中心に置き、途上国のオーナーシップを重視

② グローバリゼーションの中で「国際的な援助協調」の重視

途上国の安定と成長はグローバルな課題であり、グローバリゼーションを途上国の開発につな

げ、周縁化される途上国を生み出さないという観点から、途上国と国際機関・ドナー諸国の国際的

な援助協調はますます重要である。

③ 途上国の成長と分配面の「バランスある発展」を支援

成長と分配面・社会開発の改善は相互に密接な関連があり、分配面の改善を支援すること、特

に貧困層に裨益する社会開発・地方開発を重視することが必要である。

④ 途上国における「ガバナンス」の確立と強化を重視

⑤ 途上国の個々の状況に合う「国別アプローチ」を重視

⑥ DAC 新開発戦略の「実施意思の表明国」を優先

DAC 新開発戦略の実施に当たっては、途上国が新開発戦略について十分理解し、基本政策とし

て採用するという強い意志（オーナーシップの発揮）を表明することが前提である。

⑦ DAC 新開発戦略の実施に向けた わが国の「援助実施体制」の整備

DAC 新開発戦略を全面的に展開するためには、それを可能にする準備と体制づくりが必要とな

る。中でも、国別アプローチの強化とセクター横断的なパッケージ援助により貧困軽減を目指すマ

ルチセクター・アプローチを可能とする援助体制を整備する必要がある。

（2）　DAC 新開発戦略への取り組み方

DAC 新開発戦略で示されるアプローチに対して、以下のようにその取り組み方を示している。

① 個別（国別）アプローチ

各途上国に固有の状況に迅速に対応し、現地において援助計画の作成などに主体的に取り組め

るよう、 わが国の在外公館や援助実施機関の現地事務所等についてはその権限を強化し、機能を拡

充することが必要である。

② マルチセクター・アプローチ

マルチセクター・アプローチを実践するためには、具体的な経験の積み重ね、明確な目標の設

定とそれを実現するためのプロジェクトの組み合わせを考慮した案件形成、国・地方・コミュニ

ティなど様々なレベルでのマルチセクターアプローチの模索などが必要である。

③ 包括的アプローチ

開発支援にあたっては、ODAのみならず、広く民間やNGOの活動なども含めるべく、開発に参
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加できる個人や団体との情報チャネルを広く持つこと、また、案件の進展に従って、必要に応じて

望ましい形で協力関係を形成できるような柔軟な体制をつくることが必要となる。

④ 国際的な援助協調

サブサハラ・アフリカ諸国で実施されているセクター投資プログラム(Sector Investment Program：

SIP)などを含めた国際的な援助協調に適切に対応していくことが必要となる。人材の補充と強化

とともに、時々に発生する援助協調の機会を生かせる柔軟な予算や制度上の仕組みを組み込んでい

くことが必要であろう。

⑤ 成果重視のアプローチ

対象国における貧困状況の正確な把握と貧困の緩和に対する支援を第一にした成果重視のアプ

ローチを考える必要がある。また、継続的な統計整備が可能となるような手法を検討して、全体的

なモニタリング・システムの整備に関するガイドラインの作成に対しても支援していくことが必要

である。

更に、成果重視という観点からは、対象国における国際的な援助協調、マルチセクター・アプ

ローチおよび包括的アプローチに関する評価システムを確立していくことも必要である。同時に、

わが国の援助に関する評価については、従来の個別案件に対する評価だけではなく、セクターワイ

ズな評価、さらにはDAC 新開発戦略関連目標という総体的な視点から評価するマルチセクター評

価・国別評価の強化が一層必要となる。

（3）　「DAC 新開発戦略」実施に向けた わが国援助体制の整備

 わが国がDAC新開発戦略を実施する場合には、上に述べたような取り組みを実現していくことが

必要となるが、 わが国の援助体制の課題として以下の5点を指摘している。

①「国際的な援助協調」を効果的に継続できる体制を確立する。

② 個々の途上国の開発ニーズを充足する「国別アプローチ」を一層推進する。

③ 開発ニーズの充足を目指し、セクター横断的な視点をもって「マルチセクター・アプローチ」

を推進出来る人材を育成する。

④ ODAとその他の援助資源の効果的な連携を内容とする「包括的アプローチ」を推進しうるよう

なネットワーク化を一層強化する。

⑤ 個別の案件評価を越えたセクター評価・国別評価を強化する。

これらの課題に対応するためには、中でも「国別アプローチの強化」が重要である。援助政策機関

と実施機関、本部と現地事務所の機能の見直しを含めた援助実施体制の整備が望まれる。

また、国別アプローチの強化に向けた体制の整備に関連して、二段階からなるアプローチを提唱し

ている。まず、第1 段階として既に DAC 新開発戦略の実施に向けて政策対話および援助協調が既に

進行している国々を中心に「DAC 新開発戦略推進グループ」を設置して対応する。そして、第 2段

階では、そこで得た経験や蓄積された手法と人材を活用してDAC新開発戦略の実施国を適宜増やし、

国別アプローチを更に強化していく。
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1.　研究会の概要

1 － 1　研究会設置の背景

1996 年 5 月に経済協力開発機構（Organisation for Economic Co-operation and Development：OECD）

の開発援助委員会（Development Assistance Committee：DAC）上級会合で『21 世紀に向けて：開発

協力を通じた貢献』（通称、DAC 新開発戦略）が採択された。DAC 新開発戦略の採択にあたっては、

わが国がその取りまとめに主導的な役割を果たした。その後、DAC 新開発戦略の考え方は、1996年

6月のリヨン・サミットにおいて、「開発における新たなグローバル・パートナーシップの実施」と

して、経済コミュニケに採択され、続く 1997年 6月のデンバー・サミットでもその考え方が再確認

された。

途上国の中には、近年、自助努力を通じて成功裡に開発を進めている国も少なからずある。こうし

た自助努力を今後とも支援する必要がある。同時に環境など地球規模の問題や依然として深刻である

貧困問題に対応するためにも、援助に対する需要は引き続き大きい。また、援助機関では様々な形で

援助協調が進められており、援助資源を有効に活用するためにもこうした努力は今後とも重要である。

DAC 新開発戦略は、グローバリゼーションの進展を背景として、このような援助に関する様々な

現状を踏まえて、貧困問題や社会開発・環境問題の重視、パートナーシップの強調など、今後の わ

が国援助の指針ともなり得る内容を提示するものであることから、これを積極的に推進していくため、

国際協力事業団では 1996 年11 月に「DAC 新開発戦略援助研究会」を設置した。

1 － 2　研究会の目的と検討内容

本援助研究会では、DAC 新開発戦略の実現に向けて、 わが国の本課題に対する取り組み、効果的

かつ的確に実施していくための方針の検討を行い、DAC 新開発戦略に照らした分野別の検討、国別

の現状分析及び わが国援助のあり方の検討を行い、提言として取りまとめることを目的としている。

具体的な検討内容は以下の通りである。

①　新開発戦略を踏まえた分野別検討

DAC 新開発戦略では、全ての人々の生活の向上が最も重要な開発の目標とされている。その開発

の結果実現されるべき具体的な成果の目安として、貧困、教育、保健医療、環境の各分野において目

標年までに達成されるべき目標を提示している注1。

これらの 4分野について、目標の内容と測定手段等の明確化、各分野の現状及び動向の概要把握、

わが国と他のドナーの援助動向やアプローチの分析、他のドナーとの連携・協調の推進を中心に分析

を行い、DAC 新開発戦略を踏まえた分野別の わが国援助のあり方を検討し提言を行うとともに、次

にあげる国別検討に資する助言を行う。

注1 DAC新開発戦略の本文（『21世紀に向けて：開発協力を通じた貢献』）では、貧困は「経済的福祉」、環境は「環境の持続可

能性と再生」に関する目標として掲げられている。貧困は、低所得、低い教育、不十分な栄養状態などさまざまな要素から複合
的に招来する現象の総称である。また、環境も、その減少・劣化の原因となっている要因や対象の広範さを考えると、きわめて
包括的な課題である。その意味で、貧困や環境を分野として捉えるのは必ずしも的確ではないが、本報告書ではDAC新開発戦略
で掲げられている目標について言及するときは、便宜上、貧困・環境も含めて4分野と総括して表現する。
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②　新開発戦略実施重点国に対する わが国の国別援助のあり方

 わが国はDAC新開発戦略を実施するにあたって、カンボディア、ペルー、エティオピア、ガーナ、

タンザニア、ジンバブエなどにおいて、他に先駆けて政策対話や現地における援助協調の強化を図っ

てきている。その中で本援助研究会では、カンボディア、ガーナ及びジンバブエを対象とし、DAC新

開発戦略に基づく わが国の国別援助のあり方の検討を行う。

具体的には、上記の分野別検討の成果を踏まえて、当該国の開発の現状、開発計画の内容、援助動

向に関して分析を行い、DAC新開発戦略を踏まえた わが国援助のあり方について、基本的な考え方、

取り組み方、重点項目、援助実施上の留意事項等をとりまとめて提言を行う。

③　新開発戦略に照らした途上国の国別情報収集と整理

新開発戦略に関連した開発途上国の現状と各途上国の開発計画の内容、取り組み、援助動向等を幅

広く把握するため、統一されたフォーマットに国別情報を作成し、関連情報の収集・整理を行う。

上記を検討するにあたり、DAC 新開発戦略で述べられている望ましい国際社会実現に向けた人間

中心の開発や、そのための途上国の自助努力（オーナーシップ）とそれを支援する先進国との協調

（パートナーシップ）の重要性、更に途上国のグッドガバナンスの必要性や、開発に対する包括的ア

プローチや個別アプローチなど、各分野・国に共通する課題についても考慮する。

1 － 3　研究会の構成と特徴

DAC新開発戦略援助研究会の委員は、貧困、教育、保健医療、環境の4分野およびカンボディア、

ガーナ、ジンバブエの3ヵ国について知見を有する識者と援助動向に見識を持つ実務者より構成され

ている。

座長は、研究会においてDAC新開発戦略について共通認識の醸成を図るとともに研究会における

議論を総括した。

委員は、担当分野・国について報告書を執筆し、DAC 新開発戦略の実現に向けてそれぞれの部分

で提言をまとめた。

タスクフォースは主に分野別・国別の援助動向と途上国全体の国別情報の整理ととりまとめを行っ

た。

更に、全体に関連する WIDについてタスクフォース・アドバイザーを設けた。また、国別検討に

ついても、当該国の開発の現状及び今後の開発のシナリオについて幅の広いかつ詳細な分析が必要で

あるためタスクフォース・アドバイザーを置いた。

本援助研究会は、DAC 新開発戦略という枠組みのもとで、各分野・国の検討を中心に行っている。

それぞれの分野・国に対し開発の方向性を検討した上で、DAC 新開発戦略を踏まえた提言を行うこ

とを基本課題とした。
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1 － 4　研究会の進め方

本援助研究会は1996年11月より1998年3月まで、およそ各月に一度の割合で研究会を開催し意見

交換を行った。

本援助研究会はDAC 新開発戦略の実施を検討するにあたり、まず、具体的に目標が定められてい

る 4分野を中心に検討を行い、その後、それぞれの分野に共通の課題について検討した。

同時に、本援助研究会でとりあげた3ヵ国について国別の検討を行った。更に各国における4分野

の現状と今後の課題について、分野担当委員の専門家としての意見を反映するように進められた。

また、3ヵ国について、最新の情報を収集し、当該国でどのようにDAC新開発戦略が認識され、本

新戦略を今後どのように実施していくかを相手国政府および他の援助機関と協議するため、1997年

8月にガーナとジンバブエについて現地調査を実施した。カンボディアにおいても当初現地調査を予

定していたが、1997年 7 月に情勢が不安定となったため中止せざるをえなかった。

新開発戦略を巡っては、1997年5月にOECD、国連、世界銀行共催による開発指標に関する合同セ

ミナーがパリで、9月にオランダと わが国との共催で新開発戦略会合がハーグで開催された。更にパ

リにおいて12月にOECDのDACと開発センターの共催で貧困撲滅の要点セミナー、1998年2月には

OECD、国連、世界銀行共催の開発指標に関する第 2回合同セミナーが開催されるなど、国際的にも

活発な動きを見せている。この中で、本援助研究会から 97年5 月、12月のセミナーに参加し、積極

的に他のドナーや途上国と意見交換を行うとともに、新開発戦略を巡る国際的な動きに関する最新情

報を収集した。

以上の研究会の進め方を踏まえて、分野別・国別の検討を総括する目的で、総論を作成した。総論

では分野別・国別報告の要旨を取り入れ、それぞれの提言を取りまとめて研究会全体の提言としてい

る。

1 － 5　報告書の構成

本援助研究会の報告書は、全体をとりまとめる総論（第1巻）、その基礎となっている貧困、教育、

保健医療、環境の4分野に関する分野別検討（第2巻）と、ジンバブエ、ガーナ、カンボディアの3ヵ

国の国別検討（第 3巻）、新開発戦略に沿った途上国の国別情報（第 4巻）により構成されている。
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2.　DAC 新開発戦略の背景とヴィジョン

DAC 新開発戦略は、80年代後半以降急速に進展したグローバリゼーションを背景として、グロー

バルシステムを安定的かつ持続的なものとするためには、途上国を不可分の構成員とするグローバル

パートナーシップ（global partnership）を構築することが不可欠であるとの認識に立つ。そして、そ

れを実現するためには、途上国の持続的な開発が求められる。さらに、持続的な開発には、戦後 50

年の開発の経験から、開発の主体である途上国側のオーナーシップとそれを支援する援助国側との開

発におけるパートナーシップ（development partnership）の確立が重要であることを指摘し、その上で、

すべての人々の生活の質の向上を最終目標とする開発のビジョンを提示する。DAC新開発戦略とは、

こうしたビジョンを実現するための方策でもある注2。ここでは、ビジョンに至る背景として、グロー

バリゼーションの進展とグローバリゼーションと結びついた形での途上国の現状、過去 50年間の開

発の経験に基づいた開発政策の動向を先ずもって把握する。そして、DAC新開発戦略のビジョンが、

これらの開発における広範な基礎と経験に基づいて打ち出されていることを示す。

2 － 1　グローバリゼーションの進展

戦後、世界の経済規模は飛躍的に拡大し、世界貿易はそれにも増して速い速度で成長している。特

に 80年代後半以降の世界経済の相互依存の増大は顕著であり、貿易と資金移動における国際的な結

合の範囲と深度から見た世界経済の統合化のペースは、より一層速まっている。それは、貿易、資金

移動の双方の面からいえる。

途上国にしても、貿易における世界との結合は、深化し多様化している。資本市場においても、途

上国への民間資本の純流入は著しく増大し、途上国の総 GDP に占める民間資本純流入額の割合も同

様である注3。

このように世界統合が進捗した背景には、ひとつには、統合を妨げる物理的な障壁が低下したこと

がある。交通インフラの整備や輸送技術の発達による交通コストの削減、さらには、世界的な情報の

流通が容易になり、そのコストも低下している。

さらには、関税率のような人為的な障壁が著しく低下したことがある。製造品の輸入についての平

均的な関税率は、ウルグアイラウンドの完全実施がなされれば3% にまで低下する注4。また、ある調

査によれば、1985年から1995年の間に33の途上国が相対的に閉鎖的な貿易体制から開放的な体制に

移行したとされる注5。資金移動についても、経常収支勘定取引における自国通貨の外貨との交換性を

維持することを義務づけたIMF 第8条を受け入れた途上国が、1985年の41ヵ国から今日では99ヵ国

にのぼったことが示されている注6。すなわち、1980年代以降の構造調整政策の受け入れや社会主義

国の体制移行などもあって、途上国における経済の自由化が著しく促進され、このような国内経済制

注2 DAC新開発戦略は、「前進へのビジョン」と「将来の課題への新戦略」の2つのパートからなっており、前者のビジョンを前
提として後者の戦略が示される。

注3 IMF (1997).

注4 UNDP (1997).

注5 Sachs, J.D. and A.M.Warner (1995).

注6 IMF (1997).
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度の改革とグローバリゼーションが呼応する状況を準備している。

人為的な障壁の低下には、上に述べた経済的なもの以外に政治的な紛争の終結も大きな貢献を果た

している。いうまでもなく、冷戦の終結は、その際たるものである。さらには、人権や民主主義など

についてのグローバルな共通の価値観、共通意識の醸成も促されているのである。そして、環境など

の地球規模問題の出現は、世界的な取り組みを要請する。

21世紀には、このようなグローバルシステムの中で、世界における途上国の存在感はさらに増大

する。21世紀の前半には現在の途上国は世界の経済産出の半分を担い、今後の世界人口の増加のほ

とんどは途上国によるもので、現在の 60億近い地球人口は 2015 年までに 75億人になるものと見込

まれているのである。

グローバリゼーションの進展は、途上国をも不可分の構成員とする、国家間の経済的・政治的な相

互依存・相互浸透の著しいグローバルシステムを出現させようとしている。現在においても、例えば

1997年後半にタイで発生した金融危機が容易に国境を越え、アジアのみならず世界的に波及効果を

及ぼしたことは記憶に新しい。それ以外にも環境問題などにおける協同の取り組みの必要性、食糧安

全保障の問題、麻薬問題への取り組み、テロリズムへの対応など、一国あるいは一つの地域における

不安定性や貧困問題などに由来する出来事が、容易に国境を越え、グローバルな影響を及ぼすように

なっているのである。すなわち、途上国における不安定性や様々な問題は当該国の問題というだけで

はなく、容易にグローバルな問題となる。また、世界規模での問題に取り組む上で、ますます途上国

の積極的な参加が求められているのである。

2 － 2　途上国の開発の現状とグローバリゼーション

振り返ってこれまでの途上国における開発の状況を見てみると、長期的に見れば、絶対的な水準

での経済発展、一人当たり所得水準は向上し、社会指標においても教育水準、保健医療分野などに

おける達成水準は着実に向上している。たとえ、顕著な発展を遂げたアジア NIEs を除外したとして

も、一人当たりの実質的な所得水準は、1965年から1995 年の間に、倍増以上の改善を示しているの

である注7。また、途上国の平均余命は、1960 年に46 歳であったものが、1994 年には62.1 歳、成人

識字率は、1970年に 43% であったものが64% となっており、これらの社会指標はいずれの地域にお

いても改善している注8。このため、ある国を取り上げて以前と現在を比べるのであれば多くの国に

おいて、人々の生活水準は改善したといえよう。そこには経済協力も大きな役割を果たしている。途

上国の努力と先進国・国際機関の支援は、大きな成果を生んだのである。

このように、グローバルに見れば前に見たように戦後の経済社会開発は、人々の生活水準を向上さ

せたといえよう。しかし、こうした成果の程度は各国間で様々である。国家間の格差を見ると、戦後

の経験は、一部の国で大幅な生活水準の改善をもたらした一方、多くの途上国ではその生活水準の改

善はきわめて漸進的なものであったといえる。一部の国ではその一人当たりの所得水準が先進国の水

準に近づいたにも関わらず、多くの途上国と先進国との間の所得水準におけるギャップは拡大してい

るのである。IMF によれば、主要石油輸出国を除く108ヵ国の途上国について、最も高い一人当たり

注7 IMF (1997).

注8 UNDP (1997).
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所得水準を上限としてその5分位を考えれば、1965年には52ヵ国が最低の5分の1に属していたのが、

1995年にはそのカテゴリーに84ヵ国が該当する（表2－1参照）。他方、5分位のうち第2、第3カテ

ゴリーに属する中所得国の数は、同じ期間に 49ヵ国から 21ヵ国に激減した。途上国はその所得水準

に関して両極化してきたのであり、そのような動きは、1980年代に入って以降強まりつつあるよう

に見えるのである注9。すなわち、高所得国と低所得国との間の相対的な所得格差は、グローバリゼー

ションの進展の中で拡大している。

こうした違いは地域間においても顕著である。世界貿易におけるシェアはアジア諸国とラテン・ア

メリカの一部の国において増大したが、アフリカの占めるシェアは 1960年代後半以降継続的に低下

している。また、資本市場においてもアジアの民間資本純流入額のGDP比は、アフリカのおよそ2倍

である。海外直接投資（Foreign Direct Investment：FDI）については、中東・北アフリカ及びサブサ

ハラ・アフリカにおいては、10 年前と比較して1991年から 93 年に受け取ったFDI 流入額の GDP 比

は低下しており、南アジアにおいては低水準で停滞している。一方、東アジアと欧州・中央アジアに

おいては同じ期間において FDI の流入が顕著に増大している。

こうしたことの結果、アジアの一人当たり所得水準が顕著に増大し、先進国の生活水準に唯一追い

つこうとしている地域となった。特に、アジアNIEs は、1965年に一人当たりの所得水準は先進国の

18% に過ぎなかったのが、95年のそれは 66% となっている。他方、中南米、中東・北アフリカ、及

びアフリカでは、先進国との間のギャップは拡大している。

そして、未だに途上国の多くの人々が貧困から抜け出せないでいる。1993年における一日あたり1

ドル以下（1985年の購買力平価）の消費水準にある人口は、途上国全体で約13億1千万人に上る。人

口に占める比率は、1987年と比較してわずかに減少しているとはいえ、絶対数では増加している注10。

また、多くの途上国においては、その国内における所得格差（ジニ係数注11 で測って）は、改善して

いない注12。長期に渡って格差の程度は安定的である注13。また、国内における格差の程度は地域的な

差異が大きく、中南米とサブサハラ・アフリカにおける所得格差が最も大きい。中南米においては、

平均して所得格差が大きく、ジニ係数が40を下回る国はない。一方、サブサハラ・アフリカでは、国

家間の差異が大きく、最も低いルワンダが20台後半であるものの、南アフリカではそれが60を超え

る。他方、南アジアと東アジアはともにジニ係数が 30 台であるが、平均して幾分南アジアの係数の

方が低い注14。

未だに大きい貧困層の存在、多数の途上国にとっての先進国との所得ギャップの拡大といった事象

は、一部の国（特にアジアNIEs に代表される）がグローバリゼーションによって提供される機会を

十分に活用したのとは異なり、多くの途上国がそれを活用し得なかったことを示すものである。グ

ローバリゼーションは、途上国にとって発展の機会を提供するものでありうるが、その機会をうまく

捉えなかった国も多いことを示している。また、こうした機会をうまく捉えなかった国については、

注9 IMF(1997).

注10 World Bank (1996a).

注11 一国の経済における家計所得分配の不平等の度合いを示す指標。

注12 Report of the World Summit for Social Developmentによれば、1995年に開催された社会開発サミットでは、むしろ国内における
格差は拡大しているとの認識を示している。

注13 Bruno, M., M.Ravallion and L.Squire (1995).

注14 Deininger, K. and L. Squire (1996).
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表2－1　1965-1995年における途上国間注の一人当たり所得水準の両極化傾向

（購買力平価ベース一人当たり所得水準の 5分位分類による 10年ごとの期首期末別所属分位別国数の推移）

75年における最終所属分位

1965-75 第1分位 第2分位 第3分位 第4分位 第5分位 国数

第1分位 46 6 52

第2分位 4 23 7 34

第3分位 7 6 2 15

第4分位 2 2

第5分位 1 4 5

国数 50 29 14 7 8 108

85年における最終所属分位

1975-85 第1分位 第2分位 第3分位 第4分位 第5分位 国数

第1分位 50 50

第2分位 20 9 29

第3分位 1 11 2 14

第4分位 5 2 7

第5分位 6 2 8

国数 71 25 10 0 2 108

95年における最終所属分位

1985-95 第1分位 第2分位 第3分位 第4分位 第5分位 国数

第1分位 71 71

第2分位 13 11 1 25

第3分位 6 3 1 10

第4分位 0

第5分位 2 2

国数 84 17 4 1 2 108

95年における最終所属分位

1965-95 第1分位 第2分位 第3分位 第4分位 第5分位 国数

第1分位 50 1 1 52

第2分位 27 6 1 34

第3分位 7 6 1 1 15

第4分位 1 1 2

第5分位 3 2 5

国数 84 17 4 1 2 108

65年にお
ける当初
所属分位

75年にお
ける当初
所属分位

85年にお
ける当初
所属分位

65年にお
ける当初
所属分位

注： 主要石油輸出国等を除く108ヵ国

備考： 各セルの国数は、該当期間の初年にその一人当たり所得水準によって左欄の5分位の一つ

に分類された国が、当該期間最終年に上欄の分類に該当する場合の国数。第1分位に所属

する国は、もっとも低い所得水準。

出所： IMF (1997).



- 8 -

今後ますます格差が拡大し、グローバリゼーションに主体的に参加することすら困難となる可能性が

ある。しかしながら、これまでのところ、グローバルシステムは、このような国々、そして、人々に

対して制度的な対応を備えたものとなっていない注15。

2 － 3　戦後 50 年の開発の経験

多くの途上国は、1950年代、60年代を通じて輸入代替工業化を目指した。国家主導型の開発が進

められたのである。70年代以降、輸入代替政策が長期化した国々では多くの場合、国内財政と国際

収支バランスの双方で赤字の問題が深刻となった。1980年代に入ると、メキシコの債務返済不履行

通告に端を発し、開発途上国全般に及ぶ債務問題の深刻さが明らかとなる。開発途上国における債務

危機は中南米諸国やサブサハラ・アフリカ諸国において顕著に表れたが、これは輸入代替工業化が継

続したことと密接な関連があった。海外からの大量の資金借り入れと農産物の輸出に依存しつつ輸入

代替工業化を進めたこれらの国々では、工業化が思ったようには進展せず、債務依存度が上昇し、そ

の債務負担が国際的な金利上昇によってさらに巨額化したことが債務返済を困難にしたのである。

こうした途上国における輸入代替政策の導入とその長期化といった開発戦略の失敗の背景には、途

上国政府あるいは開発エリートの、政府の産業コーディネーション能力への過信、国際的な技術移転

に関する過剰な期待、楽観、さらには、輸入代替経済の持つトリックルダウン効果への期待があった

ものと考えられる注16。トリックルダウン仮説とは、開発政策が成就したあかつきには、途上国にとっ

て最大の目標である工業化のために不利な扱いを受けた諸階層にもその成果が滴り落ちるとの主張に

基づくものである。しかも、資金調達を、海外貯蓄以外には、国内では農業からの資源移転に求め続

け、農業への依存を続けたことは、農村の疲弊と貧困、貧困層の都市への流出を大きなものとした。

さらに、政府は、これにらよって生じた社会的・政治的な不安定化に対処するために消費的な財政支

出を余儀なくされ、財政赤字と国際収支赤字はより一層拡大したものと考えられる。

現在トリックルダウンによる開発方式の見直しが進められている。1つにはそれが、分配面を犠牲

にした成長政策であった点である。トリックルダウン仮説は、開発が開始されると一旦は所得分配は

悪化しその後改善するとするクズネッツの逆 U字仮説として知られる成長と分配の関係を援用する

ものである。しかし、この逆 U字仮説の正当性に対して、現在進められているより精密な統計的な

データに基づく研究は疑義を呈するものとなっている注17。これらの研究によれば、成長が所得分配

を変化させる一定の傾向は見られないとされているのである（表 2 －2 参照）。むしろ初期の資産分

配、所得分配がより平等であれば、それは結果として経済成長を促進するとの結果が得られている。

また、より高い就学率はより低い所得格差と結びつく傾向があることが導き出されており、さらには、

就学率の向上は、経済成長にとって正の効果があることはよく知られた説である。これらのことは、

分配面の改善と経済成長の実現は、長期的に両立可能であることを示唆する。

注15 このような状況をUNDP (1997). Human Development Report 1997 は、「世界は縮小する一方、万人の安定的、持続的な利益に

かなうようにグローバルシステムを運営するメカニズムの形成はいまだ遅れている」と述べている。

注16 寺西重郎 (1995).

注17 Bruno, M., M. Ravallion and L. Squire (1995); Deininger, K. and L. Squire (1996).
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表2－2　成長と不平等・貧困

（単位：国数）

成長期 減退期

改善 悪化 改善 悪化

 不平等度 45 43 2 5

 貧困層の所得 77 11 2 5

注：(1) 所得分配（不平等度）の改善とは、ジニ係数の値が小さくなることを意

味する。サンプルは、95ヵ国。

(2) ここでいう貧困層は、5分位のうちもっとも低い分位に属する層。

出所： Deininger, K. and L. Squire (1996).

トリックルダウン仮説に基づく開発政策の見直しの方向性の第2は、それが国家主導型の成長を指

向するものであったことである。現在多くの国で、民主化や分権化を指向する改革が行われている。

国家主導型の開発が進められた正当性の根拠として一般的にあげられたのは、一つには、多民族をモ

ザイク状に抱えるなど社会的な亀裂の大きい途上国にあっては、国民統合を進めるには権力集中的な

政治体制が必要であり、二つには、工業化の担い手を欠いた途上国においては、経済の急速な近代化

を達成するには国家主導型の経済開発が必要である、とするものである。しかしトリックルダウン仮

説に基づく経済開発の実践の失敗は、第 2の意味での国家主導型開発の正当性を覆すこととなった。

また、第1 の意味での正当性についても第2 次世界大戦後の経験は必ずしもそれを支持しない。こう

した国内的な要因と、東西冷戦の終焉以降の国際的な民主化圧力、援助需給関係における供給側の立

場の強化によるより効果的に援助資金を活用するよう求める圧力は、途上国における国家のあり方を

再考することに帰結した。それは、近年ガバナンスの問題として注目を集めるようになった。また、

その一環として、政府を監視し、より効果的な政府の構築を進める上で市民社会の強化が必要である

ことが強調されるようになっている注18。市民社会の強化は、それが参加型開発といった上に述べた

分配面での改善に結びつく開発のあり方とも親和的な考え方であり、また、それが社会的な統合や

人々の間の結びつきを強化し、社会資本注19 の強化に帰結することによって、効果的な集合行動を可

能とし、また、社会的な分業の発達を可能とすることによって市場経済の発展にも貢献しうるもので

ある。しかし、こうした市民社会の強化を政府の役割を無視してあまりに強調することは、未だ社会

資本の蓄積の低い社会、すなわち、社会的な亀裂の大きい制度的なインフラの未整備な社会では、必

ずしも有効でない可能性もあり得よう。

こうした中で問われているのは、政治、経済、そして社会政策的な面での政府の役割であり、社会

や文化的な側面をも踏まえて持続的な開発を考える必要があるという指摘である。50 年代、60年代

には国家主導の成長偏重の開発戦略が採用された。しかしそれは必ずしも成果に結びつかなかった。

このため、70年代になると分配面、すなわちベーシックニーズを重視する考え方が生まれたが、そ

れはすぐに 80年代の債務危機によって、危機管理的な、開発の視野が著しく短・中期的なものに制

約された開発の考え方にとって代わられたのである。こうした開発政策の変遷を経て、今まさに、も

注18 広い意味でのガバナンスの問題。すなわち、ガバナンスは狭く政府の問題としてのみ捉えるのではなく、政府と社会の関係を

含むものとして考えるべきである。

注19 Putnam, R.D. (1993). Making Democracy Work: Civil Traditions in Modern Italy によれば、社会資本とは、「社会組織の特質で
あって、協調的な諸行動を容易にすることによって社会の効率性を改善しうる信頼、規範、ネットワークなど」である。
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う一度、21 世紀を視野に捉えた長期的な観点から開発をいかに考えるかということが問われている

のである。そしてそれは、個々の国の事情に応じて分配の改善と経済成長の実現を目指して成長と分

配のバランスを重視した開発のあり方を提示するものとなろう。

貧困の削減は、それ自体重要であるとともに所得格差是正への第一次的な取り組みと考えられる。

多くの研究は、成長が貧困（所得貧困）の削減に結びつくことを支持している。成長が所得格差に中

立的であれば、成長は万人に成果が均霑するという意味で、絶対的な意味での貧困の削減を進めるか

らである。しかし、成長が所得分配に中立的でない場合には、成長によって貧困が改善されるかどう

かは、所得分配がどうなるかによって影響される。成長が、所得格差が悪化する中で実現されれば貧

困を全く削減しない可能性もある注20。また、成長による貧困の削減を所得分配を改善することによっ

てより早めることができる。そして、所得分配の改善が、成長を助長することがいわれているのであ

る。この意味で、貧困の削減には、成長と格差是正の両方が必要であるといえる。端的に言えば、所

得格差が比較的平等で貧困が蔓延しているケース（貧しさの分かち合いといわれた改革解放前のヴィ

エトナム、中国などのケース）であれば、貧困の問題は、格差の問題でなく、成長の問題といえる。

もちろん、成長過程での所得格差の動向には注意を要する。しかしながら、所得格差の大きい中南米

などの場合には、所得分配の改善、さらには所得分配の改善を強く意識した社会開発プログラムの実

施などにより貧困の削減に大きな影響を与え得る。このことは、貧困の削減には成長と分配のバラン

スの取れた開発のあり方を考えることが必要であることを示している。

2 － 4　21 世紀に向けた開発のビジョン

1990年代に入ると、累積債務問題に対して一定の対処がなされ、さらには冷戦の終焉といった事

態をも踏まえ、80 年代の著しく短中期的な視野に限定された開発の考え方は、より長期的なビジョ

ンを指向するように視点の転換が図られるようになる。DAC は、1989年の年次報告において「1990

年代の開発協力」をテーマとして取り上げ、より平等な開発に向けて、広範な基礎に立つ経済成長、

参加型開発、人間への投資、環境保全を重視するべきとの考えを提示した注21。さらに、1990年代に

なると社会開発に関連した一連の国連会議が開催されるようになる。

1990年　　「万人のための教育世界会議」（教育）　　　ジョムティエン

1990年　　「子供のための世界サミット」（子供）　　　ニューヨーク

1992年　　「環境と開発に関する国連会議」（環境）　　リオ・デ・ジャネイロ

1993年　　「世界人権会議」（人権）　　　　　　　　　ウィーン

1994年　　「国際人口開発会議」（人口）　　　　　　　カイロ

1995年　　「社会開発サミット」（社会開発）　　　　　コペンハーゲン

1995年　　「国連世界女性会議」（女性）　　　　　　　北京

注20 World Bank (1997b).例えば、1980年代後半の中国のケース。

注21 OECD (1989). さらに、UNDPにおいても人間開発という考え方が打ち出され、1990年から人間開発についての年次報告を刊行
するようになっている。
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こうした一連の会議の集大成は、1995年に開催された「社会開発サミット」と考えられるが、そ

こでは、人間中心の持続的な開発、すなわち、すべての人々がより質の高い生活に到達しうる開発を

実現するためには、よりよいガバナンスの確立を基礎として、相互に依存し、相互に強化しあう要素

である経済発展、社会開発及び環境保護がその相互依存性を踏まえた上で達成されねばならないこと

が示される注22。すなわち、長期的なビジョンとして、成長と分配（社会開発）の両立を前提として、

これらと環境保全をあわせた中で相互のバランスに配慮した開発を考えていくべきであり、そして、

これらの要素を統合する目標として人間中心の開発、あるいは、「すべての人々の生活の質の向上」を

掲げるのである。

これまで、80 年代以降の政府の失敗を強調し市場の役割を重視する経済自由化とグローバリゼー

ションへの適応といった観点から、国家の規模を縮小し、その役割を限定的にする方向での改革が行

われてきた。しかし、分配面に取り組むには、政府の役割が大きい。戦後 50年の開発は、市場の失

敗を重視する国家主導の開発、市場を重視する経済自由化を経て、もう一度国家の役割を見直そうと

しているように見える。しかしそれは、市場の失敗と政府の失敗をともに見据えて、すなわち、国家

か市場かといった二者択一の捉え方ではなく、長期的な趨勢として、市民社会の能力強化を図った上

でエンパワメントされた市民によるオーナーシップと賢明な選択のもとに、開発における国家と市場

の役割の補完性を見通すものといえよう。

DAC 新開発戦略のビジョンとは、こうした過去の広範な経験に基づいて提示されたビジョンであ

り、すべての人々の生活の質の向上を目標として、それを実現するために、経済成長、社会開発及び

環境保全を相互のバランスと相互依存性に留意した上で達成しようとするものである。次章において

こうした新しい開発のビジョンとそれを実現する上での援助国側の役割を勘案した DAC新開発戦略

の全体像の概略が示される。

注22 UN (1995).
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3.　DAC 新開発戦略の概要

2章では、DAC新開発戦略のビジョンに関連して、その背景にある、グローバリゼーションの進展

とそれと平行して生じている国家間の較差の問題、国内における較差と貧困の現状、開発の考え方に

おける変遷をみた。それは、戦後の経済社会開発において途上国と先進国・国際機関とのグローバル

な連携によって大きな成果を上げたことを示すものであったが、同時に未だに多くの努力が払われな

ければならないことを明らかにした。グローバルなパートナーシップを確立するには、グローバリ

ゼーションなどによって周縁化されかねない諸国や人々を支援する取り組みが求められるのであり、

ここではこうした支援は開発のパートナーシップによって行われるべきことが示される。そして開発

のあり方としては、成長と分配のバランスに十分配慮することを求める新しい開発のビジョンが提示

された。これは、本章で説明する DAC 新開発戦略のビジョンをより明確にする目的で設定された 4

分野 7 目標の分野別目標へと受け継がれるのである。

3 － 1　DAC 新開発戦略の全体構成

DAC 新開発戦略は、「すべての人々の生活の質の向上」を持続可能な開発の目標と位置づけ、ビ

ジョンとして提示している。そのために、貧困軽減や社会開発・環境の持続可能性の改善と再生（「社

会開発と環境改善」）、中長期的な視点からの途上国のグローバリゼーションへの参画を通じた「経済

成長」、そしてそれを支える適切な「政府の役割」を3 つの柱として重視している（図 3 －1）。

図3－1　DAC新開発戦略の全体像

　注：「政府の役割」は、政府の政策を通じた「経済成長」や所得分配の改善などの結果「社会開発や環境改

善」を通して「すべての人々の生活の質の向上」を可能にし、同時に、公平な民主社会の形成や法制度

の確立などにより直接生活の質の向上にも貢献する。

すべての人々の

生活の質の向上

経済成長

環境

教育

保健医療

社会開発と環境改善

貧困

経済的福祉

政 府 の 役 割

説明責任・人権擁護・グッドガバナンス・住民参加型社会
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そして、このビジョンを明確にするために、「経済的福祉」「社会開発」「環境の持続可能性と再生」

の各項目で達成されるべき目標を設定している。具体的には、「経済的福祉」では貧困問題、「社会開

発」では教育と保健医療、「環境の持続可能性と再生」では環境問題をとりあげ、「貧困、教育、保健

医療、環境」の 4分野で、2005年ないしは 2015年までに達成することを目指す 7つの具体的な目標

を掲げている（詳細は「3－ 2　DAC 新開発戦略における 4 分野 7目標」参照）。

また表3－1 に示されるように、DAC 新開発戦略は「目標、途上国と援助側のパートナーシップ、

および援助の改善策」から構成されている。途上国と援助側のパートナーシップについては、「途上

国の責務／外部パートナーの責務／共同の責務」が列記され、途上国と外部パートナーの協力による

効果的な貧困軽減への取組み方が示されている。途上国に対しては、「信頼できる政府と法秩序の確

立／適切な経済・財政運営／人的および制度的能力の強化」など貧困軽減に立ち向かう基礎条件

（オーナーシップ）の確立と適切な運営を要請している。外部パートナーに対しては、「途上国のオー

ナーシップの確立と強化に必要な支援／グローバリゼーションを通じた途上国の経済開発環境の改善

／外部パートナーの援助協調」など途上国のオーナーシップを基本とする援助を要請している。そし

て、途上国と外部パートナーが共同して取り組むべき活動として、「紛争の解決／公正な政治／参加

型開発／開発資源の調達／援助枠組みの強化」を求めている。

DAC新開発戦略が取り組む途上国の貧困問題については、世界銀行と国連開発計画（United Nations

Development Programme: UNDP）も積極的に取り組んでいる。

世界銀行では貧困軽減には、①広範な基礎をもつ経済成長、②人的資源の開発、③社会的安全網の

整備の3点が重要であるとしている注23。「広範な基礎をもつ経済成長」には、的確な経済成長のフレー

ムワークの提示が不可欠で、貧困層によるマイクロ・クレジット等の利用に代表される信用や土地等

の資産へのアクセス、貧困層が潤沢に持つ労働力を利用して生産力を高めることが必要であり、貧困

層の市場機能への参画が課題となる、としている。

「人的資源の開発」は貧困層の教育と健康の改善により構成され、貧困層の教育では「幼児の能力

開発／初等教育／女子の教育」、健康の改善では「母子保健の改善／人口増加と家族計画／栄養改善」

が重視されている。環境については貧困層の経済成長への参加の中で「環境影響を受けやすく資源に

乏しい地域における貧困層の生産性向上」の一環として「環境管理の改善」が取り上げられている。

UNDPでは、貧困とは人間開発の視点から見ると「我慢し得るまずまずの生活を営むために必要な、

選択の幅と機会がまったく与えられないということを意味する」と捉えられている注24。UNDP は貧

困軽減に向け重視すべき 6点を掲げている注25。

① どこの地域であろうと、出発点は男性と女性のエンパワーメントである。そして彼らの生活に

影響を与える決定や、能力を身につけたり、資産を築くことができるような決定に参加させる

ことである。

注23 World Bank (1996a).

注24 UNDP (1997). p.4.

注25 UNDP (1997). pp.6-15.
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表3－1　DAC新開発戦略の構成要素

全体

目標

＊　持続可能な開発は、途上国自身が主体となるものである

＊　途上国の人口増加と貧困問題への取組み

＊　国際競争と活発な民間部門の活動を通じた雇用問題の改善

＊　途上国開発の２極化と多様化：極端な貧困状態にある国々

＊　包括的アプローチと個別的アプローチの適切な調和

（経済的福祉）2015年までに極端な貧困人口割合を半減する

（教育）2015年までに全ての国で初等教育を100%普及する

（教育）2005年までに初等・中等学校の男女格差を解消する

（保健）2015年までに 乳幼児の死亡率を1/3に削減する

（保健）2015年までに妊産婦死亡率を1/4に削減する

（保健）2015年までに性と生殖に関する基礎保健サービスを普及する

（環境）2005年までに持続可能な国家戦略を策定する

　　　　2015年までに環境資源の減少傾向を逆転させる

パートナーシップ 共同責務

＊　開発資源の確保を可能にする環境の整備

＊　紛争と衝突リスクを最小化する政策の追及

＊　汚職・不正行為防止のための施策の強化

＊　市民社会による開発への効果的な貢献

＊　新たな支援国と地域開発機構の活用

途上国の責務

＊　適切な経済運営

＊　社会開発の基本的目的と参加の重視

＊　信頼できる政府と法秩序の促進

＊　人的および制度的能力の強化

＊　民間企業と地元の貯蓄を振興する環境の整備

＊　税制と公共支出の改善による適切な財政運営

＊　近隣諸国との安定的・協力的な関係の確立・維持

援助の改善

外部パートナーの責務

＊　基礎的ニーズと合意された目標の達成に向けた支援

＊　途上国に機会を与える国際貿易投資システムの確立

＊　援助と開発についての効果的なモニタリング

＊　途上国の能力強化と開発への参加支援

＊　情報・技術・ノウハウへのアクセスの提供

＊　人権・紛争リスクなどを含む広範な政策の支援

＊　外部パートナーによる援助システムの調整

＊　途上国自身による開発戦略の立案・実施への支援

＊　資金循環の改善と開発資金の提供による支援

＊　効果的な国際援助調整と途上国の能力強化に対する支援

＊　開発援助デリバリーと調整についてのモニタリング

＊　途上国援助に対する卒業途上国の経験の有効な活用
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② 女性のエンパワーメントには、そして貧困撲滅には、ジェンダー平等が不可欠である。

③ 持続的な貧困緩和には、すべての国で貧困者重視のための成長が必要である。そして成長が沈

滞している 100以上の途上国・移行経済諸国においては、より早い成長が必要である。

④ グローバル化は多大な機会を提供する。そのためにはグローバルな公平を期し、いっそうの注

意と配慮をもってグローバル化を進めていくことが必須条件である。

⑤ 政府はこれらすべての領域で、貧困者のための政策と市場を目指した、ベースの広い政治的支

援と連携を可能にする環境を整備しなければならない。

⑥ 特殊な状況には特別な国際支援が必要である。最貧国の債務をいままで以上に迅速に削減し、

最貧国向けの援助額を増やし、農産品市場を解放して最貧国の輸出振興を図ることである。

DAC 新開発戦略、世界銀行および UNDP による貧困軽減に対するアプローチは、それぞれに視点

あるいは重視する施策に若干の差異が見られるものの、貧困軽減が最優先課題であるとの認識は一致

している。従来の貧困軽減に対するアプローチが基礎的ニーズ（Basic Human Needs：BHN）の充足

を中心課題とし、貧困軽減のための施策範囲をかなり限定的に取り扱ってきたのに対し、3者とも貧

困層の社会参加能力を高める「社会開発」が重視され、グローバリゼーションの中で貧困層に配慮し

た「経済成長」の重要性が説かれ、そのような環境を創出する「政府の役割」に焦点が当てられてい

る。また、貧困軽減を目指したジェンダー間の平等の重視、貧困層の土地所有などの資産形成、不公

平な所得分配の改善、小規模金融による小企業の育成などの重要性も指摘している。過去の経験を踏

まえて貧困軽減への枠組みを大きく拡張したと理解されるDAC 新開発戦略は、2015年を目標とする

貧困軽減のアプローチとして適切なものであると言えよう。

3 － 2　DAC 新開発戦略における 4 分野 7 目標

DAC 新開発戦略では、望ましい成長を遂げた結果達成されるべき目標を掲げている。これらは、

「すべての人々の生活の質の向上」を最終課題とするとき、そのビジョンを明確にするために、一貫

性のある一まとまりの指標として選定されている。人々の生活の質を「経済的福祉」、「社会開発」、

「環境の持続可能性と再生」という側面からモニタリングし、そこから得た現状を開発にフィードバッ

クすることを目的としている。具体的にはこれら3つの側面を貧困、教育、保健医療、環境の4 つの

分野・問題で測り、以下に示す 7 点の具体的な目標（4分野 7 目標）を設定している。

ここで注意すべき点は、個々の目標は、それ自体の改善が目的なのではなく、あくまで貧困、教育、

保健医療、環境といった人々の生活の現状を測る上での各分野の代表的な指標群である、ということ

である。

経済的福祉

貧困　① 極端な貧困状態におかれた人々の比率を 2015 年までに少なくとも半減させる

世界の貧困撲滅は 1995年社会開発サミットにおけるコペンハーゲン宣言とその行動計画によって

採択された。極端な貧困は年間一人当り所得がUS$370と定義（世界銀行）されるが、この基準によ

ると、途上国の人口の 30% に当たる 13億の人が極端な貧困状態にあり、その数は増加傾向にある。
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一部の途上国では貧困の半減は達成されてきた実績があり、これを一般化することで、貧困軽減の努

力を続ける必要性と能力の両方を実証しようというものである。また、本目標は世界平均としての達

成目標ではなく、個々の国で大幅な前進を目指すべき目標とされている。

社会開発：初等教育、男女平等、基礎保健医療、家族計画の分野で大幅な進展が必要である

教育　② 2015 年までにすべての国で初等教育を普及させる

初等教育の普遍化は 1990年ジョムティエンにおける万人のための教育世界会議で採択され、1995

年の社会開発サミットおよび同年の北京における国連世界女性会議で支持されたものである。基礎的

な読み書きと計算能力は人々の社会活動への参加を高める重要な要素であることが確認されている。

教育　③ 2005 年までに初等・中等教育における男女格差を解消することによって、男女平等と女性

の地位向上（エンパワメント）に向けた進歩を示す

初等・中等教育における男女平等はカイロにおける国際人口開発会議(1994年)、北京における国連

世界女性会議(1995年)および社会開発サミット(1995年)で採択されたものである。女子教育への投資

は最も重要な開発課題の一つであり、教育における男女平等は社会的公平と効率の基礎的尺度である

と理解されている。

保健医療　④ 2015 年までに各途上国の乳児および 5 歳未満の幼児の死亡率を 1990 年の水準の 3 分の

1 に低下させる

乳幼児死亡率は社会で最も影響を受けやすい構成員の健康と栄養状態を示す重要な指標である。

DAC 新開発戦略では目標比率が採用されているが、1994 年のカイロにおける国際人口開発会議で

は2015年までに 1,000人当たりの乳児死亡率を 35未満に、5歳未満児のそれを 45未満に低下させる

数値目標を採択している。

保健医療　⑤ 2015 年までに妊産婦死亡率を 1990 年の水準の 4 分の 1 に低下させる

1994年の国際人口開発会議は途上国における1990年の妊産婦死亡率を2000年までに半減し、2015

年までに更に半減させることを目標としたが、これは国連世界女性会議でも支持されている。DAC新

開発戦略はこの考え方を踏襲している。

保健医療　⑥ 2015 年までのできるだけ早い時期に、適切な年令のすべての個人が基礎保健システム

を通じて性と生殖に関する保健医療サービスを受けられるようにする

この目標は 1994年のカイロ会議で採択されたもので、人々が出産を自由に選択できるようにする

ことによって、人口の安定化と持続可能な開発を可能にしようとするものであり、この考え方が踏襲

されている。

環境の持続可能性と再生

環境　⑦ 2005 年までに全ての国が持続可能な開発のための国家戦略を策定して実施に移す、これは

2015 年までに現在進行している環境資源の減少傾向を世界レベルでも国家レベルでも効果
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的に逆転させるためである

本目標は 1992年のリオ・デ・ジャネイロにおける環境と開発に関する国連会議から導き出された

ものであり、2015年までに全ての国々が環境問題に目を向け、対処能力を獲得できるようにするこ

とを目指すものである。

以上に概観したように、DAC新開発戦略の数値目標は過去における様々な国連会議で採択され、あ

るいは示唆された目標を基礎として選択し、一まとまりのものとして示したものである。個々の目標

自体に新機軸はないが、依然として深刻である貧困問題に対処するためには、貧困を所得分配の歪み

から派生する「経済問題」あるいは BHN を充足する「人道問題」として捉えるだけでは不十分であ

る。貧困層の人々の健康を増進し、基礎的な読み書きと計算能力を付与することによって社会への参

加を容易にするとともに、人々が日々の糧を得ることから環境に及ぼす過度の負荷を軽減する方策を

見い出すことが不可欠である。これらの努力は一つの政策のもとに統合化され同時並行的に進められ

ることが不可欠である、としたところに新機軸があると言えよう。

DAC新開発戦略では、7 目標の優先順位づけは行われていない。しかし、「2000年には世界人口の

5分の 4が途上国に住み、多くの人々は改善された生活環境を享受できるであろうが、他方で、絶対

的な貧困と絶望のなかで苦しむ人々も増加する」という21世紀に向けた問題意識が示されており、貧

困と絶望に苦しむ人々の生活改善に向けた先進諸国の協力の必要性が強調されている。このことから

推察すれば、「貧困半減」が7 目標の中核として位置付けられ、他の 6 目標はこの中核目標を達成す

るために欠かせない重要な関連目標として位置づけられる、と考えてよいであろう。

以上のように、DAC新開発戦略は経済成長を通じて長期的に「貧困の半減」を目指すものであり、

貧困の半減を実現する基礎的条件として、初等教育の普及と男女格差の是正、プライマリー・ヘルス・

ケアによる母子保健の改善、ならびに環境の持続可能性と再生が重視されている。このことは、DAC

新開発戦略は、一方で経済成長の促進を目指すとともに、他方で4分野7目標の改善を重視すること

によって間接的に所得分配面の改革を目指すものとも理解できる。経済成長による分配面の恩恵にあ

ずかる機会が乏しい途上国の貧困層に焦点を当てることによって、途上国政府の経済政策を「分配重

視の方向」に誘導しようとするものとも理解できる。これは構造調整における社会的セイフティ・

ネットの重視にもつながるものであろう。

途上国の現状がこのまま放置されれば、2015年に向けて途上国の人口増加と貧困層の増加傾向は

継続し、地域によっては状況が一段と悪化することが予想される。このような状況のなかで7目標を

達成するには多くの困難が伴うであろう。DAC 新開発戦略では、このような傾向を阻止すべく、繁

栄を享受する先進国に対して意識の改善を強く求めている。 わが国は、かねてからこのような人道的

視点を重視し、OECD加盟国によるDAC新開発戦略の採択を強く働きかけてきており、積極的なリー

ダーシップを発揮してきた。 わが国としては、このようなリーダーシップを今後とも継続・強化して

いくことが重要であり、DAC 新開発戦略の実施に向けた積極的な貢献が望まれる。

3 － 3　DAC 新開発戦略が採用するアプローチ

DAC 新開発戦略の概要と目標は以上に概観したとおりであるが、本戦略に基づく途上国への援助

においては、途上国のオーナーシップが特に重視されており「経済面、社会面、環境面および政治面
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の要素を網羅した包括的な戦略にもとづく持続可能な開発は途上国が主体となるものでなければなら

ない」とされる。途上国のオーナーシップには「信頼できる政府と法の支配を促進する、男女平等を

含む社会開発および参加の拡大という基本目標を目指す、効率的な税制や生産的な公共支出を含む健

全な財政運営を行う、近隣諸国と安定的で協力的な関係を維持する」などが含まれる。途上国のこの

ようなオーナーシップを前提として「外部パートナーの役割は、途上国が『個々の国の条件と決意に

応じて、持続可能な開発に必要な諸条件を整える』ための能力の強化を支援することである」として、

途上国と外部パートナーの関係を規定している。

このような途上国のオーナーシップと外部パートナーの連携を前提として、DAC 新開発戦略では

次の 5 つのアプローチが重視されている。

（1）　国際的な援助協調：貧困軽減を目指す外部パートナーの努力の結集

DAC 新開発戦略は途上国の貧困軽減に向けて、限られた全ての援助資源を効果的・効率的に活用

することを目指している。本新戦略は、国際機関およびドナー諸国が途上国に対してそれぞれに援助

することを否定するものではないが、限られた援助資源を一つの戦略のもとに有効に活用することを

目指し、また、途上国の限られた援助受入れ能力に過度の負担を強いることがないよう、途上国とと

もに援助側の調整を図ることが重要であるという認識に立っている。国際的な援助協調は、DAC新

開発戦略を具体的な援助プログラムに結び付ける多国間の協議・決議の場で必要とされ、また、特定

の途上国と国際機関・ドナー諸国の個別的な政策協議・プログラム形成の場においても必要とされる。

国際的な援助協調は、途上国のオーナーシップの基礎となる紛争の解決・良い統治の実現という面か

ら、援助成果のモニタリング・評価の面まで含めて、あらゆる局面で効果的に実行されることが期待

される。

（2）　個別（国別）アプローチ：途上国それぞれのニーズを満たす援助

DAC新開発戦略では途上国のオーナーシップが最も重視されている。途上国は「貧困比率の半減」

に向けた行動を開始すべく、紛争を解決し、良い統治を確立し、住民参加型の開発の推進体制を確立

した上で、貧困の現状と課題を的確に把握することによって、貧困問題解決のための施策体系を長期

計画として策定することが求められている。しかし、途上国のおかれている国際環境・政治体制・経

済発展段階・社会文化的背景・自然条件などは国毎に大きく異なり、途上国のオーナーシップのあり

方、貧困状況ならびにその課題、それに対する対策もそれぞれに相違するのが当然であり、貧困問題

への取り組み方も異なってくる。したがって、DAC 新開発戦略の実施にあたっては、それぞれの途

上国の状況に応じた「個別（国別）アプローチ」が必須となる。

（3）　マルチセクター・アプローチ：分野間にバランスのとれた開発と援助

貧困・教育・保健医療・環境のそれぞれの分野には相互に密接な関連があり、ある特定分野の状況

が改善されたとしても、長期に持続可能な貧困軽減が実現できるとは限らない。貧困の軽減を目指し

て教育・保健医療・環境などの関連する分野がバランスよく改善されていくことが不可欠である。ま

た、人口増加率が高い途上国（特にLLDC諸国）においては、都市化の問題も深刻であり、急増する



- 19 -

労働人口に就業機会を提供することが必要となり、長期的な観点から経済成長を促進することも不可

欠である。経済成長によって貧困層に直接裨益する新たな雇用機会を創出するとともに、教育・保健

医療・環境分野の改善を推進して、貧困を軽減する努力が必要となる。「経済開発の推進」と「社会

開発を通じた分配の改善」を目指す多面的なアプローチが「マルチセクター・アプローチ」であると

理解される。ここで、特に注意を払うべきはジェンダーの視点である。社会における女性差別を解消

し、女性の社会への積極的な参加を促進することがマルチセクター・アプローチにおける必須の要素

である。

（4）　包括的アプローチ：多様な援助資源の動員による開発と援助

DAC 新開発戦略を推進する途上国側の関係者には、中央政府、地方政府、住民、民間企業および

民間の非営利組織（NPO/NGO 等）などがあり、外部パートナーとしては、国際機関、従来からのド

ナー国、新たに加わるドナー国、民間企業および民間の非営利組織（NPO/NGO 等）などが挙げられ

る。これまでの援助においては、部分的な例外はあったものの、これら多様な途上国側の関係者およ

び外部パートナーがそれぞれに設定する援助対象に対して、相互に独立した援助活動を展開すること

が一般的であった。この結果、途上国の対応能力と外部パートナーの援助資源が途上国のニーズの充

足に向けて効果的・効率的に使用されたとは言い難い状況を招来した事例も発生している。DAC新

開発戦略は、これまでの援助におけるこのような非効率を可能な限り排除するとともに、政府開発援

助のみならずそれ以外の様々な援助資源を動員することによって、全体としての援助資源量を増大さ

せ、全ての参加者の知識と経験を最大限に活用することによって、貧困軽減を目指すものである。全

ての関係者の援助資源を貧困軽減に向けて動員する努力が「包括的アプローチ」であると理解される。

（5）　成果重視のアプローチ：進歩の継続的な確認による目標への接近

DAC新開発戦略は、途上国と外部パートナーの共同による開発努力を7目標の達成度で測定し、成

果につなげようとしており、これは「成果重視のアプローチ」と呼ばれる。7目標の達成度を把握す

るためには、途上国における7指標の初期条件の確認が必要であり、7指標の変化を時間の経過とと

もにモニターすることが必要となる。世界銀行および国連各機関では、DAC と連携しつつ成果を測

定するための指標の整備を急いでいるが、DAC 新開発戦略を成果重視の面からオペレーショナルな

ものにするためには、適切なモニタリング・システムの確立が必要となる。モニタリング・システム

によって得られた成果を翌年以降の具体的な行動計画にフィードバックし、DAC 新開発戦略で言わ

れている7目標の実現に向けて、国際的な援助協調のもとに、途上国と外部パートナーの努力を結集

していくことが「成果重視のアプローチ」であると理解される。

また、成果を測る上で忘れてはならないことは、開発の質的側面である。民主主義に則った統治の

信頼性、人権の擁護および法の支配などグッドガバナンスの考え方は数値目標の対象とはならないが、

DAC 新開発戦略で提案されている計測可能な目標の実現に不可欠な要素であることは明白である。
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4.　DAC 新開発戦略の分野別検討

第2、3章では、DAC新開発戦略の背景と構成について概観した。第1 章で述べた通り、本援助研

究会では DAC 新開発戦略が重視する貧困、教育、保健医療、環境の4 分野について分野別検討を行

い、また、ジンバブエ、ガーナ、カンボディアの 3ヵ国を取り上げて DAC 新開発戦略の実施方策に

ついての国別検討を行った。本章では、分野別の検討結果の概要を紹介し、その上で、これらの分野

別検討が わが国の途上国援助に与える示唆を検討する。

4 － 1　「貧困」の課題と目標・提言

（1）　「貧困」の課題

表4－1は世界銀行の貧困定義（1人1日あたり1米ドル）による貧困の地域別状況を示している。

1993年における貧困人口約13億人のうち、その最も多い地域は南アジア地域（5億1,470万人、39.6%）

であり、次いで東アジア・太平洋地域（4億 4,580万人、34.3%）、サブサハラ・アフリカ地域（2億

1,860 万人、16.8%）、ラテン・アメリカとカリブ地域（1 億960 万人、8.4%）の順となっている。全

人口に対する貧困人口の割合で見ると、南アジア地域が最も高い43.1% であり、次いでサブサハラ・

アフリカ地域が39.1%となり他の地域に比較して著しく高い。貧しさの程度を測る貧困ギャップで見

ると、サブサハラ・アフリカ地域が最も高い15.3%、次いで南アジア地域の12.6% となっており、貧

困層の割合の高さと同様にこれら2地域は他の地域に比較して貧困の状態が厳しいことがわかる。貧

困に関するこれら 3指標が高い南アジア地域とサブサハラ・アフリカ地域について 1987年から 1993

年の推移を比較すると、南アジア地域では貧困人口比率が低下し、貧困ギャップが改善される傾向を

示しているのに対し、サブサハラ・アフリカ地域では貧困人口の増加率が極めて高く、貧困人口比率

は増加し、貧困ギャップは悪化の傾向を示している。

表4－1　途上国における1日1米ドル以下の貧困人口（1987-1993年）

貧困人口（百万人） 貧困人口の割合(%) 貧困ギャップ(%)

1987 1993 1987 1993 1987 1993

 東アジア及び大洋州 464.0  445.8  28.2  26.0  8.3  7.8  

   (中国を除く) (109.2) (73.5) (23.2) (13.7) (3.8) (3.1) 

 ラテン・アメリカ及びカリブ諸国 91.2  109.6  22.0  23.5  8.2  9.1  

 中東及び北アフリカ 10.3  10.7  4.7  4.1  0.9  0.6  

 南アジア 479.9  514.7  45.4  43.1  14.1  12.6  

 サブサハラ・アフリカ 179.6  218.6  38.5  39.1  14.4  15.3  

 合　計 1225.0  1299.4  33.3  31.8  10.8  10.5  

出所： World Bank (1996a).
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DAC 新開発戦略に沿って貧困プロジェクトを実施するにあたっては、次の課題を念頭におくこと

が必要である。

①　貧困と開発戦略

貧困問題の議論には2つのレベルがあり、一つは、開発に成功する国々と失敗する国々があるのは

何故かというマクロ・レベルの議論であり、他の一つは、途上国においては何故貧しい人々がなくな

らないのかというミクロ・レベルの議論である。重要な点は、貧困問題をマクロ・レベルかミクロ・

レベルかという誤った二分法に基づいて考えることを止め、両者を相互に関連づけて貧困対策を考え

ることであり、貧困問題を開発戦略の中に有機的に位置付けることである。世界銀行は旧来から貧困

問題の改善に取り組んで来ているが、Poverty Reduction and the World Bank 注26 では「貧困を縮小させ

る戦略」として、①広範な基礎をもつ経済成長、②人的資源の開発、③傷つきやすい人々に対する社

会的安全網の整備、を三つの柱として挙げている。経済成長と分配問題はトレードオフの関係ではな

く、開発戦略のあり方によって両立し得るものという認識を示している。

②　貧困プロジェクトの目標

貧困プロジェクトの目標は貧困層の所得向上（絶対的貧困からの脱出）にあると言えるが、そのた

めの開発戦略として何を目標とすべきかという課題が残る。1976年の「ILO 世界雇用会議」では「社

会が最貧困層の人々に設定すべきミニマムな生活水準」としてBHN の充足が提唱された。その後、

UNDP はアマルティア・センのケイパビリティ(Capability)概念に沿って、貧困プロジェクトの目標を

人間開発の定義でもある「人々の選択の拡大過程」であるとし、「人間開発指標(Human Development

Index: HDI)／能力貧困測定指標(Capability Poverty Measure: CPM)／人間貧困指標(Human Poverty Index:

HPI)」などを提案してきた。貧困問題を捉えるレベルや立場によって貧困プロジェクトは多様であり、

複合的な目標やアプローチをもつプロジェクトによって、バランスのとれた貧困軽減を目指すことが

必要となる。

③　貧困層の特定に関わる課題

貧困プロジェクトの対象は貧困層であるが、貧困をどのように特定するかという課題がある。一般

には「貧困ライン」を想定して、このラインに達しない個人あるいは家族を「貧困層」と定義するが、

どのように定量化するかという課題が残る。指標としては、Headcount Index of Poverty / Poverty Gap

Index / Squared Poverty Gap Indexが挙げられるが、① 信頼に足るデータが不足している、②貧困の定

義に「恣意性」が残り、貧困ラインの直上・直下における貧困の差異が明確ではない、③ 貧困プロ

フィールの作成においても実態を反映した貧困ラインの引き方が困難である、④UNDPの貧困定義を

採用する場合には、生活水準アプローチ以外の新たなアプローチが必要とされる、等の問題が残る。

貧困問題はある特定の社会グループ、職業グループ、地域、女性に集中している場合も多く、この

場合には各国の社会的・歴史的な要因を十分に考慮することによって貧困層が集中するグループを特

定できる可能性もある。

注26 World Bank (1996a)
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④　貧困プロジェクトの諸類型とターゲティング

貧困の改善には政府の介入による支援が必要とされるが、「いかにして受益者を貧困層に限定する

か」あるいは「貧困軽減のために少ない行政コストで大きな効果を上げるにはどうすればよいか」等、

貧困プロジェクトの効果的・効率的な進め方が模索されなければならない。各国の事情により最も効

果的な方策は異なるであろうが、貧困プロジェクトがターゲットを適切に設定して成果を挙げるため

には、受益者の参加が不可欠であり、現地の事情に詳しい地方行政機関への分権化が効果的である。

また、貧困層だけの参加を奨励する「自己選択」手法の採用も効果的であると考えられる。

⑤　貧困プロジェクトのモニタリング

貧困プロジェクトは多種多様な政策・コンポーネント・援助などによって複合的に構成されている

ため、これら全ての成果を適切にモニタリングすることが必要である。貧困問題が開発戦略・計画予

算の中に適切に位置付けられているか、各種のプロジェクトが及ぼす地域的・社会的インパクトが適

切にモニタリングされているか、貧困軽減に関わる多様な分野相互間のインパクトがモニタリングさ

れているか、オーナーシップとパートナーシップのあり方が適切にモニタリングされているかなど、

広い視野からのモニタリングを可能にするシステムの確立が重要である。

（2）　「貧困」の目標

「極端な貧困状態にある人々の比率を2015年までに少なくとも半減させる。世界平均で貧困半減と

いう目標を達成するだけでは不十分であり、それぞれの国毎に目標を追及し、全ての国において大幅

な進歩が目指されなければならない」

DAC 新開発戦略は、各国毎に一律に「極端な貧困状態にある人々の比率を半減させること」を目

標としているわけではない。むしろ、「それぞれの国毎に目標を追及し、全ての国において大幅な進

歩が目指されなければならない」という点を強調している。「大幅な進歩」という表現は「半減させ

る」という表現に比べて相当に解釈の余地を残すものとなるが、各国における社会的な諸条件（都市

と農村の格差、ジェンダーの差異、エスニック・グループの存在など）を考慮すると、「大幅な進歩」

という表現の方が実態を反映していると考えられる。

DAC 新開発戦略に示される数値目標は過去の様々な国際会議で採択されあるいは示唆された目標

を統合し一体化したものであり、教育・保健医療・環境分野を含めて「貧困半減（大幅な進歩）」と

いう一つの政策のもとに統合化し同時並行的な進展を図る、としたところに新機軸があると理解され

る。

（3）　「貧困」の提言

①　基本的な考え方（「貧困」）

従来、 わが国の援助は円借款の比率が高く、経済インフラの建設に振り向けられることが多かった。

このような有償資金協力は、もう一つの援助の柱である贈与（技術協力及び無償資金協力）及び援助

によらない直接投資・貿易振興と密接に関連しつつ、アジア諸国の経済発展と貧困の減少に大きく寄
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与したことは疑う余地もない。長期的な経済発展によって途上国の貧困軽減を目指すという観点から

は、今後とも、過去の経験を生かしていくことが必要である。しかしながら、昨今の わが国におけ

る財政赤字問題の深刻化、円借款のアンタイド化の進展、途上国におけるインフラ部門の民営化の進

展などによって、従来型の援助の見直しが必要となっていることも否めない。今後は、途上国のイン

フラ整備に対する支援に関しても、政府開発援助(ODA)による「借款」という形態にこだわることな

く、様々な公的・民間チャネルを通じて貢献していくことが必要であろう。

経済インフラの整備は貧困解消にとって一つの不可欠な前提条件ではあるものの、必ずしも十分条

件ではない。場合によっては、途上国の社会構造・経済構造・政治構造などによって、インフラ建設

によって引き起される環境問題などの外部コストが社会的弱者や貧困層にしわ寄せされ、貧困問題が

一層悪化する可能性さえあることに配慮が必要である。貧困層にターゲットを絞った「貧困プロジェ

クト」を実施する根拠の一部はこの点にある。経済成長の成果が貧困層に行きわたるような開発戦略

を支援することが重要である。「インフラ建設か、社会セクターか」あるいは「成長か、分配か」と

いった誤った二分法的考え方から抜け出すことが必要である。経済社会インフラ開発プロジェクトと

貧困層にターゲットを絞ったプロジェクトがバランスよく、またプラスの相互関係を生みだすように

実施されることが望まれる。換言すれば、開発戦略の中で両者がどのように有機的に組み込まれてい

るかを見極めることが重要である。

②　実施重点項目（「貧困」）

貧困軽減に向けた わが国の実施重点項目として次の 4点を重視すべきであろう。

  1) 貧困軽減に資する政策支援

この分野における わが国のノウハウの蓄積は極めて限られており、当面は国際援助機関・ドナー

諸国との援助協調を通じて実施し、 わが国自身の援助能力を強化していくことが必要である。

  2) 経済社会インフラの整備に対する支援

この分野における わが国の実績は豊富であり、「貧困軽減」という視点を明確化することによっ

て今後とも継続強化されることが必要である。既に実施されている「小規模インフラ・プロジェ

クト」においては「貧困層への配慮」という観点を一層重視することが必要である。

  3) 貧困プロジェクトに対する支援

貧困プロジェクトの代表的な例として、貧困層向け信用供与プログラム／貧困層向け公共雇用

創出プログラム／土地改革の実施／農業の成長と農業技術の移転／健康および教育プログラム

／食糧配給および食糧補助金／都市の貧困層対策などが挙げられるが、この中から わが国が得

意とし重視する施策を明確にする。実施にあたっては、住民・NGO などの参加と協力を積極的

に推進するとともに、貧困分野における援助実績が豊富な青年海外協力隊の一層の活用を図る。

案件の形成段階から「貧困調査」を制度化し、1) に示された「貧困軽減に資する政策支援」に

対する わが国の援助能力の強化を目指すことが必要である。
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  4) 制度能力の強化に向けた人材育成

当該分野における わが国の実績は豊富であり、「貧困軽減」という観点をより明確にすることに

よって、今後とも継続強化すべきである。

貧困軽減にとって上記援助重点項目が効果を発揮するためには、次の点で途上国のオーナーシップ

が確立されていることが前提である。

  1) 政治と社会の安定が確保されていること。混乱の続く国々では紛争の解決と平和の確立が先決

である。

  2) 貧困に関する基礎統計が整備されていること。基礎統計が整備されていない国々に対しては統

計整備を積極的に支援すべきである。貧困の原因究明に関する研究に対する支援も重視すべき

である。

③　実施上の留意点（「貧困」）

2015 年に至る中間目標を設定する

「2015年までに貧困半減」というDAC 新戦略の目標はあまりに長期的で具体性に欠ける。3～5年

の中間目標を設定し、モニタリングと評価を強化することが必要である。

「貧困層配慮ガイドライン」の策定

経済インフラは貧困軽減にとって重要な施策ではあるが、インフラ建設によって引き起こされる環

境問題などが社会的弱者や貧困層にしわ寄せされ、貧困問題を一層悪化させる可能性があることに配

慮が必要である。したがって、貧困層に及ぼす影響を充分に配慮してプロジェクトを実施することが

必要であり、環境ガイドライン・WIDガイドラインと同様に「貧困層配慮ガイドライン」の早急な

策定が望まれる。

開発のグランド・デザインの策定とその実施能力の形成

「貧困半減」を目指してオーナーシップとパートナーシップという理念を具体化するためには、途

上国との「政策対話」の強化が重要だが、それだけでは十分ではない。「開発のグランド・デザイン

の策定とその実施能力の形成」という基礎条件を可能にするためには、もう一歩踏み込んで、政策・

プロジェクトの策定段階からフォローアップ・モニタリング・事後評価に至る全ての過程にわたって、

途上国との協議を継続することが必要である。当面、 わが国としては「国別援助研究会(JICA)」の拡

充・強化をはじめ各種の技術協力を活用して、その役割を果たせるよう検討することが望まれる。

貧困プロジェクト・ネットワーキング化の推進

 わが国の援助実施機関は途上国の貧困問題に多くの経験を有しているが、貧困層を直接のターゲッ

トにしたプロジェクトは少なく、また貧困軽減という観点からの事後評価も実施されていない。また、
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わが国が援助する個々のプロジェクトが被援助国の開発戦略の中に位置付けられているわけでもない。

このような問題の改善を目指し、援助実施機関レベルで「貧困プロジェクト・ネットワーキング化研

究会」を設置し、貧困関連プロジェクトの位置付け・相互連携・評価とフィードバックを改善する努

力が必要であり、そのための調査研究の推進とデータの収集・再構築が望まれる。

貧困プロジェクト効率化の推進

貧困プロジェクトへの援助では、「貧困プロジェクト」や「社会セクター」に対する援助資源の配

分を増加させるだけでは十分ではなく、プロジェクトの実施効率の向上が不可欠である。国際機関・

他のドナー諸国の経験を踏まえながら、ターゲッティング手法／貧困プロジェクトの実施システム／

望ましい参加型開発など、プロジェクトの効率化手法を開発することが必要である。

4 － 2　「教育」の課題と目標・提言

（1）　「教育」の課題

第 2次世界大戦後、相次いで独立した国々は独立直後から教育開発に大きな努力を払い、60 年か

ら70年代にかけて初等教育就学率および識字率は10年単位で10%もの高率で改善されてきた。しか

し、80年代に入り、多くの途上国は高い人口増加率、経済危機、紛争勃発など、様々な難局に直面

することとなり、教育開発は停滞し、国々・地域の格差は拡大した。1990年にタイ国ジョムティエ

ンで開催された「万人のための教育世界会議(World Conference on Education for All: WCEFA)」を契機

として途上国の教育の現状がいかに深刻であるかが報告され、教育分野への援助の重要性が深く認識

されることとなった。教育問題は貧困、人口、保健医療、環境などと深く関連しており、教育の量的

拡充・質的向上を目指すためには、分野横断的な課題に対応するためのマルチセクター・アプローチ

の必要性が強く認識されている。

教育分野の課題は地域や国によってそれぞれ異なるが、全体的には次のような課題が挙げられる。

①　初等教育就学率の停滞

低所得国の初等教育総就学率は 1965－ 85年の 20年間に 44.1% から 67.3% まで上昇し、中所得国

ではほぼ100%に達した。しかし、サブサハラ・アフリカ諸国では総就学率の上昇が停滞し、なかに

は低下している国々さえ存在する。停滞の主な原因として、80%を超えた総就学率を更に上昇させる

には多大な努力が必要となること、経済停滞により教育関連予算が削減されたこと、初等教育を受け

る側の経済的負担が増加したこと、などが挙げられる。

②　教育の質的低下

教育予算の削減に伴い、教員・教科書・教育施設の不足・劣化が進み、児童の学習環境が悪化して

いる。低所得国では、低い給与のために優秀な教員が集まらない、小学生一人当りの教育費が40.7ド

ルから30.9ドルに減少した（1965－85年、これは高所得国の50分の1に過ぎない）などの問題に直

面している。



- 26 -

③　中等教育・高等教育の開発課題

80年代後半から国際機関や援助国が基礎教育を重視するようになり、中等・高等教育分野への援

助はシェアが低下している。工業化の進展とともに、技術者等の人材に対する産業界のニーズが高

まっており、中等・高等教育に対しても各国の事情に応じて資源の適切な配分が重要である。

④　多文化多言語社会の課題

多くの途上国では統一されたナショナル・カリキュラムが普及しているが、国家を構成する各民族

の固有の文化・言語を尊重する基礎教育の重要性が強調されている。これを実現するためには、民族

の固有性を考慮したカリキュラム開発を可能とする教育改革が必要となる。

⑤　地域のニーズとカリキュラム

途上国では人口の多くが農村部に居住しており、農村で必要とされる「生活改善教育、職業教育、

地域社会の改善教育」などが重要であるが、学校教育は「読み・書き・計算」を中心とする一般教育

カリキュラムに偏っている。しかし、この問題を学校教育の中だけで解決することは困難であり、地

域社会および家庭の役割を含めた広い視野から教育施設・カリキュラムの再検討が必要とされる。

⑥　男女格差

初等教育就学率や識字率の男女格差は南アジアやアフリカで特に顕著であるが、中等教育以降での

男女格差は多くの途上国で認められる。この格差は経済・社会制度などからくる男女格差ならびに教

育施設の配置・構成などによるものと考えられ、対策が必要である。

⑦　学歴偏重

学歴は職業選択と密接に関連するため、途上国では学歴志向が極めて強い。学歴病の解決策を見い

出すことは困難であるが、職業に就いた後の社会人教育制度の整備、「国費による教育」から「受益

者負担による教育」への転換が必要であろう。

（2）　「教育」の目標

①　2015年までに全ての国で初等教育をあまねく普及させる

全ての途上国における初等教育の普及は「万人のための教育 (Education for All: EFA)」において2000

年までに到達すべき課題とされたが、目前に迫った 2000年までに達成することは不可能と考えられ

る。EFA の目標は、DAC 新開発戦略によって2015年までに達成を目指すことになるが、過去の努力

が継続され一段と強化されることによって、実現の可能性は高まることが期待される。

②　2005年までに初等・中等教育における男女格差を解消することによって、男女平等と女性の地

位向上に向けた進歩を示す

社会開発サミット、国際人口開発会議、世界女性会議でも既に初等・中等教育における男女格差を

2005年までに解消することが提言されている。男女格差の原因は、あらゆる差別と同様に、貧困お

よび歴史的社会的に形成されてきたものであるが、男女格差の解消に向けて教育に正面から取り組む
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必要性が認識されてきたことによると理解される。

（3）　「教育」の提言

①　基本的な考え方（「教育」）

教育開発を総合的な開発プログラムの一環として計画する

教育開発は、貧困・人口・保健医療・環境など地域社会の多面的な構成要素と密接に関連しており、

他の分野とバランスを維持しながら総合的に計画され、実行されることが必須である。外部パート

ナーによる援助は、途上国の総合的な開発計画の中で有機的に組み合わされて実施されることが必要

である。

教育財源の充実を図る

児童の継続した学習を保障するためには教育財源の充実が不可欠である。低所得国における教育財

源は削減の傾向にあり、児童一人当り教育予算は減少している。このような現象を逆転させるべく、

例えば、2015年までに児童一人当りの教育予算を現状の2倍に引き上げるなど、各国の事情に応じた

財源目標を設定することが必要である。

教育行政のキャパシティ・ビルディングを重視する

教員の不足と質的低下を改善するため、学校運営の改革を含めて教育行政のキャパシティを強化す

ることが必要である。初等教育の普及および教育における男女格差の解消を実現するためには、従来

の教育の枠組みを超えた広い視点からのキャパシティ・ビルディングが不可欠である。

女性の社会参加に貢献する教育活動を重視する

教育における男女格差の解消は教育分野の取り組みだけでは改善できず、歴史的・文化的・社会的・

宗教的な取り組みが同時に推進されなければならない。この場合、農村部・辺境部・少数民族・障害

者など「社会的弱者の中での女性」を重視することが必要である。

②　実施重点項目（「教育」）

  1) 教育分野における援助と総合開発計画との有機的な連携を重視して援助案件を形成する。例え

ば、「地域総合開発計画」の中に教育開発を位置付け、学際的アプローチの中から地域住民のニー

ズに合致した教育分野の援助内容を明確にする。

  2) 教育案件の形成・実施にあたっては、ローカル・ニーズを熟知している現地の大学・NGO など

の情報を最大限に活用できるよう、これらを取り込む新しいチャネルを形成し、共同して活動

できる制度を確立・整備する。

  3) 教育分野における途上国のキャパシティ強化を目指して、行財政システムおよび学校運営の改

善を支援する。
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  4) 男女格差の改善を目指して、女子教育の振興に関連するアドボカシー（広報宣伝）活動を支援

する。

  5) 構造調整プログラムによる教育予算の削減に対処する「セーフティ・ネット・プログラム」へ

の支援を行う。従来の援助体制のもとで実施可能な学校建設・教科書支給などへの支援にとど

まらず、教育運営費への支援をも検討課題とし、援助の有効性を高める方向で努力することが

望まれる。

③　実施上の留意点（「教育」）

初等教育を中心とする公教育は途上国の主権に深く関わるものであり、途上国自身のオーナーシッ

プが最も尊重されなければならない。同時に、より良い教育システムの確立を目指して、途上国と外

部パートナーが相互に学び合うという好ましいパートナーシップの確立が望まれる。

援助スキームの柔軟性の向上

マルチセクター・アプローチによる相互調整、外部パートナーとしての援助協調の改善、大学・

NGO 等ローカル組織とのより良い協調体制の形成などを効果的・効率的に実施するため、 わが国の

援助形態別の援助スキームに柔軟性をもたせることが必要である。例えば、教育分野における個別専

門家派遣とプロジェクト方式技術協力との連携ならびに融通性の強化などが挙げられる。

総合的・学際的な教育援助研究を可能とするシステムの整備

教育分野における援助要請は途上国の真の援助ニーズを反映していないと考えられる場合も多く、

各国の状況・援助ニーズを継続的に調査研究する体制を整備することが必要である。また、このよう

な調査研究成果に基づいた援助システムの確立が必要である。

わが国の教育援助人材を広く活用するシステムの整備

国別アプローチと国際的な援助協調の適切な組み合わせにより、途上国のニーズに合致した援助を

提供することの重要性が高まっており、これに応えるためには、多様な教育機関・専門家の参画が不

可欠である。関係者を広くリクルートするシステムの確立が必要である。

多文化社会に対する配慮

統一的なナショナル・カリキュラムを中心とする国家的な教育制度に対し、民族的多様性に対する

わが国援助のあり方を研究し、基本方針を取りまとめることが必要である。
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4 － 3　「保健医療」の課題と目標・提言

（1）　「保健医療」の課題

保健医療分野は「人々の健康」を対象とするものであり、世界銀行による『世界開発報告1993』は、

「健康は個人の経済的な生産性を高め、国家の経済成長を促す。したがって、健康への投資は開発を

促進する方法の一つであり、さらに、健康はそれ自体が目標でもある」と述べている。保健医療は社

会開発セクターの中で、貧困、教育、環境よりもさらに人間の生存に関わる根源的な価値を有すると

言うことができよう。健康は個人的であると同時に社会的な要素でもあり、貧困と悪循環をなす「不

健康」は社会開発の妨げでもあり、低開発の産物でもある。

保健医療分野における援助は1970年代に入り、BHNの一環として重視されるようになり、1977年

のWHO 総会で提唱された「西暦2000年までに全ての人々に健康を（Health for All by the Year 2000：

HFA）」が2000年までの戦略として位置付けられた。HFAではプライマリー・ヘルス・ケア（Primary

Health Care：PHC）を実践のための具体的戦略とし、その基本理念は、病気をもつ個人の治療を目指

す医療（Medical Care）ではなく、国民一人一人が自ら保健活動に参加し、自助努力によって病気を

防ぎ、健康増進を図ることにある。この理念の重要な点は、「健康増進は、経済発展にとって重要で

あるばかりでなく、個々人・家族・地域の生活の質の向上に不可欠であり、このことを各自が認識し、

地域の活動に参加（Community Participation）する」という点であり、これを可能とするシステムの

確立と維持運営が目指されている。

PHC戦略は、①住民参加、②ニーズ指向、③資源の有効利用、④関係政府機関の協力の4つの原則

のもとに、少なくとも以下の 8つの要素を含む。

① 健康教育

② 食料の供給と栄養摂取

③ 安全な水の供給と基本的衛生環境

④ 家族計画を含む母子保健サービス

⑤ 予防接種

⑥ 地方における流行病の予防と対策

⑦ 日常的な疾病、障害の適切な処置

⑧ 必須医薬品の確保

PHC 戦略を実践するための根幹は「健康教育」である。健康な生活を送るために必要な知識を身

につけてはじめて、人々は健康であるために各自が何をなすべきかを考え行動することができる。こ

こで鍵となるのは地域レベルで人々と実際に接するヘルスワーカーであり、そのトレーニングが極め

て重要となる。ベーシック・ヘルス・ユニット（Basic Health Unit：BHU）、ルーラル・ヘルス・セン

ター（Rural Health Center：RHC）など地域レベルの基本的保健医療施設が住民によって容易に利用

されるよう徒歩5km以内に配置するとともに、上位レベルの第2次、第3次医療施設への移送と診療

が可能な連携（レファラル・システム）を確立し、必須医薬品の供給システムを整備することが必要

となる。

WHOが提唱した HFA の壮大な理念は、20 年を経た現在、2000年までにその目標を達成できるか
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否かという極めて難しい局面に至っている。確かに、途上国における子供の死亡率は著しく改善され

た。しかし、包括的な PHC 戦略を自らの力で支えることができる途上国はほとんど無いのが現状で

ある。先進国と比較して途上国の最大の課題は、極端に高い妊産婦死亡率と絶対数が多い乳幼児死亡

率に代表される「母子の健康」である。先進国では、死亡例がほとんどなくなった小児期の流行病や

肺炎・気管支炎などの感染症、また、妊娠分娩に関わる女性の健康問題と新生児の疾患・抵抗力・各

種機能に影響する栄養障害などが途上国では未だに保健医療分野の最大の課題となっている。

PHC 戦略は住民を中心に据えた画期的な社会改革とも言えるが、この戦略は先ず住民の意識変革

を求め、同時に、政治的リーダーの意識改革を求めるものであり、更にジェンダーの視点が極めて重

要となる。PHC 戦略の達成状況が国により大きく異なるのは、保健医療に対する優先度と資源配分

を決定する政治的コミットメントの差異にある。データが多少古いが、1981-82年の一人当り保健支

出は、先進国平均で 670ドルであったが、低所得国では8.8 ドル（先進国の 1.3%）に過ぎなかった。

また、政府支出に占める公的保健費用のシェアは、先進国で10%を超えるが、低所得国では5%以下

であり、そのシェアは過去 10年の間に低下傾向を辿っている。少ない保健医療予算の支出内訳を見

ると、費用対効果の低い治療医学に70-85% が充てられ、予防やコミュニティー・サービスへの支出

は極めて低く、極端な例では、一つの大学付属病院への配分が保健省の全予算の 20% を超える国も

あった。国家財政が逼迫し保健医療予算が削減されていく中で、軍事予算の割合が着実に増加傾向を

辿る国々が存在することも大きな問題である。

途上国の保健省など中央政府レベルでは、BHU/RHCなどPHCのから地方の第2次中核病院、更に

は、中央の第3次医療施設へのリファラル体制まで含め、全国をカバーする保健医療システムが確立

されていると強調する国々もあるが、首都圏や都市部を一歩離れると、ほとんど何も稼働していない

と実感されるケースが多い。PHC という理念に基づいて外部ドナーが支援し整備してきた末端保健

医療施設を、今後どのように生かし活用していくか、現実的な問題として真剣に検討することが必要

である。

（2）　「保健医療」の目標

①　乳児死亡率（Infant Mortality Rate：IMR）と 5歳未満児死亡率（Under 5 Mortality Rate：U5MR）

IMR は出生 1,000 人あたり 1歳になるまでに死亡する数として表わされる。1991-93年における先

進国の IMR は 7であるのに対し、途上国の IMR は 71（先進国の 10.1倍）、LLDC諸国の IMR は 112

（同16.0倍）であった。一方、5歳未満児死亡率は、出生1,000人あたり5歳になるまでに死亡する数

として表わされ、1991-93年における先進国の U5MR は 9であるのに対し、途上国のそれは 103（先

進国の 11.4倍）、LLDC諸国のそれは 176（同 19.6 倍）であった。途上国における 5歳未満児死亡の

原因の 70% は、下痢、肺炎、麻疹、マラリア、低栄養であり、単一の原因によるよりは複数の原因

が複合している場合が多い点に特徴がある。IMR の男女差が問題になる国々もある。

②　妊産婦死亡率（Maternal Mortality Rate：MMR）

WHOの最新の推定によれば、妊産婦死亡は全世界で年間585,000人とされ、その 99% は途上国で

発生している。本指標は、先進国と途上国の差異を最も鮮明に反映する公衆衛生指標であり、妊娠や

出産に関わるリスクだけではなく、女性の一般的な健康、女性の保健医療への関わり、更には、女性
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の社会経済的な立場や状態を反映するジェンダー格差の指標でもある。長期的には、女性の社会的立

場の向上や家庭内の環境の改善、すなわち、ヘルス・ケアへの物理的・経済的・社会文化的アクセス

を容易にすること、および適切なヘルス・ケア・システムの量的・質的拡充を図って女性の立場を強

化することが挙げられよう。時間がかかるが、基礎教育や健康教育を通じた男女両者を含む社会の意

識改革が必要である。

MMRは、妊娠や分娩に直接あるいは間接的に原因する妊娠期間中および妊娠終了後42日以内の死

亡を、出生10万人あたりの妊産婦の死亡数として表わされるが、統計上の問題が大きい。1991-93年

における先進国のMMRは7であるのに対し、途上国のそれは328（先進国の46.9倍）、LLDC諸国の

それは518（同74倍）であった。U5MRがGOBI（Growth Monitoring, Oral Rehydration Salt, Breast Feeding

and Immunization） によって近年著しく改善されてきているのに対し、女性のMMRはほとんど改善さ

れていないところに問題がある。

妊産婦死亡の原因は、妊娠の様々な時期における合併症、治療の有無と不適切な治療に起因する直

接的産科死亡が 80% を占め、妊娠以前に既にかかっていた病気や妊娠に伴って悪化した病気に起因

する間接的産科死亡が20%を占めると報告されている。直接的産科死亡の原因には、出血（20%）、敗

血症（25%）、妊娠中毒（12%）などがあるが、安全でない中絶によるものも多い。MMRを改善する

短期的な施策として、次の 3 点が挙げられる。

1) 危険性の高いあるいは希望しない妊娠の減少（家族計画の拡充）

2) 産科的合併症の減少（妊娠検診の精度の向上）

3) 合併症を起こした患者の死亡を減少させる対策（産科救急システムの拡充）

③　性と生殖に関する保健医療サービス

これを定量的に表現する指標は存在しないが、開発と女性、安全な母性、リプロダクティブ・ヘル

スなどに深く関連している。妊産婦死亡の補助的な指標となり得るものとして次の指標が挙げられよ

う。

1) 合計特殊出生率

2) 出生時平均余命（全体、男、女）

3) 避妊法の普及率

4) 保健員の付き添う出産の割合

5) 妊婦に対する破傷風の摂取率

6) 低出生体重児の比率

7) 予防接種カバー率

8) 安全な飲料水を入手できる人口比率

（3）　「保健医療」の提言

①　基本的な考え方（「保健医療」）

健康は全ての人間の健全な家庭生活と社会活動の基盤であり、社会開発にとっても、個人の発展に

とっても、基本的な要件であることを全ての関係者が認識する必要がある。20年前に提唱されたHFA
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は壮大なコンセプトであり、PHC はその実現を目指す戦略として採用され、途上国における各種の

保健医療指標の改善に貢献してきた。保健や教育のように極めて基礎的であり、短期的な経済効果が

明らかでない分野の開発成果は、経済指標のみで評価することには無理があり、新しい指標の作成が

必要であろう。

DAC新開発戦略においては、保健医療分野の担うべき役割を見い出し、それを実践するという、セ

クター横断的な視点から包括的アプローチを実践することが、HFA を超える成果に繋がるであろう。

しかし、マルチセクター・アプローチは膨大な資金と優れた指導的な調整者が必要であり、政策決定

の段階から、限られた資金の配分を含む長期計画を管理する関係者の関与が極めて重要である。また、

軍事費削減なども視野に入れながら、調和のとれた社会開発を目指すことが必要である。

一方、援助の提供側については、複雑な要素を含む保健医療分野の開発に関する専門性が評価され

なければならず、また、人材の育成も急務である。単なる専門家・篤志家ではなく、学問的にも優れ、

学際的経験と幅広い実践経験を有する人材を活用する体制造りが必要である。PHCの実践を経験し、

途上国や開発協力の実態を理解している経験者の中から、指導者を育成する実地研修制度が必要であ

り、他方で、長期にわたる協力を継続できる支援体制の整備が必要である。

②　実施重点項目（「保健医療」）

経済発展とともに途上国の健康転換が生じており、このような疾病構造の変化を念頭において、協

力タイプ別に優先度が決定されなければならない。このためには、国や地域の発展段階を把握し、個

別の多様性に対する対応力を高めることが必要であり、発展段階によっては、セクターを超えた総合

的な援助パッケージを形成することも必要となる。途上国側に対しては、発展した都市圏や富裕層が、

既得権益を温存したまま、貧困な地方の開発に対する義務を放棄し、それを外部援助に委ねるという

姿勢を改めるよう働きかけることも必要である。

感染症とマラリア対策

克服したかに見えた感染症は、地球温暖化の影響、国境を越えた交通の進歩などによって、健康へ

の新たな脅威として世界を席巻している。途上国への協力という視点のみならず、 わが国への影響を

防ぐという観点も含めて、これに対する取り組みを重視すべきである。 わが国独自の取り組みを強化

するとともに、国際的な援助協調に積極的に参画することが必要である。

HIV 感染／ AIDS および性感染症対策

世界的には、HIV感染者数の増加はやや抑制されてきたが、東南アジアのいくつかの国々などでは、

今後、流行拡大の可能性を残している。女性教育と関連させながら、当対策への支援を強化すべきで

あろう。

女性開発と教育

女性の識字率、就学状況、知識水準は、本人や家族、特に子供の健康に大きく影響する。保健医療分

野の協力においては、学校教育、非公式訓練を問わず、女性への教育を重視することが重要である。
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③　実施上の留意点

保健政策立案段階からの関与

開発協力の中には、途上国が計画の立案過程に関与せず、外部ドナーに全てを依存する場合がある

が、このようにして立案された計画は、実施段階で予定通りに計画が進展しない、計画の不備を修正

するために多大な資金と労力を追加せざるを得ない等の事態に立ち至り、挫折する可能性が非常に高

い。一方、途上国が政策立案に関与する場合でも、信頼できる人材を得ることが難しく、富裕層出身

の政府関係者は問題を正しく認識しようとする意識さえもっていない場合もあり、また、政権交代に

よって人事異動も多い。地方では、決定権をもつ中間管理者が不足していたり、地域住民は自らの健

康を阻害している真の原因を認識し、問題を解決する手掛かりや能力を欠くこともある。援助の提供

者と受け手が対等の立場で計画作成に関わり、意思疎通を図り、責任を分担していくことが重要であ

る。時間がかかっても共通の理解が得られると、その後は着実に進展する。

自立発展性(Sustainability)への配慮

保健医療分野の開発協力が根付かない理由の一つとして、途上国側で問題が認識されていても、外

部の援助者の判断で計画し、実践してしまうことが挙げられる。問題を抱えている人々自身が、原因

を認識し、自ら対策を考え、変化を起こし、それを継続させるという強い意志を持たない限り、成果

は継続しない。自立発展性を強化するためには、サービスを受ける人々が、自分達のニーズを満たす

保健医療サービスを継続するよう、積極的に支持し、はっきりと意志を表明することである。そのよ

うな保健医療サービスを支えるために、現地NGO との協力を積極的に推進するべきである。自立発

展性の強化には、組織・制度造りと人造りを重視することが必要である。

医療の質の向上と研究協力

PHC があるレベルに達した段階では、質の更なる向上を目指すとともに、一定レベルの効果的な

基礎的医療の整備が必要となる。研究協力では、斬新な発想、現場志向の革新的な研究が必要であり、

意欲的に挑戦をする人材を積極的に確保する道が開かれなければならない。同時に、伝統医学や漢方

薬の研究など、保健医療分野における純粋な共同研究も重視すべきである。

4 － 4　「環境」の課題と目標・提言

（1）　「環境」の課題

途上国における環境分野の課題は、環境資源に圧力を加える社会経済構造の差異、圧力を受ける

「場」としての環境資源の差異、環境資源の影響を受ける社会経済状況の差異などによって、極めて

多様である。しかし、これらの課題は大きく 4つに分類できるであろう。

①　ヘルス・リスク

農業開発・工業開発などによって人・生物などが被る影響であり、開発形態（エネルギー消費・有

害物質の環境への負荷など）、開発地点（内陸か臨海かなど）、排出量などによってその影響の程度は

左右される。農業開発では、使用される農薬・化学肥料の種類と使用方法などにより影響が異なる。
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②　生産性リスク

環境資源の劣化・減少リスクである。農林水産開発、適正でない焼畑耕作、過放牧、過度の薪炭林

伐採などにより引き起こされ、その程度は開発形態・開発地点・規模などにより異なる。工業開発も

農地・漁業水域に影響を与えることによって当リスクを引き起こす場合もある。

③　アーバン・ルーラル・リスク

農村から都市への人口移動による農村部の疲弊と都市部の過密化による環境悪化であり、都市部に

おける環境衛生インフラの不足によって生じるリスクが特に問題である。

④　組織・人材問題

途上国の環境行政を担当する中央政府・地方政府の組織能力は一般的に低く、国家レベル、地方レ

ベルの環境問題を適切に把握し、計画・実施・評価を適切に推進する組織・人材が不足している。コ

ミュニティーの能力を活用する手法も確立されていない。

このような課題をDAC 新開発戦略に沿って改善するためには、次のような視点からのアプローチ

が必要と考えられる。

① 環境問題を資源問題として捉えること

② 環境問題を社会経済構造との関連で捉えること

③ 環境問題の重層的な階層性に着目しつつ、集水域など有機的な場を単位とした「地域」を重

視すること

④ 環境問題の多様性に着目して多様で柔軟な対応を考えること

⑤ 環境問題のモニタリングと評価体制を整備すること

⑥ 組織・人材能力の開発とオーナーシップの強化を目指すこと

（2）　「環境」の目標

「2005年までにすべての国が持続可能な開発のための最新の国家戦略を策定すること。それによっ

て、2015年までに、現在の環境資源の減少傾向が、世界的な基準および国別基準の双方に照らして

効果的に改善されるようにする」

本目標が環境を「資源」として捉えていることは高く評価されるが、量的な「減少」を考慮するだ

けでは不十分で、質的な「劣化」の改善についても考慮しなければならない。「過去 50年間に 20億

ヘクタールに近い農地が劣化し、1980年代には約1.8億ヘクタールの森林が他の用途に転換され消滅

している」（国際食糧政策研究所）という指摘にもあるように、質的な「劣化」の改善に向けた努力

は極めて重要な課題である。

将来に向けて途上国の人口が急速に増加し、南北格差・南南格差の拡大が継続する場合には、途上

国において「環境資源の減少が逆転され、劣化が食い止められる」ことを期待することは現実的では

ないであろう。途上国における環境資源への圧力を減少させるためには、開発パターンの抜本的改革、

産業構造の変革が不可欠となり、このような改革・変革が「国家戦略」の中に取り入れられ、援助協
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調を通じた外部パートナーによる具体的な支援行動がとられない限り、2005年までの「国家戦略の

策定」と 2015年までの「減少傾向の逆転」を結び付けることは難しい。

環境分野の DAC 新開発戦略の達成には、次の点が重要と考えられる。

① 地域の環境資源の適正な管理を実現すべく、国家戦略に「地域」の視点を組み込むこと

② 環境資源への圧力要因を効果的に削減するため、国家戦略におけるマルチセクター・アプロー

チを強化すること

③ 個々の環境資源に対する個別的アプローチから、環境資源の相互関連、陸域と水域の相互作

用、環境の外部不経済の内部化など、環境資源に対する総合的アプローチを確立すること

④ 環境国家戦略のパーフォーマンスに関する評価基準を確立すること

（3）　「環境」の提言

①　基本的な考え方（「環境」）

多様で柔軟なアプローチ

環境問題は、国・地域の自然・社会の多様性、産業構造、産業の発展レベルなどによりそれぞれに

固有の環境問題として現われるものであり、採り得る対策も国・地域の利用可能な技術・負担能力の

程度によって異なることを認識し、状況に応じた多様で柔軟なアプローチが必要である。特に、環境

資源に深く依存する第1次産業に関わる環境管理では、途上国が有する独自のノウハウを最大限に活

用するアプローチを採用することが必要である。

地域アプローチの重視

効果的・効率的な環境管理を目指すためには、各種の環境資源に対する個別対応ではなく、多様な

環境資源が有機的連関を構成している地域を一体として捉えるアプローチを採用すべきである。この

ためには、国レベルの政策支援、地域の参加、法制度の整備などを重視することが必要である。

継続する長期的な取り組み

森林・土・水から構成される環境系の再生・回復には長期的な取組みが不可欠であり、外部パート

ナーによる比較的短期間の援助が生かされるためには、途上国のオーナーシップによる環境資源管理

への取り組みが長期にわたって継続されなければならない。このためには、人材の育成、制度能力の

強化、地域環境管理に取り組む大学等の研究機関への支援を重視することが必要である。

②　実施重点項目（「環境」）

生産プロセスの改善・近代化を通じた産業公害対策への支援

産業公害に対しては、脱硫システムなどの「エンド・オブ・パイプ」対策以上に、エネルギー転換・

省エネルギーを含む「クリーナー・プロダクション」を重視した援助を実施する。この部門への支援

は、途上国の生産プロセスの改善・近代化に貢献し、このような支援によって財務的に負担可能な

「エンド・オブ・パイプ」技術を途上国自身が開発できるようになる。環境対策技術の導入と運転に

ついては、技術的エレメントと同じかあるいはそれ以上に、組織・人材を含む管理エレメントを重視
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することが重要である。

有機的な「場」を単位とする環境資源管理への支援

 わが国の援助として、農村開発、社会林業、地域環境（大気・水）管理計画などへの技術協力が

実施されている。その範囲を更に拡大し、地域の環境資源全体を対象とする、農村の疲弊と都市の過

密問題を環境分野の対象とする、第 1次産品の生産と国際市場の問題を環境分野の対象とするなど、

技術協力を拡充・発展させることが望まれる。 わが国の援助システムを地域アプローチに適合するよ

う改善するとともに、多様な援助形態を効果的に投入し得るシステムの形成も重要である。

生物多様性を維持する良好な自然資源の保護と開発の両立に対する支援

生物多様性は、それ自体が環境的価値を持つとともに、その賢明な活用によって国家の発展、地域

の振興にも貢献し、更に、人類の将来に大きく貢献する製薬開発や科学的進歩の源泉として、社会的

経済的に高い価値を持つ。生物多様性の保護と適正な活用に対するインセンティブを向上させる政策

の立案（例えば、コスタ・リカにおける生物多様性研究所とメルク社の契約、債務と環境のスワッ

プ等）および調査活動への協力（例えば、インドネシアにおける生物多様性調査）を強化する。

市場原理を活用する環境資源管理への支援

途上国における自然資源の管理、生物多様性の保護、産業公害対策などへの協力にあたっては、環

境対策技術への支援だけではなく、対策技術の導入に経済的インセンティブを与えるという観点から、

市場原理を活用した環境資源管理の枠組みの形成（スワップ、ラベリング、排出権取引など）に対し

ても支援することが望まれる。この場合、市場参加者に対する啓蒙・教育活動を重視することが必要

である。

都市衛生環境インフラの整備への支援

途上国における急速な都市化が予想される現在、都市におけるヘルス・リスクの軽減に必要な衛生

環境の改善は重要な課題であり、これに対する援助を強化する。上下水道の一体的な整備、途上国の

技術力・経済力に見合った自立発展的な手法の選択などに留意が必要である。

途上国の主体的・参加型環境管理への支援システムの拡充強化

産業公害対策、環境資源管理などに対するツーステップ・ローンによる資金協力は、途上国の多様

な関係者の自主的参加を促し、自ら考え、選択し、行動するというオーナーシップの強化に貢献する。

更に、技術的アドバイスを提供して、援助の実効性を高めるなど関連の支援が望まれる。

③　実施上の留意点（「環境」）

総合的な対応を可能とする「場」の形成

環境分野の援助を効果的に実施するには、途上国におけるマクロ・レベルの環境管理から現場にお

けるミクロ・レベルの課題までをカバーする一体的な「場」を形成することが重要である。そのため

には、援助実施機関と研究機関、大学、学会、経験を有する地方自治体・NGO などとの広いネット
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ワーク形成による、恒常的な仕組みを形成することが必要である。

わが国の経験の体系化・理論化と人材育成

 わが国は産業公害対策および環境資源管理の面で様々な経験を有しているが、途上国の援助に実

施できるような形での体系化・理論化は充分に進んでいない。体系化・理論化を進めることによって、

環境分野における わが国援助関係者の人材育成に活用することも必要である。

環境協力に対するスコープの拡大

産業・都市環境問題の解決、森林・土壌など環境資源の回復ならびに開発事業における環境配慮は

環境協力の中心であり続けるであろう。開発事業については、環境配慮にとどまらず、産業の合理化・

近代化による環境負荷の削減、都市公共輸送システムの整備による大気汚染の改善、エネルギー転換

の推進、農村における森林・土・水の一体的管理などを取り入れていくことが必要である。

環境協力における国際的な援助スキームとの連携強化

環境分野における国際的なスキーム（例えば、スワップ、ラベリング、ISO14000、排出権取引な

ど）に沿った援助協調は、援助の実効性を高めるとともに国際的なプレゼンスの向上に貢献する。今

後、重要性が高まると考えられるエネルギー転換に対しては、官民の役割分担を考慮しながら、協力

体制を整備することが必要である。

在外公館・JICA/OECF 事務所の機能強化

国・地域の多様性と特質を充分に捉えた国・地域アプローチを推進するためには、現地の情報を把

握し、現地における国際的な援助協調を推進し、現場において住民とともに活動しているNGO 等と

の連携の可能性を探るなど、在外事務所等の機能強化が必要となる。

4 － 5　分野別検討のわが国援助に対する示唆

貧困・教育・保健医療・環境の分野では、分野別に様々な国際的な援助協調が進められているとと

もに、DAC新開発戦略に関しても、戦略の策定から、戦略をオペレーショナルにするためのセミナー、

ワークショップに至るまで、様々な段階で国際的な援助協調が進められている。分野毎に、国際的な

援助協調が極めて重要な位置を占めており、これに対する わが国の取り組みを強化することの重要

性が指摘されている。

また、分野別検討の対象である 4分野は「貧困軽減」という面で相互に密接な関連を有しており、

いずれの分野においても、貧困軽減を目指して関連するセクターを分野横断的にみる「マルチセク

ター・アプローチ」が重視されている。また、住民、NGO、教員、保健婦、地方自治体など、貧困

軽減に関わる多様なプレイヤーの力を結集する「包括的アプローチ」が極めて重要であり、これに対

する取り組みを強化していくことの重要性が指摘されている。

当節では、特定の途上国を対象とはせずに、分野別・セクター横断的に実施される「全般的な国際
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的援助協調」「マルチセクター・アプローチ」および「包括的アプローチ」を中心に、 わが国の援助

に対する示唆を検討する。

（1）　全般的な国際的援助協調

貧困分野では、貧困問題が議論の中心となった「社会開発サミット」(1995年)が貧困軽減に対する

国際的な援助協調の方向性と枠組みを提供した。DAC 新開発戦略に沿って貧困軽減を目指すために

は、途上国の紛争の解決と平和の確立が前提条件となり、その上で、貧困に関する基礎的な統計を整

備することが必要となる。これらが実現されていない場合には、国際的な援助協調によって、この部

分に対する支援がまず重要となる。 わが国は貧困軽減に資する具体的なノウハウが不足しているため、

国際的な援助協調の場に積極的に参画することによって、この面における援助能力を強化していくこ

とが必要とされる。

教育分野では、1990年に開催された「万人のための教育世界会議（WCEFA）」が国際的な援助協

調の方向性と枠組みを提供しており、この会議における決議がDAC新開発戦略の基礎となっている。

DAC 新開発戦略の実施においては、教育開発は総合計画の一環として計画されるべきで、外部パー

トナーによる教育分野への援助は、総合計画の中に有機的に組み合わされて実施されることの重要性

が謳われており、この面での国際的な援助協調が重視されている。

保健医療分野では、国際人口開発会議、世界保健会議、世界女性会議など、各種の国際会議が実施

されているが、1977 年のWHO 総会で提唱されたHFA が国際的な援助協調の枠組みとなってきた。

DAC 新開発戦略はこの精神を引き継いで更に前進させようとするものであり、国際的な援助協調が

当戦略の基礎にあると考えられる。

環境分野では、1992年に開催された「環境と開発に関する国連会議」が重視されるべき国際的な

援助協調の枠組みであり、「リオ宣言」「気候変動に関する枠組み条約」「生物多様性条約」「森林保全

原則声明」「アジェンダ 21」が採択されている。DAC 新開発戦略による「2005 年までに環境に関す

る国家戦略を策定し、2015 年までに環境資源の減少傾向を逆転させる」という目標は、外部パート

ナーの国際的な援助協調を通じた支援行動がない限り、実現が極めて難しいと判断されている。

以上にみられるように、DAC 新開発戦略のベースには、分野別の国際的な援助協調による各種の

サミットや国際会議があり、これらに対して積極的に参画し、貢献を高めていくことが、 わが国の重

要な責務であろう。また、DAC 新開発戦略においても、当戦略をオペレーショナルなものとするた

め、分野別のワークショップなどを含めて様々な形で国際的な援助協調が進められることとなろうが、

わが国はこれらの活動に対しても積極的に貢献していくことが必要であり、国際的な援助協調に対す

る取り組みを一段と強化することが望まれる。

（2）　マルチセクター・アプローチ

図 4－ 1は、貧困・教育・保健医療・環境の 4分野に関わる問題の相互関係を示したものである。

4分野は相互に密接な関連を有し、ある分野の改善は、他の分野の改善とバランスを保ちながら改善

されなければ実現されない、あるいは、一時的に実現されたとしても長期的な持続可能性は保証され

ないことを示している。このような関係の中で、「所得の偏った分配の改善」と「女性の地位の向上」

は不可欠な要素であることが示されている。
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図4－1　4分野の問題関連図

高い人口増加

低い貯蓄率

投資の停滞

経済の低成長

偏った分配

低い教育水準

低い保健水準

低い

女性の地位

社会の不安定化

環境資源の
劣化・減少

都市への移動

スラムの拡大

都市環境の悪化

貧　困

　
　注: この図は貧困を中心とする各分野の関連を概念的に示したものである。

貧困の現象やその原因は、国や地域、あるいは個々人で異なっている。また、環境資源の減少や劣
化に対する圧力要因も都市部と農村部とでは大きく異なる。ここではそれらの現象を総合して一般
的な関連を示している。

「教育」は、人々が他から学ぶ能力を向上させることによって貧困層の生活改善に役立つ（貧困軽

減への貢献）、子供を生む選択能力を向上させることによって急速な人口増加を抑制できる可能性を

持つとともに、栄養の改善・病気の予防などによって健康増進能力を高める（家族計画と保健水準の

向上への貢献）、短期的な生活の糧の確保が中長期的な環境悪化に結び付くことに対する理解を向上

させる（環境保全への貢献）などによって、他の 3分野の目標達成に貢献する。

「保健医療」は、人間の生存にとって最も基本的な健康を維持・改善するものであるが、人々の健

康増進を促進することによって学ぶ能力と働く能力を高め、貧困軽減と教育水準の向上に役立ち、両

分野の目標達成に貢献する。

「環境」は、人々に中長期的に持続可能な生活基盤を提供する、悪化した場合には人々への健康被

害を発生させ、保健水準を低下させるなどによって、貧困と保健医療に大きく影響を与えるものであ

り、両分野の目標達成に貢献する。

「貧困」は、そのままに放置されれば、貧困層の人々から教育の機会を奪い（低い教育水準）、栄

養不良および医療サービスへのアクセスを欠くことによって健康問題・能力低下問題などを引き起こ

す（低い保健医療水準）原因になるとともに、資源収奪的な行動様式によって環境悪化を加速させる
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（環境破壊）危険性を高めることとなり、他の 3 分野の目標達成を阻害する。

マルチセクター・アプローチに関し、分野別検討から得られた成果の概要は次の通りである。先ず、

貧困分野では、経済成長と社会開発のバランスが重視され、成長か分配かといった二分法的な考え方

から抜け出し、経済インフラ・プロジェクトと貧困層にターゲットを絞ったプロジェクトをバランス

よく、またプラスの相互関係が生みだせるよう実施することが望まれており、この点に貧困分野にお

けるマルチセクター・アプローチの一つの視点があると考えられる。

① 経済インフラ・プロジェクトでは貧困層に対するマイナスの影響をできるだけ少なくするとと

もに、貧困層に直接裨益するプロジェクトの実施と運用を考慮する。

② DAC 新開発戦略を わが国援助の一つの柱とする場合には、政策対話の段階から経済成長支援

と貧困軽減支援に対する援助配分について協議を進めることが必要であり、両者の相乗効果が

期待できるような案件形成を模索すべきであろう。

③ 貧困軽減を目指す社会開発分野では、 わが国が最も得意とするところから着手して経験を深め、

貧困プロジェクト実施の効率化を追及する。経験の少ない部分については、国際的な援助協調

を積極的に活用しながら経験を拡げ、より広範な援助を可能にする努力が必要である。

教育分野では、援助を総合開発計画の中に適切に位置づけ、学際的アプローチによって住民のニー

ズを明確にし、その上で、援助案件を形成すべきであるとされ、マルチセクター・アプローチに対す

る示唆として次の点が挙げられている。

① 初等教育の就学率向上は学校教育を取り巻く外部環境に大きく影響される。また、教育におけ

る男女格差の解消は歴史的・文化的・社会的・宗教的など多面的な取り組みが不可欠である。

DAC新戦略の目標の達成には、教育の外部環境を含むマルチセクター・アプローチが不可欠で

あり、そのための効果的なアプローチを模索しなければならない。

②  わが国の援助は、教育分野の中だけで実施され、他の分野との関連性が薄かった。このような

枠を取り払い、他の分野との連携を強化することが必要で、先ず、地域総合開発計画などとの

連携を強化することから着手することが望まれる。

③  わが国の援助では、住民の社会参加・女性の地位向上に積極的に貢献することを目指すべきで、

この方向での教育サービスの質的改善を目指し、カリキュラムの改訂などを含め、ソフト志向

の援助を強化すべきである。

保健医療分野では、「母子の健康」を増進することが最大の課題で、特に、女性の健康、保健医療

への関わりが重要である。この改善には、基礎教育や健康教育を通じた社会の意識改革が必要であり、

長期的には、女性の社会的立場の向上や家庭における女性の立場の強化が必要とされ、この点に保健
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医療分野におけるマルチセクター・アプローチの一つの視点があると考えられる。

① 乳幼児死亡率や妊産婦死亡率の低下には女性の健康が重要であり、女性の健康の増進には、性

と生殖に関する保健医療サービスの向上を図る一方で、基礎教育・健康教育などによって女性

の健康知識を高め、また、女性に対する社会の意識を改革していくことが必要である。

② 地域社会の総合的なニーズを幅広く捉えた上で、その一部門を構成する保健医療サービスの改

善を目指すという視点が重要である。治療医学よりも、恩恵を受ける人口が多く、費用対効果

も高いプライマリー・ヘルス・ケアを重視すべきで、HFA の目標達成が困難になった経過をレ

ビューし、それを新たな取り組みの基礎とすべきである。

③ 援助により整備された保健医療施設が効果的に活用されていない、保健医療部門の自立発展性

が確立されていない等の問題は、途上国の財政政策と深い関係があり、オーナーシップの強化

を含め、国家政策との関係から改善が検討されるべきあろう。

環境分野では、環境資源に対する個別の対応ではなく、多様な環境資源が有機的に連関している

「地域」を一体として捉えるべきであるとされ、この点に環境分野におけるマルチセクター・アプロー

チの一つの視点があると考えられる。

① 環境分野におけるDAC 新開発戦略を達成するためには、「地域」の視点を強化する、分野間の

相互連関を考慮する、陸域・水域の相互作用や環境の外部不経済などを考慮する等、アプロー

チの総合化を目指すことが必要である。

② 環境問題の改善にはインセンティブの強化が必要であり、このためには、国際的な援助協調の

もとに、市場経済原理を活用する様々な手法の採用を促進すべきである。

教育・保健医療・環境分野は わが国の援助分野として確立され、多くの援助実績もあり、援助の

デリバリー・システムも整備されている。しかし、これらの分野に対する わが国の援助では、「基礎

教育、プライマリー・ヘルス・ケアおよび貧困層の生活環境」が中心となっている訳ではなく、教育

分野では「高等教育・職業訓練」、保健分野では「大学病院・医療センターなどを中心とする高次医

療」、環境分野では「下水道整備・水系管理」などが大きな割合を占めている。したがって、援助分

野として確立されているこれら3 分野についても、貧困層の生活改善に直接的に貢献するサブ・セク

ターに焦点を移していくことが必要であり、既存の援助システムも当該サブ・セクターを効果的・効

率的に支援できるよう改善されることが必要となる。最終的には、「貧困軽減」という傘の下に、関

連する複数のセクターが一体的に運用されるデリバリー・システムの確立が必要となろう。

マルチセクター・アプローチが有効に機能するためには、途上国の側において解決されるべき課題

も多い。統制経済的な構造に慣れ、地方自治が十分に確立されていない途上国においては、行政制度

はセクター別に編成され、マルチセクター・アプローチを直ちに実践できる状況にはない。このよう
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な状況下では、行政・コミュニティー・住民ならびにNGO など、多様なプレイヤーが参画しながら

マルチセクター・アプローチを実践できるか否かについては、未知数のところも多い。制度の改善と、

それを支える人材をどのように育成できるかが、途上国におけるマルチセクター・アプローチの実践

上の大きな課題であろう。

以上に概観したように、マルチセクター・アプローチの実践には、 わが国の援助システムにも途上

国側の援助受け入れ体制にも改善されなければならない課題が多い。 わが国としてマルチセクター・

アプローチを適切に実施するためには、次のような準備が必要となろう。

① 国別アプローチが確立されて、途上国それぞれのニーズを適確に把握し、ニーズの充足に必要

とされるセクターの適切な組み合せ方を想定できるようにすること

② マルチセクター・アプローチの実践で不可欠となる包括的アプローチの実施体制を整え、DAC

新開発戦略の実践に参画するプレイヤーの範囲を拡げること

③ 国際的な援助協調体制を強化し、マルチセクター・アプローチの実践において、 わが国に不足

する知識・経験・人材などを広く調達できるようにしておくこと

（3）　包括的アプローチ

包括的アプローチは、DAC新開発戦略の目標達成に向けて、様々な援助資源を動員しようとする

ものであり、公的機関のみならず、住民、NGOなど非営利組織、企業など民間営利組織が持つ知識・

経験・人材・資金などを積極的に活用しようとするものである。貧困軽減を目指す諸活動は、様々な

分野を含むとともに、地域住民との密接な関係の場で、多様なプレイヤーを含むことになる。貧困軽

減に向けたマルチセクター・アプローチは、その実践の場においては、必然的に包括的アプローチを

伴うものと理解される。

包括的アプローチの重要性は分野別検討で指摘されている。分野横断的に共通している点は、①援

助ニーズを適確に把握し、プロジェクトを効果的・効率的に実施するため、途上国側のプレイヤーの

範囲を拡げること、② わが国の援助人材の不足を補うため、非政府機関を含めて広い範囲から人材

を募ること、である。

貧　　困

① 貧困プロジェクトの実施において、途上国の地域住民・NGO などの参加を求め、連携を強化す

ること

② 貧困層をターゲットとするプロジェクトの経験不足を補うため、「貧困プロジェクト・ネットワー

キング化研究会」を設置し、幅広い人材の発掘・育成を図ること

教　　育

① ローカル・ニーズに精通する現地の大学・NGOなどとの新しいチャネルと協力体制を確立し、広

く参加を求めること
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② 必要とされる人材を確保・育成するため、教育分野以外を含めて、幅広いリクルート・チャネ

ルを形成すること

保健医療

① PHC は、住民／地域社会／ヘルスワーカー等の共同が基本であり、包括的アプローチが基本で

あること

② 適正技術の開発と自立発展性のある保健医療システムを確立するため、必要な資源を広く求め

ること

環　　境

① 効果的な援助を目指して、研究機関、大学、学会、経験を有する地方自治体・NGOなどとのネッ

トワークを形成すること

②  わが国の援助経験を体系化し理論化する作業を通じて、幅広い援助人材を育成すること

分野別検討では特に強調されてはいないが、グローバリゼーションへの参画を通じて経済成長を推

進し、雇用機会の拡大を図るという観点から、民間企業を中心とする包括的アプローチもまた重視さ

れるべきであろう。貿易および外国直接投資を通じた民間企業の活動は途上国の経済成長に貢献し、

これによって雇用機会を拡大するという積極的な側面がある。しかし他面では、資源収奪的な貿易あ

るいは環境対策を軽視した生産活動などによって、持続可能な成長を阻害するというマイナスの側面

をもたらす可能性も有している。民間企業を通じた技術移転によって、途上国の生産性向上に貢献す

る側面がある反面、技術移転を受けた人材が国外に流出してしまうというマイナスの側面もある。企

業活動がもつこのような二面性を考慮しながら、DAC 新開発戦略の枠組みの中で、民間企業が途上

国の持続的な発展に積極的に貢献し得る方策を見い出していくことが必要であろう。

『21世紀に向けての ODA 改革懇談会報告書』注27 は、「国民参加」のタイトルのもとに、NGO、大

学、シンクタンク、コンサルタント、地方自治体、民間企業など、多様なプレイヤーと政府開発援助

の連携強化を提案しており、これは DAC 新開発戦略の考え方に沿うものである。これを推進するた

めには、民間部門・非営利組織などが政府開発援助に積極的に貢献しようとするインセンティブを高

める施策が必要であり、公的部門には、これを政府開発援助と有機的に統合させることによって、途

上国の貧困軽減に総合的に貢献できる仕組みを形成することが求められる。この場合に留意されるべ

きは、多様なプレイヤーが参画する中で、「途上国のニーズを充足する」という援助目的の達成に向

けて、全ての努力をいかに効果的・効率的に結集できるか、という点である。NGO、民間企業など

各プレイヤーはそれぞれ自主的に活動することになるが、そのためには相互の継続的な意志疎通、情

報交換が重要な役割を果たすであろう。政府開発援助による活動を含めて総合的に援助目的の達成に

貢献することにつながることが重要となろう。

注27 1997年4月にODAの抜本的な改革と将来のあるべきODAの姿につき議論することを目的に外務省に設置された「21世紀に向け

てのODA改革懇談会」により、1998年1月にまとめられた報告書である。
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5.　DAC 新開発戦略の国別検討

本援助研究会では、ジンバブエ・ガーナ・カンボディアの 3ヵ国を取り上げて DAC 新開発戦略の

実施方策についての検討を行った。本章では、国別の検討結果の概要を、課題、DAC 新戦略の目標

に関する各国の状況及び提言に分けて紹介し、その上で、これら3ヵ国の検討成果が わが国の途上国

援助に与える示唆を検討する。

5 － 1　ジンバブエの課題と目標・提言

（1）　ジンバブエの課題

ジンバブエ経済が抱える最大の課題は長期にわたる成長力の衰退である。1960年代末から70年代

前半にかけての息の長い好況の後は、わずか 3年間（1979-81年）に終わった独立好況を除いて、経

済成長率は人口増加率を上回ることができなかった。製造業の発展度から見れば、ジンバブエは南ア

フリカ、モーリシャスに次ぐアフリカの工業国であり、中進国型と言える発達した産業構造を有し、

多彩な商品生産力を有している。アフリカの一般状況から言えば相対的に恵まれた条件下にありなが

ら、一人当り国民所得が低所得国水準に低落している原因は、経済成長の長期停滞にあると言えよう。

これが、1990年代に入ってジンバブエが構造調整計画を導入せざるを得なくなった背景であった。こ

のままの状態が続けば、一人当り国民所得は低下する一方であり、先ずは何よりも経済成長を阻んで

いる障害を取り除き、力強い成長力を取り戻さなければならない。これがジンバブエにおける喫緊に

して最大の経済政策課題である。

ジンバブエは構造調整政策を最も遅く採用した国の一つであり、構造調整計画の根幹にある新自由

主義的経済思想はジンバブエ政府にとっては馴染みの無い、全く新しい考え方であったと言える。ジ

ンバブエは 1980年以前の白人少数政権時代から極めて永きにわたって統制経済体制を固めてきてお

り、独立後の政権においては社会主義思想の影響が大であった。その意味で、1991年に発表された

「経済改革のための枠組み」はジンバブエの経済政策史において画期的である。これ以降、経済政策

運営の基本方針は、公的部門の拡大と経済介入によって国民経済の直接的運営を図るという思想から、

経済を自由化して活発な民間経済活動を奨励し、経済成長を通じて国民の厚生水準を引き上げていく

という方向に転換した。

90年代以降、ジンバブエに対するODA は着実に増加してきているが、それは構造調整計画の導入

に際してジンバブエ政府と国際金融機関との間で合意が成立したことによる。これまでのジンバブエ

の経済状況を鑑みれば、漸くにして始まった構造調整を国際社会が支援しているのは正しい選択であ

り、当面の期間、開発協力の基本は構造調整支援におかれることであろう。

このことと、1996年に採択されたDAC新開発戦略との関係を明らかにし、DAC新開発戦略の枠組

みの中で、対ジンバブエ開発協力という個別アプローチのあり方を整合的に理解することは重要であ

る。なぜなら、今後 20年という長期間を見据えながら開発と開発協力のあるべき姿が明確に設定さ

れるならば、構造調整という現下の過渡的政策プログラムは当然その中に包含されることになり、こ

れによっていわば「出口の開かれた」構造調整を推進しうることになるからである。
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そもそも構造調整は、肥大化し硬直化した公的部門を改革することで行政効率を改善するとともに、

その結果として整備される市場機構の中にこそ真の成長の原動力、つまり開発主体が蘇生すると想定

する政策群である。DAC 新開発戦略も拡大するパートナーシップとして「活力ある民間部門、現地

の主体性および市民社会」の重要性を指摘しており、新開発戦略が掲げる目標をジンバブエにおいて

達成していくためには、まさしく「活力ある民間部門」によって成長のボトルネックが打破され、国

内総生産の規模自体を大きくしていかなければならない。この基本線において両者は全く矛盾しない

し、むしろ、新戦略が了解されることによって、構造調整計画の目的はより明解なものになると言え

よう。

（2）　ジンバブエにおける DAC 新戦略の目標

①　経済的福祉指標：極端な貧困状態にある人々の比率を 2015 年までに少なくとも半減させる

ジンバブエの1995年における「総消費貧困線（Total Consumption Poverty Line：TCPL）」はUS$240

に相当し、世界銀行が規定する極端な絶対的貧困（US$270）より更に低い水準にあるが、それでも

貧困層は総人口の62%に達する。DAC新戦略の目標に沿えば、これを2015年までに31%以下にする

ことが目標となる。

ジンバブエの 1995年における一人当り GNP はUS$540 のレベルにあり、低所得国の中では不平等

度が高く（ジニ係数 56.8、1990年）、貧困層人口の比率は高い。したがって、所得再分配型社会政策

によって貧困の改善を目指すことは困難である。最も有効な貧困対策は、民衆裨益型経済成長を持続

させて、国民経済全体のパイを拡大していくことである。構造調整政策に伴う調整コストは貧困層な

ど社会的弱者に集中する傾向があることから、「貧困軽減行動計画」のような社会的セイフティネッ

トは必ず用意されなければならないが、開発政策の主眼はあくまでも所得拡大にある。構造調整を着

実に進展させ、産業の発展を図ることが肝要であり、内外資本や中小企業にとって魅力ある市場条件、

経済環境の整備が貧困問題へのベースラインでなければならない。

ジンバブエの貧困人口の 67% は「共同体地域に住む小農」であり、共同体地域世帯の所得能力を

劇的に向上させない限り貧困半減の目標は達成されない。共同体地域はただでさえ耕作条件が悪い上

に、耕作地が徐々に限界化しているため土地生産性が傾斜的に低落するとともに、旱魃に対して極め

て脆弱な様相を示している。対策としては、①作物の多角化を進めメイズ栽培への集中を是正するこ

と、②品種改良によってメイズの耐乾性を強化すること、③共同体地域における灌漑を整備すること、

等である。

また、白人少数政権時代から引き継いできた不平等な土地所有状況を改善していくことが必要であ

る。大規模農場が所有している広大な面積のうち実際に耕作されているのは5% 以下に過ぎないこと

に示されるように、ジンバブエの国富ともいうべき農業適地の大部分が利用されずに放置されている。

貧困半減のためにはこの農地を有効に利用することが不可欠であり、土地保有問題委員会は実行可能

性が高く望ましい改革案を提案している。改革案は、面積に応じた土地保有税の導入によって大土地

所有者の所有地分割を促し遊休農地の市場放出を促進しようとするものであり、農地市場の形成と合

わせて、農地の流動性を高めようとするものである。この案は商業農家連盟の賛意を得ており、世界

銀行からも評価されている。
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②　社会開発指標

教育：2015年までに初等教育を普及させるとともに、2005年までに初等・中等教育における男女格

差を解消する

ジンバブエは独立以後、総予算の15%、GDP の8-9%を教育関連支出に投入し続けたことで、学校

数・教員数ともに驚異的な伸びを見せ、初等教育就学率はグロスで100%、ネットでも80% を超えて

いる。しかし、教育分野への重点的な予算配分が経済全体の負担となって経済成長力を阻害したとも

言える。政府の計画によれば、2000年までに初等教育就学率をネットで100%達成、男女間格差を1%

までに縮小しようとしている。

保健医療：2015 年までに途上国の乳児・5 歳未満児の死亡率を1990 年水準の3 分の1 に、妊産婦死

亡率を同水準の 4分の 1に低下させるとともに、性と生殖に関する保健医療サービスの完

全普及を達成する

1990年における乳幼児死亡率は 87/1,000、妊産婦死亡率は 283/10万（1994年人口統計健康調査に

よるが、統計によりバラツキが大きい）であるが、政府は、2000年までに乳幼児死亡率を58に、妊

産婦死亡率を200に減少させることを目標としている。しかし、ジンバブエではHIV/ AIDS問題が深

刻で、21 世紀には乳幼児死亡の原因の75% が AIDS 関連となり、上記政府目標は達成できないであ

ろうとの見方もある。総人口の 20% 以上が感染しており、2005 年までに 190万人の命が失われるで

あろうと言われている。WHO/ 国連児童基金（United Nations Children's Fand：UNICEF）/ 米国国際開

発庁（United States Agency for International Development：USAID）/ スウェーデン国際開発協力庁

（Swedish International Development Co-operation Agency：Sida）/ デンマーク国際開発庁（Danish

International Development Agency：DANIDA）などの協力を得て AIDS 予防計画が推進されている。

③　環境の再生と持続可能性：2015 年までに現在進行している環境資源の減少傾向を効果的に逆転

させるため、2005年までに全ての国が持続可能な開発のための国家戦

略を策定し実施に移す

ジンバブエにおける環境問題として、森林伐採、土壌浸食、農薬公害、鉱物汚染、産業廃棄物問題

などが挙げられる。最も深刻な地域は共同体地域であり、土壌浸食が激しいため農業生産性が著しく

低下し、小農の貧困問題を一層悪化させるという悪循環が存在する。土壌浸食をもたらす最大の原因

は代替燃料に対するアクセスを持たない住民の森林伐採である。また、森林の消失と化学肥料の混入

による水不足問題が深刻化している。環境資源の劣化による最大の被害者が共同体地域における住民

であるという事実は、環境対策は住民の生活形態と密接に関連させた中で、住民の積極的な参加を得

ながら進められなければならないことを示している。
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（3）　対ジンバブエ援助に対する提言

①　基本的な考え方（ジンバブエ）

DAC新開発戦略は、開発の判定基準として経済成長率ではなく「一貫性のある一まとまりの目標」

を提案することによって、いかに高い経済成長を達成したとしてもこれらの指標が改善されない限り

開発成果が上がったとは言えないという「人間中心の開発」観を示していると理解される。経済成長

への支援を含め、あらゆる種類の開発援助はこれらの指標の改善に役立って始めて正当化されるもの

であり、国家の開発と国民の厚生に等しく貢献することが求められる。

ジンバブエに対する わが国のDAC 新開発戦略は次のような考え方にもとづいて実施されることが

望まれる。

各種社会政策の維持と拡充

ジンバブエでは、貧困軽減行動計画、子供のための国民行動計画、国民健康戦略計画、地区環境行

動計画などが策定されている。これらのプログラムに対する支援を重視すべきであり、構造調整支援

とも併せ、ノン・プロ無償の活用が検討されてよいであろう。これは社会的弱者を守る社会的セイフ

ティネットとしても極めて重要な意味をもつ。

経済成長促進支援

ジンバブエは厳しい財政状況にあり、ODAに依存する部分が大きい。このような状況を打破し、長

期的な自立発展性を高めるためには、国民経済自体の足腰を強化することが不可欠であり、国民所得

向上に直接貢献するような生産部門プロジェクト、経済的インフラストラクチャー建設は益々重要に

なる。これらに対する支援を重視する。

構造調整支援

ジンバブエの優れた潜在能力にも拘わらず経済が長期にわたり停滞してきた原因は肥大化した非効

率な公的部門にあり、構造調整はこの閉塞状況の打破を目指すものである。ジンバブエが発達した企

業社会を有し、南アフリカの民主化によって南部アフリカ地域の経済活性化が進展している事実は民

間部門の主導による経済成長の可能性を示唆するものである。幅広いパートナーシップの枠組みの中

で民間部門の活動を側面的に支援することが重要である。

持続可能な開発支援

森林破壊・土壌浸食・水資源問題など環境資源の減少と劣化は貧困層の大部分を占める黒人小農の

所得向上を阻んでおり、南ア民主化との関連で急成長している観光部門の発展を阻害するものである。

環境資源の再生と維持に対する支援を重視する。
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②　実施重点項目（ジンバブエ）

農村開発

人口の7割を吸収している農村部、わけても黒人共同体地域の生活状況が当国の厚生水準を決定す

ることから、生産部門としての農業ではなく、貧困集積地としての小農農村を中心とする農村開発が

最優先の課題であり、次の 4 点を重点とする。

1) 降雨が不安定な天水農業に頼らざるを得ない黒人小農を主なターゲットとする灌漑整備

（但し、環境影響評価を重視）

2) 黒人小農に対する耕作技術の普及ならびに旱魃耐性の優れた穀物品種の開発などを中心と

する農業技術協力

3) 小農を対象とする譲許的資金の提供

4) 農産物流通を改善する地方道路・貯蔵施設など農業基盤の整備

産業育成

民間部門の経済活動を活発化させることが貧困層の雇用機会の創出と国家財政の改善に貢献する。

このような視点から、次の 4 点を重点とする。

1) 人々の自活的所得能力の向上を目指す職業訓練の実施

2) ビジネスチャンスを捉えた黒人企業家による企業の新興と発展を支援する中小企業の育成

3) 南アフリカに隣接し、地域国際交通網の要衝にあるという当国の利点を活かした輸出加工

区の開発

4) 経済インフラ等による産業基盤の整備

社会開発

ジンバブエはDAC 新開発戦略が重視する各分野について政策枠組みを有しており、これらのプロ

グラムに対する支援を重視することが望ましく、次の 3 点を重点とする。

1) 就学率の向上・教育の質的改善など教育セクターにおけるプログラム支援

2)  わが国の従来からの支援に加えて、リプロダクティブ・ヘルスおよび PHC など保健衛生

に対する支援とこれらの現状把握・統計整備に対する支援

3) 当国の HIV/AIDS 対策の組織と政策をベースとしながら国際的な援助協調を通じた支援

環境保全

ジンバブエの持続可能な経済発展を実現するうえで、環境への配慮は欠かすことはできず、次の3

点を重視する。

1) 森林伐採・土壌劣化の主因である薪採集に替るエネルギーの供給

2) 環境保全のための国家戦略の策定

3) 環境資源に配慮した農村開発などマルチセクター・アプローチによる開発支援
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その他

ジンバブエでは、NGOが地域社会の福利厚生の改善に大きな役割を果たしていることを考慮し、

NGO 活動への支援を拡充する。

③　実施上の留意点（ジンバブエ）

「ビジョン 2020」によるオーナーシップの尊重

2020年を目標年とする長期開発計画「ビジョン2020」が策定されているが、これはDAC新開発戦

略の目標とも一致するものである。ドナー側は本ビジョンへの協力を約束し、ジンバブエ側は DAC

新開発戦略の尊重を約束することによって、新戦略に関する当国への個別アプローチを強化する。

NGO を含めたパートナーシップの拡大

自助努力の組織的表現として自発的に生成されるNGO を拡大するパートナーシップの一環として

積極的に支援し、ジンバブエ社会と わが国開発協力の接点を拡げることによって、オーナーシップ・

パートナーシップ関係を強化する。

経済活動の活性化に資する包括的アプローチの模索

南部アフリカ地域には新たなビジネス・チャンスが拡大し、活発な投資環境が醸成されつつある。

ジンバブエに関する国内・国外経済情報を収集しながら、民間経済活動への包括的な支援方策を模索

することが必要である。

援助調整と評価の体制

ジンバブエ政府は世銀の支援国会合（CGミーティング）を含め国際的な援助調整には消極的であ

るが、DAC 新開発戦略を協調的に展開するためには援助協調が不可欠である。成果重視の立場から

適切な評価を実施するためにも、援助調整の場を設定することが必要である。

政策対話の促進

経済活動の活性化は当国の緊急の課題であるが、現政権は土地収用法問題、内国化政策など国際的

な緊張をもたらし経済自由化に逆行する施策を宣言するなど、グローバリゼーションによって経済の

活性化を図る道を閉ざしているように見受けられる。日頃の緊密な政策対話を維持することによって

このような状況を改善することが必要である。

良い統治への配慮

ジンバブエでは、一般国民の生活条件が一方的に悪化してきたことから、現政権に対する不満が高

まり、投票率は低下し様々な抗議デモが多発している。対立野党が不在のため、現状の政局が著しく

変動する可能性は低いと見られるが、ポスト・ムガベを鳥瞰しておくことが必要であろう。また、

DAC 新開発戦略が各種社会政策の資金補填の論理として援用されないよう留意が必要である。
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5 － 2　ガーナの課題と目標・提言

（1）　ガーナの課題

ガーナは、1983年から1992年まで独裁的な軍事政権のもとで、世界銀行の指導を受けて経済の構

造調整を「優等生的」に実施してきた。その後 92 年には軍事政権から議会制政党政治へと民主化を

進め、96年には自由かつ公正な国会議員選挙を実施した。構造調整に関しては、ガーナは、他のア

フリカ諸国に比較して、際立った成果を挙げたとも言われているが、近年になって経済成長率が低下

してきている。ガーナの直面する課題は次のように要約されよう。

高い農業依存と南北間格差

ガーナ経済はココア・木材などを中心とする典型的なモノカルチャー経済であり、経済資源が豊か

な南部とそうでない北部との地域格差が大きい。農業への依存が高い（GDPの48%、労働人口の48%）

が、小農経営がほとんどであり、毎年の作物生産量は天候と降雨量に大きく作用され、年毎の変動が

激しい。製造業はGDP の10% 程度にとどまっており、この分野でも南北格差は著しく、北部地域は

取り残されている。

農民の貧困化

農村人口は確実に増加を続け、1970年の612 万人から 1990年には 1,000万人を超え、2010年には

1,482万人に達すると推定されている。この間の深刻な問題は、零細農民・土地なし農民の激増であ

り、自給農産物の生産すら困難な零細農民の絶対的な貧困化が進展していることである。特に、北部

サバンナ地域の貧困問題に注目しなければならない。

貧困対策

ガーナ政府は貧困軽減を目指して、経済成長の加速、インフラを中心とする建設プロジェクトによ

る雇用の拡大およびマクロ経済の安定維持を政策目標に掲げ、特に、農村における貧困対策、小農経

営の改善および耕地拡大による就業機会の増大を目指して、総合的農村開発を重視している。しかし、

非現実的とも思われる高い経済成長を前提にしている点に留意が必要である。

ビジョン 2020

ガーナ政府は「ガーナ・ビジョン2020－繁栄への長期路線」を発表し、本計画は「人間中心の開

発計画であり、人間開発、経済成長、農村開発、都市開発および開発のための環境整備の5分野に重

点を置いている」としている。本計画はガーナ政府のオーナーシップを示すものではあるが、あまり

にも多様な施策を含み過ぎていること、達成すべき数値目標が示されていないこと等、課題もある。

援助への高い依存

ガーナの対外債務は過去15年間に急増し、1995年における対外債務比率（対GNP）は95%、債務の

対輸出比率は367%に達している。また、同年における国際機関に対する債務の全対外債務に占める比

率は51%（アフリカ平均15%）に達しており、ガーナの援助依存度が極めて高いことを示している。
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（2）　ガーナにおける DAC 新戦略の目標

①　経済的福祉指標（貧困）

ガーナでは全国民の約3分の1が貧困者で、その75%は農村に居住している。貧困が最も顕著なの

は食料作物生産農民で、その 39% が貧困層に属している。第 2の貧困グループは輸出作物生産農民

で、その 37% が貧困層に属し、第 3の貧困グループは非農業自営業者であり、その25% が貧困層に

属している。「ビジョン2020」は貧困の軽減を目標としているが、貧困軽減に関する目標値は設定さ

れていない。

ガーナの農村人口は確実に増加しており、このように増加する農村人口は、森林伐採による耕地の

外延的拡大や牧草地の耕地転換などによって農地の確保に努めているが、それには自ずと限界があり、

零細農民・土地無し農民が激増するという深刻な問題を引き起こしている。北部サバンナ地帯では、

自然条件の制約から換金作物の生産はきわめて難しく、もっぱら自給的な食料生産に依存していたが、

農村人口の増加に伴って農地が不足し、南部のココア農場あるいは金鉱山への移動労働者として流出

している。近年における度重なる激しい旱魃によって農村部の貧困状況は一段と悪化し、北部サバン

ナ地帯から出稼ぎ農民の流出が加速している。

ガーナの貧困問題を検討するに当たっては地域間のコンフリクトを十分に考慮することが必要であ

る。北部サバンナ地帯と南部ココア地帯との間には、植生や民族の相違に加え、イスラム教とキリス

ト教との宗教的な差異があり、また、歴史的に形作られてきた「センター（南部）対ペリフェリー

（北部）」という意識的・政治的な格差が存在する。貧困対策の実施には政治的・経済的・宗教的・文

化的な様々な要素が関連することとなり、これらに対する十分な配慮が必要となる。

世界銀行のガーナに対する貧困削減対策は5項目から成っているが、その一つが北部サバンナを重

視したものである。「北部サバンナは最も貧しい地域である。この地域については基礎教育およびプ

ライマリー・ヘルス・ケアへのアクセスの改善、農村インフラへの投資拡大、既に存在している零細

融資グループへの支援強化を中心にして、最貧困層や社会的弱者を直接の目標として行動を始める」

としている。

②　社会開発指標

基礎教育

1980年から93年にかけての初等教育就学率の変化を見ると、男子は89%から83%へと低下し、女

子は71%から70%へと微減した。同期間における中等教育就学率は男子で51%から44%へ、女子で

は31% から28% へと低下している。中途退学は深刻な問題であり、特に女子生徒の中退が大きな問

題である。この間、学校数は増加しており、この「学校数増加、就学率低下」という現象に対しては

注意が必要であろう。原因としては、学校の増加が生徒数の増加に追いつかない、貧困層の教育費負

担能力が低下している、労働せざるを得ない圧力が高まっている、教育支出へのインセンティブが低

下している、などが挙げられよう。

就学率という量的な問題とともに教育の質的低下も深刻な問題である。1993/94年に実施された教

育に関する全国サンプル調査では、英語試験で基準点を越えた生徒比率は 3.3%（首都アクラで

13.2%）、数学では 1.5%（都市男子 3.2%、都市女子2.5%、農村男子 0.9%、農村女子 0.6%）という極
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めて低いものであった。教育の質的低下の原因としては、極めて低い生徒一人当りの教育予算、極め

て不備な学校施設、資格ある教員の不足、教員の低いレベルと低いモラル、などが挙げられる。

ガーナ政府は1987年に教育改革を実施し、「人口増加率以上の率で就学率を高め、教育内容を社会

経済のニーズに合致させ、教育の質的向上を図る」ことを目指し、必要な財源の確保を決定した。92

年には「基礎教育の義務化・無料化プログラム（Free Compulsory Universal Basic Education：FCUBE）」

を制定し、教育へのアクセスと参加の改善、学習の質的改善、教育マネジメントの強化を三本の柱と

することを発表した。当プログラムは「ビジョン 2020」にも組み入れられており、将来とも改善努

力が継続される予定である。FCUBEの考え方はDAC新開発戦略とも一致するものであり、ガーナ政

府のオーナーシップの強化が期待される。

FCUBE を実施するには、地域社会と学校の連携強化が重要である。カリキュラムや課外教育プロ

グラムの編成では、地域社会の特性を十分に取り入れることが必要である。学校周辺の道路の清掃・

草とり・簡単な補修、教育資金の募金活動、地域社会の熟練職人による課外教育・実技教育へのイン

ストラクターとしての参加、女子課外教育における観光産業用手工芸の訓練など、地域社会のニーズ

に密着したカリキュラムの導入も検討されるべきであろう。

保健医療

1990年のガーナの乳児死亡率は 86/1,000、5歳未満児死亡率は 140/1,000であった。前者は 94年に

79、後者は95 年に130に低下したが、UNICEFによる 5歳未満児死亡率の高率国から脱していない。

乳幼児死亡率は地域間格差および社会階層間格差が大きい。アクラ首都圏では 58であるのに対し、

ノーザン州では114で首都圏の2倍に達する。妊産婦死亡率は『UNDP人間開発報告書1997』によれ

ば740/10万であるが、「妊産婦死亡調査 1993」によれば214となっており、統計による差異が極めて

大きい。後者の調査によれば、ボルタ州では 98で全国平均の半分以下であるのに対し、アッパー・

ウエスト州では452と全国平均の2倍以上の高さとなっており、地域間格差が極めて大きいことを示

している。

高い乳幼児死亡率は主に新生児の疾病および出産時の処置に原因があり、栄養不良とそれにともな

う貧血および消耗が死亡率を高めている。これら乳幼児死亡の原因は予防し得るものであり、母親の

教育や医療サービスの普及と利用によって克服できることに留意が必要である。ちなみに経口補水塩

（ORS）の使用率は都市と農村で、また、母親の教育レベルによって大きな差異がある。保健医療分

野では特に「女性」が重要である。女性の保健栄養状態の改善、経済資源へのアクセス、教育機会の

向上など、広い視野からの取組みが重要である。

「ビジョン2020」では、プライマリー・ヘルス・ケアが重視され、健康教育、食糧の供給と栄養摂

取、安全な水の供給と基本的衛生環境、家族計画を含む母子保健サービス、予防摂取、地方流行病の

予防と対策、日常的な疾病・障害の適切な処置、必須医薬品の確保という8要素が含まれている。更

に、幼児・子供・妊婦などの死亡率の低下のみならず、貧困層の社会インフラへのアクセス改善の重

要性も強調されている。「ビジョン 2020」は保健医療分野においても DAC 新開発戦略に合致したも

のである。
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③　環境の再生と持続可能性

ガーナには今世紀初頭に820万ヘクタールの森林が存在したが、1989年にはその4分の1に相当す

る210万ヘクタールまで減少している。1965-89年の期間において、森林面積は年率0.8%で減少した。

この原因として、林産資源の輸出による資源の収奪、急速な人口増加に起因する焼畑耕作の休耕期間

の短縮、狩猟のための火入れ頻度の高まり、家畜の過放牧、薪炭材の伐採、などが挙げられる。乾燥

サバンナでの過放牧・焼畑耕作は土壌浸食を加速化しており、全国土の 35% が砂漠化の危険に晒さ

れている。また、村落内部でも土壌浸食が異常な速さで進行しており、浸食された表面土壌は V字

状のガリ浸食に至っている。

都市における環境問題も深刻化している。農村人口の都市への流入によって都市人口は急速な勢い

で増加し、都市人口増加率は1965-80年における3.2%から1980-90年には4.2%へと上昇している。こ

のため、貧困層の居住地区では、過密と極端に不衛生な生活環境のため、感染症疾病の危険に晒され

ている。旧来から商品売買の中心であったシティ・マーケットは満杯になり、衛生施設・ゴミ処理な

どは放置され、異臭が立ちこめ、伝染病の発生源ともなっている。

「ビジョン2020」では、重視すべき環境問題として、森林破壊・砂漠化・土壌劣化、ゴミ処理、沿

岸地域の浸食、大気・海水・土壌・水汚染などが挙げられている。これらの問題解決には国内総生産

の4% に相当する資金が必要とされるが、政府は環境・科学・技術省を新設して環境問題への取組み

を開始している。

（3）　対ガーナ援助に対する提言

①　基本的な考え方（ガーナ）

ガーナ政府は 1996年から 2020年の25 年間を対象とした長期の国家計画「ビジョン 2020」を策定

し、人間開発、経済成長、農村開発、都市開発および発展のための環境整備を重点課題としている。

この中には、絶対的貧困の撲滅、教育システムの改善、幼児・子供・妊産婦死亡率の低下、生態系と

環境の保存などDAC 新開発戦略で取り上げられている分野が含まれており、DAC新開発戦略の考え

方に合致していると判断される。また、ガーナ政府は世界銀行が主導するセクター投資計画(Sector

Investment Program: SIP)に対する取り組みにも積極的であり、教育、保健医療および道路に関するSIP

を既に開始しており、また、農業、環境、貧困に関するSIPの準備を進めている。 わが国はガーナを

21世紀に向けた対アフリカ援助の重点国に選定し、DAC 新開発戦略を最大限に実施していく意向で

ある。

ガーナに対する わが国の援助は長い歴史を有しており、この間の援助経験を総括して、1995年 2

月に『ガーナ国別援助検討会報告書』(JICA)が発表された。同報告書はDAC新開発戦略（1996年5月）

に先だって発表されているが、対ガーナ援助に対する基本的な考え方は DAC 新開発戦略に沿うもの

であり、当研究会においてもその考え方を踏襲することができよう。開発の基本方向の一つは「自立

的発展を目指した産業育成」であり、もう一つは「社会サービスの充実と社会的弱者の開発への参加

促進」である。

「自立的発展を目指した産業育成」では、市場経済原理にもとづく健全な民間部門の育成が重要で

あり、その中核として小規模農業主と非農業部門での中小企業主の育成を重視すること、「人造り」と
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「経済環境整備」を両輪として、民間部門の人材が生産的に活動できる環境造りを急ぐことが提案さ

れている。

「社会サービスの充実と社会的弱者の開発への参加促進」では、「社会開発」、「人的資源開発」およ

び「保健・医療」が取り上げられている。「社会開発」では、国内に存在する様々な格差を認識した

上で、ターゲット・グループを特定して支援すること、社会サービスおよび市場へのアクセスの改善

を重視すること、「人的資源開発」では、基礎教育の充実を図ること、教育改革を継続して教育行政

の地方分権化を推進すること、「保健・医療」では、地方農村部における基礎保健医療と公衆衛生の

向上のためのインフラを整備すること、人口問題の解決に向けて、母子保健・家族計画、感染症予防

（特にAIDS）、貧困層や女性・子供の栄養改善などを重視すること、が基本的な考え方となっている。

②　実施重点項目（ガーナ）

マクロ経済・開発計画

市場経済化を促進するため、従来からの国際収支支援に加え、中小企業育成のための政策策定なら

びに金融制度改革、中央・地方政府の開発プロジェクトの立案・実施能力の強化、地域格差是正のた

めの開発計画の策定、 わが国と東アジアの開発経験に関する対話の促進、産業関連法規の見直しを含

む経済環境整備などに対して支援する。この際、「日本通」人脈の活用を考慮することが望ましい。

農林水産業部門

長期的な観点から、農業政策の策定および農業研究開発能力の向上を支援し、短・中期的には、農

民支援サービスの拡充を目指して、灌漑開発、農林水産物の貯蔵・加工および流通インフラの整備、

非伝統農産物の輸出振興、適性品種の普及および生産投入財の使用に関する技術指導を支援する。こ

の際、貧困である北部サバンナ地域における総合的農業関連研究ならびに農村女性の労働軽減に役立

つ支援を重視すべきである。

インフラ部門

地方道路、都市内道路および橋梁などのリハビリ支援を強化すべきであり、特に、北部サバンナ地

域において年間を通じて通行可能な地方道路・アクセス道路を整備することが必要である。また、

ガーナの道路は内陸諸国への国際道路ともなっており、主要幹線道路の整備も重要である。都市の主

要な流通施設であり企業家の育成の場・就業の場でもあるシティ・マーケットの拡大・整備に対する

支援は、貧困軽減の観点からも重要である。

鉱工業部門

農村における農外就労の機会を提供するという観点から、製造業と農林水産業の有機的連携を模

索し、農水産物の貯蔵・加工、林産資源の製品加工とその流通に対する支援を重視すべきである。ま

た、伝統的な手工業およびインフォーマル・セクターの製造業に対する支援も重要である。

教育部門

小中学校の校舎建設では部材の現地調達と住民参加を考慮すべきであり、地方部における初等教育
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の普及を促進するため教員宿舎の建設への支援を強化すべきである。また、多数の優れた教員を確保

するため、教員養成に必要な資器材の供与・技術協力を強化すべきである。地域的な教育機会の格差

を充分に考慮して DAC 新開発戦略を実践することが重要である。

保健医療部門

保健医療分野では次の 4点を中心に支援すべきである。

1) 母子保健・家族計画を中核とした PHC

2) 感染症（特に AIDS）の基礎調査と検査体制の整備

3) 北部地域における母子保健・栄養改善活動

4) 保健行政と連携した研究協力

環境問題

環境分野では次の 5点を中心に支援すべきである。

1) 森林保全と砂漠化防止

2) 薪炭の供給を確保する社会林業の普及と継続的な苗木生産

3) 南部落葉樹林帯における再植林と北部サバンナ地域における保護林の造林計画の策定

4) 都市における環境改善（特に、廃棄物処理と排水処理）

5) 鉱害対策に関する法律・監視体制・対策技術など

③　実施上の留意点（ガーナ）

地域格差の是正

市場経済化の進展とともに地域格差は拡大しつつあり、地方分権化が推進される中で政治的不安定

化を引き起こす可能性も高い。地域格差の是正を目指す援助を重視する。

マルチセクター・アプローチ

貧困問題は様々な分野の施策を適切に組み合わせるマルチセクター・アプローチが効果的である。

ただし、中核となるプロジェクトとそれを補完するプロジェクトの関係を明確にしておくことが必要

である。

包括的アプローチ

貧困問題に対しては、途上国および援助関係機関など多様な関係者の参加のもとに、相互補完関係

を強化することが必要である。しかし、そのためには優れた協調と運営能力が必要とされる。一般的

に、アフリカ諸国はこのような協調と運営能力が低い点に留意し、それを強化する支援が必要となる。

国別アプローチ（徹底的な現地主義の尊重）

農村開発・社会開発・ジェンダーに関わるプロジェクトの計画と実施に際しては、対象となる地域

の社会文化的な要因を十分に考慮することが必要であり、徹底した現地主義は参加型開発を推進する

第一歩である。
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現地スタッフの増強および地域専門家の育成

ガーナはアフリカにおける わが国の重点援助対象国であるが、当国の在外公館／援助実施機関事

務所の職員は極めて少数であるため、十分な情報収集ができなかったり、定期的にドナー会合に出席

できないなど、活動に支障をきたしている。大使館の専門調査員・JICAの企画調査員などを活用し、

地域専門家の育成を急ぐべきである。また、ガーナに対する援助経験者の積極的な活用を図るべきで

ある。

5 － 3　カンボディアの課題と目標・提言

（1）　カンボディアの課題

和平協定の締結後、カンボディアは国際支援のもとに国家の再建に向けた努力を重ねてきた。しか

し、カンボディアの最大の課題は、今なお、長期にわたる戦乱の後遺症からの脱却である。すなわち、

内戦によって発生した多数の難民の生活再建、大量の埋設地雷による被害の多発、経済の中核である

農業の疲弊などを早急に解決することが必要とされる。しかし、1997年7月の政変によって、カンボ

ディアの政治的不安定性が改めて表面化し、国家の復興をリードすべき政府は、未だグッドガバナン

スの確立にはほど遠い状態にあり、開発課題に立ち向かう体制は整っていない。DAC 新開発戦略で

いうオーナーシップを確立するためには、まず、国内の紛争解決と平和の確立が必須である。

カンボディアの復興と開発に関する主要な課題として次の 5 点が挙げられよう。

① 貧困軽減

『UNDP 人間開発報告書 1997』によればカンボディアは人間開発指標で見て 175国中 153位にラン

クされている。1993-94年に実施された調査によると、総人口の39% が貧困ライン以下で、農民を世

帯主とする世帯の 46% が貧困層であるとされる。長期にわたる戦乱によって大部分の農業インフラ

は破壊され、農業生産性は著しく低下し、自給が達成されていない。

② 農村における雇用創出

全世帯の 85% は農村部に居住し農業生産に携わっているが、1979年以降のベビーブーム期に誕生

した若年層が労働市場に参入し始めたり、王国軍兵士の大幅な動員解除によって多数の兵士が帰村す

るなど、農村部における人口圧力は急速に高まることが予想され、農村における雇用創出は緊急の課

題である。

③ 輸出産業振興

急速に増大する就業需要に対して就業の場を提供するためには産業振興が不可欠である。しかしな

がら、カンボディアの国内市場は極めて小さい上に、企業の大部分は零細家族企業である。当面の産

業開発においては、外国直接投資による輸出産業の誘致に期待せざるを得ない状況にある。

④ 経済社会インフラの修復と整備

長年にわたる戦乱とポルポト政権による意図的な破壊のため、また、その後における極度の財政難
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のため、経済社会インフラは未整備の状態に近い。農村における雇用創出、輸出産業の振興のために

は経済インフラの整備が緊急の課題であり、また、国民の保健衛生環境の改善のため、飲料水供給・

保健所など社会インフラの整備が不可欠である。

⑤ 地雷撤去

1960年末以降20年以上にわたって多数の地雷が埋設されてきており、利用可能な土地が大きく制

約され、また、地雷被害によって人命・労働力の喪失、四肢切断などによる人体被害、それによる社

会的負担増が開発の大きな制約条件となっている。

（2）　カンボディアにおける DAC 新戦略の目標

①　経済的福祉指標（貧困）

1991年におけるパリ和平協定以降、実質 GDP は年平均 6% 以上の成長を遂げてきたが、依然とし

て最貧国にとどまっており、1993-94年の社会経済調査によって得られたデータを元に行われた世銀

の推計によれば、総人口の 39% が貧困ライン以下にあるとされる。しかし、当調査では、治安が回

復していない地域などに居住する人口の35%を対象外としており、農村部の貧困が過小評価され、実

態が的確に把握されていない可能性が高い。

カンボディア政府は 94 年に「カンボディアの復興・開発に関する国家計画(National Programme to

Rehabilitate and Develop Cambodia：NPRD)」を策定し、中長期的に、公平・公正・平和な社会の構築

と、経済成長率の引き上げを通じた国民生活水準の向上を目指すとしており、この枠組みの中で、「第

1次社会経済開発計画1996-2000年(The First Socioeconomic Development Plan 1996－2000：SEDP)」を

策定した。当計画は、カンボディアの社会経済問題の根幹は「貧困問題」にあり、貧困の軽減・撲滅

こそ政府が取り組むべき緊急の課題であるとの認識に基づいている。

貧困軽減では、農村の貧困軽減が最優先されるべきとの認識のもとに農村開発が重視されている。

農業を中心とする産業開発、経済インフラの整備と並んで、教育と保健医療の改善も重視されている。

同計画は、貧困軽減に向けた施策の対象を、弱者（身障者、国内移動者、難民、女性世帯主）、小土

地所有者、インフォーマル・セクターなどの熟練・資本不足者とした上で、それぞれに対する施策を

示している。カンボディアに対して DAC 新開発戦略を実施する場合には、前提条件として改善され

るべき点が多々あるものの、DAC 新開発戦略の方向に沿っている上記 NPRD および SEDP を重視す

べきであろう。

②　社会開発指標

基礎教育

カンボディアの人的資源で深刻な問題は、ポルポト政権(1975-78年)が伝統的な文化的価値および

社会システムを全面的に否定したため、知的伝統に断絶をもたらし、教師や医師など専門職レベルの

人材が著しく減少し、これが社会開発の制約となっていることである。

国民の教育歴をみると、15才以上人口の 27.3% がいかなる教育も受けておらず、男性では15.0%、

女性の場合には 37.5% という高率である。教育期間を終了したとみなされる 25才以上人口について
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平均在学年数をみると、全体で3.5年、男性3.7年、女性2.5年となっている。このような結果、15才

以上人口の識字率は平均 65.3%、男性82.0%、女性 51.0% である。全般的に教育の普及は低く、男性

と女性の格差が著しく大きい。

SEDPは、2000年までに「小学校の就学率を90%に引き上げる」、「小学校における男女格差を解消

する」、「前期中等教育については女子生徒の割合を全体の 45% まで引き上げる」という目標を掲げ

ているが、これらはDAC新開発戦略の目標に沿ったものである。14才以下の人口が全人口の44%と

いう高い割合を占めるカンボディアでは、基礎教育の拡充が極めて重要な課題である。

保健医療

カンボディアにおける人口統計上の問題点として、近年の人口増加率が3.0%と高率であること、40

代前半層の男性比率が極めて低いこと、20代前半層の人口が極端に少ないことなど、人口構成に歪

みがあること、が挙げられる。

カンボディアの乳児死亡率は112/1000、5歳未満児の死亡率は174/1000、妊産婦死亡率は900/10万

（『UNDP 人間開発報告書 1997』）と報告されている。SEDP ではこれら指標の将来目標値は設定され

ていないが、2000年までの施策として次の目標が掲げられており、DAC 新開発戦略に沿った改善が

目指されている。

1) 80% 以上の国民が、ポリオ、新生児の破傷風、はしかの予防接種を受けられるようにする

2) 産科サービスが全ての保健所、紹介病院で受けられ、都市で80%、農村で40%の出産が保健

員によって介助されるようにする。産前ケアと妊産婦のための破傷風ワクチン・カバー率を

1995年レベルから 50% 向上させる

3) 全ての州・郡の保健所・紹介病院で必須医薬品を揃え、保健所には有資格の看護婦と助産婦

を配置し、紹介病院には有資格の医師と医療補助員を配置する。

③　環境の再生と持続可能性

カンボディア政府の主要な資金源となってきた森林資源は、不法伐採の横行、伐採許可手続きの不

透明さ、森林資源の輸出禁止と解禁の繰り返し、恣意的な輸出税の減免など、政策的な混乱によって

急速に減少し、質的劣化が進行してきた。このような傾向を阻止するため、政府は 1996年 7月に森

林政策国家委員会を発足させ、同年 10月には世銀、食糧農業機関（Food Agriculture Organization：

FAO）、UNDP とともに「森林管理政策」を制定した。当政策により、森林資源の持続可能な開発を

目指すとともに、森林資源の売却による収益を正確に把握しようとしている。SEDP は、2000年まで

に「毎年 5,000ヘクタールの植林、森林被覆率を 40-50% に維持すること」を目標としている。

森林資源管理以外に重視されるべき環境問題としては、水質管理、沿岸管理、漁業管理、トンレサ

プ生態系管理などが挙げられている。産業開発の伴う環境問題は今後の課題と言えよう。
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（3）　対カンボディア援助に対する提言

①　基本的な考え方（カンボディア）

ASEAN の一員となったインドシナは日本にとって重要なアジアのパートナーであり、援助の重点

地域である。特にカンボディアに対しては、1991年 10月のパリ和平、UNTAC への協力などを行っ

てきており、93年1月宮沢総理（当時）による「インドシナ総合開発フォーラム」の提唱もあって、

大メコン圏構想の中で、カンボディアが発展から取り残されることのないよう期待されている。

カンボディアが内戦を終結し復興開発に取り組むためには、先ずグッドガバナンスが確立されるこ

とが前提となる。 わが国の対カンボディア援助の出発点は「グッドガバナンスの確立支援」というこ

とになり、特に、法制度の確立と公的部門の改革が重視されるべきであろう。

カンボディアの国家開発に対する取り組みは第 1次社会経済開発計画（SEDP）に示されていると

おりである。当計画は貧困軽減を重視するもので、DAC新開発戦略の考え方に沿ったものである。対

カンボディア援助では、当計画を尊重し、その円滑な実施を支援する方向で考えるべきであろう。

②　実施重点項目（カンボディア）

地雷除去

経済活動を全国に拡げ、支援活動を地方にまで展開するためには、地雷除去が不可欠の事業となり、

カンボディア地雷活動センター（Cambodian Mine Action Center：CMAC）への資金援助と機材供与を

継続することが必要である。地域によっては、援助プロジェクトの中に地雷除去をコンポーネントと

して組み込むことも必要となろう。復員兵士に地雷除去の技術を指導し、除去作業に従事させ、帰村

を促進することも一つの方法であろう。

民主化とグッドガバナンス

法制度の整備と公的部門の改革を主な内容とするグッドガバナンスの確立については、専門家派遣、

わが国・第3国での研修生受入などの支援が可能であろう。武力統治から法による統治に移行するた

めには、司法制度の確立が不可欠であり、これに対する支援が必要とされる。公的部門の改革につい

ては、人材育成と公務員・兵士削減に伴う雇用確保に留意した計画支援が必要である。

インフラ・生活基盤の整備

国民の生活環境整備が第1の課題であり、次いで、経済成長、民間資本の導入を促進する経済イン

フラ（水道、灌漑、発電、道路・橋梁、鉄道、空港、通信など）の整備が課題である。生活環境整備

では、プノンペン市を始めとする都市施設、医療・教育施設の整備、同分野における人材育成などが

主な対象となろう。また、経済インフラでは、水資源利用のための多目的ダム開発計画（灌漑、発電

など）が挙げられる。

環境管理

広域的な開発計画の実施に伴う環境劣化を未然に防止するため、森林資源・水産資源のデータ整備、

モニタリング体制の確立、持続可能な管理プログラムの策定などに対する支援を重視すべきであろう。
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③　実施上の留意点（カンボディア）

政策対話

カンボディアでは、開発課題が多岐にわたり、外部パートナーも多様であるため、案件の優先順位

の設定、カンボディア側と外部パートナーの役割分担の明確化など、援助の有効性と効率性を高め

るための援助協調が極めて重要である。カンボディア側と外部パートナーの政策対話を密にし、また、

外部パートナー相互の積極的な情報交換と調整を推進することが必要である。

NGO 支援

カンボディアでは多数のNGOが活動しており、長い援助経験をもつNGO、得意な分野で活動して

いるNGOなど様々である。これらNGOを支援し、またそれぞれの経験を積極的に活用すべきであろ

う。

人材活用支援

日本国籍を有し、かつカンボディア文化も体得している元難民およびその家族である技術者を援助

人材として活用することを考慮すべきであろう。プロジェクトの実施に関わるカンボディア側の人材

不足を補うためには、研修経費に対する支援を含めて、カウンターパート研修を積極的に支援すべき

であろう。援助の地方展開が困難である現状では、地方人材を首都に召集して研修を行う等の方法を

検討すべきであろう。

南南協力

農業技術や熱帯医療などの分野を中心に、第 3国研修および第3国専門家の派遣を積極的に推進す

ることが望まれる。

5 － 4　国別検討の わが国援助に対する示唆

以上にみてきたように、本援助研究会ではDAC 新開発戦略の実施事例として、ジンバブエ、ガー

ナおよびカンボディアの 3ヵ国について検討した。3ヵ国のいずれにおいても、それぞれの国を対象

とする「国際的な援助協調」「国別アプローチ」「成果重視のアプローチ」の重要性が指摘されている。

「マルチセクター・アプローチ」「包括的アプローチ」も重要なアプローチであるが、両アプローチは

援助を実施する際の方法論としての側面を強くもっており、分野別検討において一層重視されている

ため、「4－5　分野別検討のわが国援助に対する示唆」で既に紹介したとおりである。本節では、そ

れぞれの途上国を個別に対象とする「国際的な援助協調」「国別アプローチ」および「成果重視のア

プローチ」を中心として、 わが国援助に対する示唆を検討する。

 わが国は国際社会の中で重要なドナー国となっているが、もとより わが国一国で途上国援助を担

えるわけはなく、国際機関・ドナー諸国を始めとする多数のプレイヤーと伴に、効果的・効率的な途

上国援助を目指すことが不可欠である。この点で、特定の途上国を対象とする「国際的な援助協調」

は重要である。また、対象3ヵ国について見てきたように、同じ「DAC新開発戦略」を実施するにし

ても、政治的・経済的・社会的・自然的条件などによって、途上国それぞれが重視すべき開発ニーズ
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と実施すべき施策は大きく異なっており、この点で各国のニーズに焦点を当てた「国別アプローチ」

が極めて重要となる。途上国の開発ニーズを満たすべく実施される途上国と外部パートナーによる共

同開発事業は、DAC 新開発戦略の目標に照らして評価され、必要に応じて、軌道修正が必要となる。

「成果重視のアプローチ」はその目標の確実な達成を目指す一つの方法論であり、国別アプローチの

有効性を向上させるための効果的な手段として位置付けられるであろう。

（1）　特定の途上国を対象とする国際的な援助協調

国際的な援助協調は、DAC新開発戦略との関連だけに限ってみても、様々な場面がある。一つは、

DAC 新開発戦略という新しい援助戦略の起案と採択、また、採択された戦略をオペレーショナルな

ものとするための共同作業（開発成果を測定する諸指標の選定等）など、多数の途上国とドナー機関・

諸国が一堂に会する「全般的な国際的援助協調」の場があり、二つには、特定の途上国を対象として

DAC 新開発戦略を実施するために行われる「個別の国際的な援助協調」の場がある。個別の援助協

調には、DAC 新開発戦略に沿う国家計画の策定、計画の実施に伴う途上国と外部パートナーの役割

の分担、援助の実施現場における調整と協調、成果のモニタリングとフィードバック等が含まれる。

「全般的な国際的援助協調」については、4－5において分野別検討との関連で触れられたとおりであ

り、ここでは特定の途上国を対象とする「個別の国際的援助協調」について検討する。

ジンバブエに対する国際的な援助協調としては、次の 3 点が重要とされる。

① ジンバブエ政府は、世銀のCGを含め国際的な援助調整には消極的であるが、DAC新開発戦略

の展開には国際的な援助協調が不可欠である。

② ジンバブエ政府は 2020年を目標年とする長期開発計画「ビジョン 2020」を策定しており、ド

ナー側は当ビジョンへの協力を約束し、ジンバブエ側はDAC 新開発戦略を尊重して、協調を

強化することが必要である。

③ ジンバブエの HIV/AIDS 対策に対する組織と政策をベースとしながら、国際的な援助協調を通

じた支援を行う。

ガーナについては、ジンバブエの場合と同様に、政府が既に策定している長期の国家計画「ビジョ

ン2020」に沿った援助協調が重要である。また、ガーナ政府はセクター投資計画（SIP）に対する取

り組みにも積極的で、教育、保健および道路に関するSIP を開始し、更に、農業、環境、貧困に関す

る SIP の準備を始めており、これに対する援助協調も重視されるべきである。

カンボディアの場合には、紛争解決と和平の確立に向けた国際的な援助協調を含め、課題が多岐に

わたり、外部パートナーも多様である。このため、国際的な援助協調では、カンボディア側と外部

パートナーによる政策対話を緊密にする、外部パートナー相互の情報交換と調整を積極的に推進する、

カンボディア側と外部パートナーの役割分担を明確にすること等が重視されるべき点とされる。DAC

新開発戦略の実施に向けて、オーナーシップの確立、地雷撤去など、戦後復興への取り組みは国際的

な援助協調の重要な側面である。

本援助研究会が対象とした3ヵ国に限ってみても、ガーナは自国の開発のために国際的な援助協調

を積極的に活用する姿勢を維持している、ジンバブエは国際的な援助協調による取り組みに対しては
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比較的消極的である、カンボディアの場合には戦後復興とオーナーシップの確立に対する国際的な援

助協調が極めて重要であるなど、3ヵ国の状況には大きな差異がある。DAC新開発戦略の実施にあたっ

ては、全般的な援助協調をベースとして進められる「DAC新開発戦略の具体化」に向けた動向をしっ

かりと把握した上で、途上国の個別の状況に応じて、それぞれの国に対する国際的な援助協調に柔軟

に取り組むことが必要である。

途上国における国際的な援助協調は、国家レベルでの政策・計画を中心とする援助協調から、プロ

ジェクトの実施レベルにおける地域的な条件下における援助協調まで、様々な局面での取り組みが進

められる。実施レベルに近づく程、日常的な場面での援助協調が必要となり、柔軟な取り組みが一層

重視されることになる。様々なレベルにおける国際的な援助協調に着実に対応できるよう、 わが国の

援助協調体制を整備していくことが望まれる。これは政府開発援助に限らず、NGO、民間企業、地

方自治体など様々なプレイヤーについても当てはまることである。

（2）　国別アプローチ

ジンバブエの場合には、アフリカ諸国の中では発達した産業構造を有しているが、これまでの経済

トレンドが継続すれば、一人当り国民所得は低下し続けるであろう。先ずは、経済成長を阻む障害を

取り除き、力強い成長力を取り戻すことが必要である。これがジンバブエにおける最も重要な開発課

題とされ、その一環として構造調整に対する支援が重視されている。貧困問題に関しては、貧困の

67% を占める「共同体地域に住む黒人小農」の貧困軽減が進まない限り、DAC 新開発戦略の達成は

望み難く、土地所有へのアクセスの確立、生産性が低下した農業の回復と振興、環境資源の再生など

が重要とされる。ジンバブエではHIV/AIDS 問題が深刻で、21世紀には乳幼児死亡の原因の実に75%

が AIDS 関連となり、乳幼児死亡率の改善を目指す政府目標は達成困難であろうとの見方もある。

ガーナの場合には、工業開発は極めて低い段階にとどまっており、天候に大きく影響され激しく変

動する農業への依存が高い。農村人口は急速に増加しており、零細農民・土地なし農民が急速に増加

し、農業による自給すら困難な零細農民の絶対的な貧困化が最も重要な開発課題とされている。南北

の地域格差は大きく、特に、北部サバンナ地域の貧困問題を重視しなければならない。小規模農業主

と中小企業主の育成を重視する「自立的発展を目指した産業育成」と、社会開発、人的資源開発およ

び保健医療を重視する「社会サービスの充実と社会的弱者の開発への参加促進」が開発の基本方向で

あるとされる。

カンボディアの場合には、長期にわたる戦乱の後遺症からの脱却が緊急の課題とされ、内戦によっ

て発生した多数の難民の生活再建、大量の埋設地雷による被害の軽減、経済の中核である農業の疲弊

に対する対策などが重視されている。また、政治的に不安定な状態が継続しているため、国家の復興

をリードすべき「グッドガバナンスの確立」にはほど遠く、先ず、DAC新開発戦略でいう「オーナー

シップの確立」が目指されるべきであり、同時に、開発の基礎条件である経済社会インフラの修復・

復興が重視されるべきとされる。

上記3ヵ国では、主要な開発課題と重視されるべき施策が大きく異なっている。国別研究から導き

出される最も重要な示唆は「開発ニーズと重視されるべき施策は、途上国それぞれによって大きく異

なる」という極めて当然な「事実」にある。

 わが国は、分野別・形態別援助体制のもとに、途上国において、ダムを造り、通信網を整備し、
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道路を建設する等々、経済インフラの整備に対する援助を行ってきた。また、学校を作り、病院を建

てる等々、社会インフラの整備に対する援助を行ってきた。これらの援助においては、分野別に施設

（ハード）整備が重視されてきており、ハードの整備に関する「需要予測／設計／費用積算／経済財

務分析」という部分に主要な関心が向けられてきた。一般化に馴染み易いハード技術に焦点が当てら

れてきたこと、需要予測と経済財務分析というソフト面においても、地域の人々の生活にまで踏み込

む必要性が低かったこと等により、生活者のニーズに焦点を当てる国別アプローチの濃度は比較的薄

かったと言えよう。

上記のような分野別ハード志向の援助をベースとして、 わが国の援助予算が編成され、実施のため

の制度と組織が強化され、その中で、援助人材が育ってきた。実施面で重要な役割を果たすコンサル

タントも、シビル・エンジニアリング企業など、技術系の集団が中心となってきている。近年になり、

社会開発・環境管理など「人間中心の開発」に直接的に関わる、政府機関・大学・コンサルタント企

業なども現われてきてはいるが、未だマージナルな存在にとどまり、この分野では、一般的に援助現

場における経験の蓄積が少ない。

『21 世紀に向けての ODA 改革懇談会報告書』が提案するように、「国別アプローチ」を わが国の

援助システムの基本におくことは、「途上国のニーズを援助の基本に置く」という観点から非常に望

ましいと考えられる。しかし、上述のような わが国の援助システムの成り立ちから判断すると、国

別アプローチに向けて、制度と組織を改革することは可能であっても、人材と経験の蓄積という面か

らの制約が大きい。国別アプローチを実践するためには、次のような機能とそれを実行する人材が必

要となり、これを担う制度・組織の整備と人材の育成が重要となろう。

① 対象途上国の課題とニーズをセクター横断的に把握し、国際的な役割分担の中で わが国の援助

方針を形成する。この場合、対象途上国の「長期計画／ 5ヵ年計画」などを尊重することが必

要であるが、同時に、その妥当性について わが国としての判断をもつことが必要となる。

② 援助方針をベースに、対象国との政策対話および国際的な援助協調を進め、対象国に対する わ

が国の援助案件を選定する。

③ 選定された援助案件に関し、住民参加をベースとする途上国側の実施体制（必要に応じて、国

際的な援助協調体制）を勘案しながら、包括的アプローチによって わが国側の援助実施体制を

確立する。

④ 個別の案件に対し、セクター横断的な構成要素と包括的アプローチによる多様な参加者の調整

を図りながら、適時・適切なインプットを投入して案件を実施する。

⑤ 個別の案件に対し、一定期間毎にモニタリングを行い、案件の目標達成状況を評価するととも

に、問題点がある場合には、必要な施策を実行する。

⑥ 国際的な援助協調のもとに、対象途上国における開発努力の成果をモニタリングし、評価する。

これに対する わが国援助の貢献度を評価し、翌年以降の援助活動にフィードバックする。

DAC新開発戦略の重視な視点の一つとして「自立発展性のある開発」が挙げられる。同戦略では、

住民参加を中心とする包括的アプローチによって自立発展性の確立を目指しているが、過去の経験か

らすれば、特に低所得国（特に、LLDC 諸国）の場合には、自立発展性を期待することが非常に難し
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いケースが多い。教育分野で「教育運営費への支援をも検討課題とし、援助の有効性を高める方向で

努力すること」が提案され、保健医療分野は「途上国における子供の死亡率は著しく改善されたが、

PHC 戦略を自らの力で支えることができる途上国はほとんど無い」と指摘されているとおりである。

途上国に対しては、 わが国援助の基本理念である「自助努力」を求めることになるが、DAC新開発

戦略の実施においては、途上国の個別状況を慎重に検討することが必要であり、途上国の個別の状況

によっては、「自助努力支援原則」と「経常経費支援」との関係に柔軟性をもたせることも必要とな

ろう。

以上では、対象 3ヵ国の事例研究を中心として「国別アプローチ」の わが国援助に対する示唆を

検討したが、DAC新開発戦略は全ての途上国の貧困軽減を目指すものであり、低所得国（特に、LLDC

諸国）に限らず、中所得国の貧困問題も対象とすることとなる。中所得国の中でも高中所得国の場合

には、一般的にグローバリゼーションへの参画を果たし、経済成長の進展とともに国家財政も好転し、

特定地域・特定グループなど限定的な貧困問題を自力で改善できる財政基盤も整っている。このため

外部パートナーによる貧困軽減支援は環境問題などある特殊な状況に対する支援に限定され、国別ア

プローチは支援の必要性の有無を判定する程度にとどまることとなろう。

低中所得国の場合には、グローバリゼーションへの部分的な参画を果たしているが、経済成長を牽

引する首都圏とそれ以外の地域との間の経済格差が拡大し、開発から取り残された特定地方の貧困問

題と人口集中に起因する都市の貧困問題が開発課題として残されている国々が多い。この段階の国々

では、国家財源のかなりの部分が首都圏を中心とする経済開発に配分され、地方における貧困問題に

対しては部分的な対策にとどまる傾向がみられる。低中所得国に対する貧困軽減支援は、高中所得国

に対する場合より多岐にわたることとなろうが、途上国自身が対策を開始している部分もあるため、

各国の状況に合わた選択的な援助が必要とされ、これを明らかにする観点から、国別アプローチが重

視されることとなろう。

（3）　成果重視のアプローチ

当節の冒頭に示されたように、「成果重視のアプローチ」は、国別アプローチの一つの側面である

と理解される。成果重視のアプローチをオペレーショナルなものとし、その目的を達成するためには、

① 貧困調査などによる現状確認とモニタリング体制の確立、②設定された目標とそれまでの成果の

対比、③各活動の評価とフィードバック、④ わが国援助の進め方に対する提案、について考慮する

ことが必要であろう。

① 現状確認とモニタリング体制

「妊産婦死亡率は調査によるバラツキが大きい」というジンバブエとガーナの事例、また、「現

在の貧困調査は治安が回復していない地域に居住する人口の 35% を対象外としている」というカ

ンボディアの事例に示されるように、DAC 新開発戦略の 7目標に関連する既存のデータは、現状

を必ずしも正確に反映していない。DAC が提案する基礎的開発指標のセット(Core Set of Indicators

of Development Progress)(1998年 2月) に示されるデータ項目について、現状の正確なデータを収集

することが必要であり、将来にわたって当該データを継続的に収集するモニタリング体制を確立す

ることが必須となる。
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② 設定された目標とそれまでの成果の対比

ジンバブエとガーナは「ビジョン2020」、また、カンボディアは「復興・開発に関する国家計画

（NPRD）」という長期計画を策定し、その枠の中で、短中期的な国家計画を作成して、社会経済の

開発を目指している。これらの計画は基本的にはDAC新開発戦略の考え方に沿ったものと言える

が、中間段階の成果を評価し、最終的な目標に向けて軌道修正をするという観点からみると、これ

らの計画には不足している部分もある。「目標と成果の対比」を可能とする仕組みを確立するとと

もに、それを技術的に支える人材の育成が必要となる。

③ 各活動の評価とフィードバック

DAC 新開発戦略の目標を達成するためには、途上国と外部パートナーの活動成果を総合的に評

価して、その後の活動にフィードバックすることが必須である。そのための評価方法に関しては、

目的に合致する評価システムの開発を進めることが必要であるが、このためには国際的な援助協調

を通じた試行錯誤的な研究開発活動が不可欠となろう。評価結果を効果的にフィードバックしてい

くためには、途上国と外部パートナーのパートナーシップを一層強固にしていくことが必要となる

であろうし、外部パートナーによるより良い援助協調が実現されなければならないであろう。

④  わが国援助の進め方に対する提案

③の成果に基づいて、 わが国の援助活動を評価し、貢献度を明確にした上で、当該途上国に対す

る今後の援助方針と活動内容を、国際的な援助協調を前提として計画することが必要である。 わが

国の援助に関する評価システムは、個別案件ベースでの評価が中心である現状を考慮すると、③ に

よる評価システムの開発と連動させながら、 わが国としてのセクター評価・国別評価のシステムを

開発していくことが必要となる。

DAC新開発戦略による「成果重視のアプローチ」に呼応し、 わが国自身の援助に関する評価シ

ステムの確立を特に重視することが必要であろう。個別案件を評価の対象とする評価システムから、

個別案件を包括したセクターワイズな評価、更には、セクター活動の結果を統合化して「4分野7

指標」による国別評価が必要となる。 わが国のセクター評価および国別評価には、外務省による『経

済協力評価報告書』あるいは JICA/OECF による『事業評価報告書』等があるが、これまでのとこ

ろ対象国は限定され、対象国のデータの未整備もあって定量的な評価には至っていない。 わが国の

国別評価を充実させることは、 わが国の「国別アプローチ」の強化に直接的につながるものであり、

DAC 新開発戦略の実施においては極めて重要な課題であると言えよう。
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6.　「DAC 新開発戦略」を踏まえた わが国援助のあり方

「良い統治」の確立と

強化の重視

途上国を新開発戦略の

中心に置き、途上国の

オーナシップを重視

グローバリゼーション

の中で、国際的な援助

協調の重視

成長と分配面の「バラ

ンスある発展」を支援

「国別アプローチ」の

重視

DAC新開発戦略の実施

意志表明国を優先的に

取り上げる

DAC新開発戦略の実施

に向けたわが国の援助

実施体制の整備

基本的視点

「国際的な援助協調」
・SIPへの適切な対応

・国別アプローチと成果重視

　アプローチの重視

・現地の援助協調の場に継続的

　に参加

取り組み方

「国別アプローチ」
援助研究と政策協議の実施、援助

計画の作成、案件形成などに現地

事務所等が主体的に取り組む

「成果重視のアプローチ」
・貧困状況の正確な把握に対する

　支援

・援助強調、マルチセクター・

　アプローチ、包括的アプローチ

　の評価システムの確立

「マルチセクター・アプローチ」
国レベル（計画段階）、地方レベル（実施

に向けた制度）、およびコミュニティーレ

ベルでの課題への取り組みの経験の蓄積

「包括的アプローチ」
・協力に参加できる人材リストとリクルートの

　チャネルをもつこと

・必要に応じた協力関係の形成

・同アプローチの採用範囲、望ましいアプローチ

　のパターンの形成　などの経験の蓄積

実施体制の整備

わが国援助体制の課題
１．「国際的な援助協調」を効果的に継続できる体

　　制を確立する。

２．個々の途上国の開発ニーズを充足する「国別ア

　　プローチ」を可能にする。

３．開発ニーズの充足を目指し、セクター横断的な

　　視点をもって「マルチセクター・アプローチ」

　　を推進できる人材を育成する。

４．ODAとその他の援助資源の効果的な連携を可能

　　とする「包括的アプローチ」のネットワーク化

　　を促進する。

５．個別の案件評価を超えたセクター評価・国別評

　　価を強化する。

国別アプローチの強化に向けた援助体制の整備
・分野別・形態別の援助体制の見直し

・国際的な援助協調と国別アプローチを実践する人

　材の育成

・マルチセクター・アプローチ、包括的アプローチ

　および　セクター評価・国別評価を具体的に実践

　する手法の開発
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第3 章においてDAC新開発戦略の概要を紹介し、第4 章において分野別検討の成果と わが国援助

に対する示唆を検討し、また、第5章においてはジンバブエ、ガーナおよびカンボディアの国別検討

の成果と わが国援助に対する示唆を検討してきた。分野別検討と国別検討の詳細は第 2 巻、第 3巻

に述べられている。本「総論」の提言では、DAC 新開発戦略を わが国援助の一つの柱として実施し

ていく場合における、①基本的考え方(6－ 1)、② 取り組み方(6 －2)、および③援助実施体制の整備

(6－ 3)について取り上げたい。

DAC新開発戦略を実施する上で特に留意すべき課題は、分野別・形態別に分けられてきた わが国

の援助システムと DAC新開発戦略が重視する「開発協力は、途上国を出発点として、現地固有の事

情を反映するメカニズムを通して組織されなければならない」という部分の接点を見い出すことであ

ろう。この点に関し制度・組織面から重視されるべきは、「国際的な援助協調」と「国別アプローチ」

であり、DAC 新開発戦略に関わる「国際的な援助協調」の場に継続して積極的に参画し、また「国

別アプローチ」を基本として、途上国固有の事情を援助に反映できるメカニズムを構築することが重

要な第1 のテーマと考えられる。このメカニズムを適切に運用していくことが出来れば、運用段階に

おいて各種の援助経験を計画的に蓄積していくことによって、「成果重視のアプローチ」「マルチセク

ター・アプローチ」「包括的アプローチ」に対する効果的で効率的な方法論を確立していくことが可

能となろう。DAC 新開発戦略の実施においては、「経験を次の援助活動に積極的に活かすシステム」

を構築することが重要な第 2 のテーマと考えられる。

6 － 1　「DAC 新開発戦略」についての基本的考え方

考え方 1：　途上国を新開発戦略実施の中心に置き、途上国のオーナーシップを重視する

DAC 新開発戦略は、これまでの開発の進展から得た総合的な結論として、開発援助は途上国の

人々、組織や機関および政府の努力を補完するものにすぎず、持続可能な開発を成功させるためには

途上国のオーナーシップが最も重要であると述べている。このオーナーシップ重視の考え方は、 わが

国自身の長年の開発経験に基づいたものであり、 わが国援助の基本理念を再確認するものでもある。

オーナーシップは、途上国自身が主体となって国毎の開発戦略を策定し、実施することであり、また、

その前提となる参加型開発と良い統治を確立することである。すべてのDAC 新開発戦略の考え方や

アプローチの基礎として、途上国を新開発戦略実施の中心におくオーナーシップの考え方を重視し、

支援する援助を実施するべきである。

考え方 2：　グローバリゼーションの中で「国際的な援助協調」を重視する

途上国の安定と成長はグローバルな課題であり、一国・一地域の問題は直ちに国境を越えて世界的

な問題となり、他方、先進国の経済活動とそれに起因する様々な影響は途上国の経済構造・環境問題

などに影響を与える。このようなグローバリゼーションは、全ての国々にとって利益をもたらす機会

を提供できるようにすべきであり、グローバリゼーションが途上国の経済成長および貧困軽減に積極

的に貢献できるようマネージすることが必要である。グローバリゼーションを途上国の開発につなげ
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るという観点から、途上国と国際機関・ドナー諸国、ならびに国際機関とドナー諸国相互の国際的な

援助協調はますます重要になってくる。 わが国は多くの途上国でトップドナーあるいはそれに次ぐ立

場にあり、途上国の安定と成長に積極的に貢献し続けるよう、国際的な援助協調を特に重視すべきで

ある。

考え方 3：　途上国の成長と分配面の「バランスのとれた発展」を支援する

成長と分配面・社会開発の改善は相互に密接な関連があり、成長とともに分配面の改善が進めば持

続可能な成長ポテンシャルは高まり、逆に、成長につれて分配面が悪化する場合には社会的な不安定

性を増大させ、持続可能な成長を阻害する。途上国の場合には、国家開発のグランド・デザインが作

成されていなかったり、分配面を軽視した成長重視の政策が採られたり、成長と分配面の政策に混乱

がみられる場合も多く、国別の援助研究・政策対話などを通じてこの改善を支援し、また、 わが国お

よびアジア諸国の成長と分配面の実績を踏まえながら、政策面での様々な支援を拡充することが重要

である。分配面での改善については、貧困層に裨益する社会開発・地方開発を重視することが必要で

ある。

考え方 4：　途上国における「良い統治」の確立と強化を重視する

途上国の成長と分配面の改善を図るためには、民主化・市場経済化を柱とするガバナンスの強化が

重要である。ガバナンスの強化は政府と政策への信頼性を高めることにつながり、信頼を得た政府の

政策は成長と分配面の改善に具体化される可能性が高まる。民主化を柱とする市民社会の確立と強化

は、持続可能な良い統治の基礎であり、参加型開発を促進することによってプロジェクトの持続可能

性を高めることにも貢献する。国際的な援助協調にもとづいた継続的な政策対話とモニタリングは良

い統治の確立と強化につながるものであり、これは途上国のオーナーシップの確立と強化に通じるも

のである。

考え方 5：　途上国の個々の状況に合う「国別アプローチ」を重視する

グローバリゼーションによる影響、成長と分配面の改善状況および民主化・市場経済化を柱とする

良い統治の確立状況は、途上国によって大きく異なる。DAC 新開発戦略は貧困軽減に向けた基本的

枠組みと目標を設定しているが、途上国の置かれた現状を充分に分析・認識した上で、この基本的枠

組みと目標を、途上国それぞれの状況に合致するよう、実施していくことが重要である。分野別・形

態別の援助実施体制を採用してきた わが国がDAC 新開発戦略を実施していく場合には、個別の途上

国のニーズに応じて分野別・形態別の援助を統合化し、いかに適切に・タイムリーに提供できるかが

鍵となるものであり、 わが国の援助体制との関連からも、最も重視されるべきアプローチと考えられ

る。
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考え方 6：　DAC 新開発戦略の「実施意思の表明国」を優先的に取り上げる

DAC 新開発戦略を実施する場合には、途上国が本新戦略について充分に理解し、基本政策として

採用するという強い意思を表明することが前提となる。 わが国がDAC 新開発戦略の実施国を選定す

る場合には、当戦略に積極的に取り組む意思表明をしている国々を優先的に取り上げるべきであろう。

勿論、DAC 新開発戦略の基本的な考え方は、意思表明をしていない途上国にも実施可能なものであ

り、これらの途上国に対しても、可能な限り、当戦略の考え方を取り入れていくことが望ましい。

考え方 7：　DAC 新開発戦略の実施に向け「 わが国の援助実施体制」を整備する

 わが国の援助実施体制は、分野別・形態別の援助実施体制として確立されている。したがって、途

上国の貧困軽減を目指し、それぞれの状況に応じてセクター横断的なパッケージとしての援助を行う

DAC 新開発戦略を全面的に展開するためには、それを可能にする準備と体制造りが必要となる。第

1は、それぞれの途上国に最も適した形で貧困軽減を目指す国別アプローチを強化すること、第2は、

セクター横断的なパッケージ援助によって貧困軽減を目指すマルチセクター・アプローチを可能とす

る援助体制を整備すること、を重視すべきであろう。

6 － 2　「DAC 新開発戦略」への取り組み方

 わが国が貧困軽減を目指すDAC新開発戦略を実施する場合には、上記のような基本的考え方に基

づいて、当戦略が重視する5つのアプローチ、すなわち、「国際的な援助協調」「国別アプローチ」「成

果重視のアプローチ」「マルチセクター・アプローチ」および「包括的アプローチ」を着実に実践す

ることが必要とされる。しかしながら、従来、 わが国は分野別・形態別体制のもとに援助活動を展開

してきており、これらのアプローチについては必ずしも充分な経験が蓄積されておらず、また、必要

とされる人材も充分には育成されていない。各アプローチに必要とされる活動と、それに対する わ

が国の現状での対応能力を比較勘案しながら、各アプローチを適切に実践できるよう、段階的に、援

助体制を整備し、手法を開発し、人材を育成していくことが必要となる。

（1）　「国際的な援助協調」への取り組み

DAC 新開発戦略は、OECD/DAC という国際的な場で合意され、実施に移されることになった戦略

であり、国際的な援助協調がその出発点にある。したがって、当戦略の実施においては「国際的な援

助協調」を特に重視することが必要となる。近年、世界銀行が主導するセクター投資計画（SIP）が

アフリカ諸国において実施されており、SIP との関連が極めて深い DAC 新開発戦略の実施において

は、SIP に関する援助協調に対しても適切に対応していくことが必須となる。

国際的な援助協調においては、国別アプローチと成果重視のアプローチを特に重視すべきであろう。

国別アプローチでは、対象国の援助計画の具体化と案件形成を目指して、対象国の社会経済全般なら

びに行財政に詳しい人材が必要となり、財政状況を考慮しながら、セクター横断的な比較評価の中で、

DAC 新戦略に沿う最も効果的な開発戦略を策定し案件を形成する能力が必要とされる。また成果重
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視のアプローチでは、いずれの対象国も DAC 新開発戦略の導入時にあたるため、貧困統計・モニタ

リング体制の整備を含めて、DAC 新戦略を実施する全般的な体制整備が先ず必要とされ、この整備

に対する適切な支援能力を有する人材が必要とされる。このような能力を有する適材を選任して、国

際的な援助協調に積極的に参加し、リードしていくことが望まれる。

途上国に所在する現地事務所等（在外公館および援助実施機関の現地事務所）は、ワークショップ

も含め、該当する個別の援助協調の場に継続して積極的に参加することが必要である。この場を通じ

て、援助研究の情報を収集し、援助計画の具体化に参画し、DAC 新戦略の下での案件形成に努める

ことになる。ワークショップを含め援助協調の場には、同一人が継続して参加することが重要である

が、そのための人材については、コンサルタント・NGO などへの継続的な期間発注によって対応し

ているドナー機関・諸国もあり、 わが国としても、適材を継続して確保する一つの方法として参考に

すべきであろう。

国際的な援助協調は、上に示された援助協調の場以外にも、日常的な協調の機会も多い。今後、国

際的な援助協調を順調に進めていくためには、人材の補充と強化とともに、時々刻々に発生する援助

協調の機会を生かせる柔軟な措置を組み込んでいくことが必要であろう。

（2）　「国別アプローチ」への取り組み

上記の基本的考え方でも述べたように、DAC 新開発戦略に主体的に取り組む意思を有する途上国

が同戦略に掲げられた目標を実現してゆくためには、途上国ごとの実情やそれに基づいて策定された

開発戦略を反映した国別アプローチが不可欠となる。この国別アプローチを途上国のオーナーシップ

と援助国とのパートナーシップの考え方のもとに具体化してゆくためには、途上国側による DAC新

開発戦略の目標を的確に位置付けた国家開発のグランド・デザインの策定とその実施能力の形成が基

礎的条件となる。そのためには わが国として途上国との政策対話や国別援助研究の強化・拡充を図

るとともに、それを踏まえた政策・実施面におけるさまざまな支援を行う必要がある。

現地事務所等については、その権限を強化し、機能を拡充することが必要であり、援助研究と政策

協議の実施、援助計画の作成、案件の形成などについてより積極的に取り組むことが求められる。こ

れは、途上国のニーズに最も近いところで援助が計画され、実行されるべきである、との考えによる。

現地事務所等は、対象国に関する最新の情報を多様なルートから収集することによって、全国ベー

スでも地方ベースでも、対象国の状況を的確に把握し、その上で、援助協調による案件も含め、 わが

国の援助として取り上げるべき案件を検討することが要求される。対象国の援助ニーズを「案件」と

して仕立てる場合には、セクター横断的に見て重視すべきセクターを特定することが必要であるし、

ニーズの充足という視点からは、援助形態の適切なミックスを計画することが必要になる。更に、案

件の持続可能性を高めるためには、カウンターパート、住民参加、NGO の関与など、対象国側によ

る望ましい関わり方を模索しなければならない。この部分は、分野別・形態別のもとで援助を実施し

てきた わが国の経験と人材が最も不足するところであると言えよう。

現地主義を強化した援助体制は、本部を中心とする従来型の援助システムに比べて、現地に常駐し

ていることによって、対象国との政策協議を緊密に進めることができるし、ローカル・スタッフを配

することによって、地方毎の援助ニーズを探るとともに、持続可能性を高める対象国側の望ましい関

わり方を提案することもできよう。また、ローカルあるいは国際的なネットワークを活用することに
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よって、より効果的な援助資源の投入を計画することも可能となる。現地事務所等が持つこのような

利点を積極的に活かすことが望まれる。平成 10年度に新設される「在外ミニ開発調査」は現地事務

所等の活動を側面的に支援する一つの有力な手段となることが期待され、DAC 新開発戦略を実施す

る上での一つの有力なツールとして、今後更に拡充されることが望まれる。

現地事務所等によって実施される国別アプローチは、対象国の状況と開発ニーズに応じて、国別に

様々なパターンを採ることになると考えられる。「経験を次の援助活動に積極的に活かすシステム」の

構築という観点からは、それぞれの途上国における現地事務所等の自主的な国別アプローチの経験を

集大成していき、国別アプローチをいくつかのパターンとしてまとめてみることが重要であろう。こ

れは、DAC 新開発戦略の実施対象国を拡大していく場合の有効なツールとなり、また、集大成の過

程を人材育成の手段として積極的に活用することもできるであろう。

（3）　「成果重視のアプローチ」への取り組み

DAC 新開発戦略という国際的な援助協調の枠組みの中で、個々の途上国の開発ニーズの充足を目

指す国別アプローチを中心に置き、人間中心の開発に関わる様々なセクターの偏りない改善を目指し

つつ、必要とされる援助資源を広く求めて投入する。このような取組みの全てを、DAC新戦略の目

標達成に向けて効果的に誘導する仕組が「成果重視のアプローチ」である。国際的な援助協調のもと

で、成果重視のアプローチが適切に機能するシステムを構築し、当該システムを継続して効果的に運

用することが必要である。

成果重視のアプローチにおいて、第1に目指すべきは、対象国における貧困状況の正確な把握に対

する支援であろう。途上国の貧困に関する統計類は、指標の種類が限られる、信頼性が低い、アップ

デイトされない、地域的な貧困状況が捉えられない等々の課題を抱えている。援助協調の場を通じて、

統計類の改善を具体化することから支援に着手すべきであろう。DAC により取りまとめられた基礎

的開発指標のセットを参照しながら既存の貧困統計あるいは貧困調査をレビューし、DAC 提案の統

計諸指標との整合を図ることが必要となる。貧困統計類の改善作業の一環として、将来の継続的な

アップデイトの手法についても検討し、全体的なモニタリング・システムの整備に関するガイドライ

ンの作成に対しても支援していくことが必要であろう。

成果重視という観点からは、対象国における国際的な援助協調、マルチセクター・アプローチおよ

び包括的アプローチに関する評価システムを確立していくことも必要である。現在のところ、これら

のアプローチに対する特定の評価手法は存在しておらず、援助の現場における経験を積み重ねながら

確立していくことが必要となる。国際的な援助協調のもとで実施される農村開発・生計向上など、具

体的なプロジェクトを取り上げて、手法の開発に取り組むことが必要であろう。このような手法開発

の場も人材の育成に効果的に活用することが必要である。

対象国で実施される途上国・国際機関・ドナー諸国の共同開発事業に関する評価と同様に、 わが国

自身の援助に関する評価も重要である。従来から、 わが国の評価は主に個別案件を評価の対象として

きたが、DAC 新開発戦略に呼応するためには、個別案件の評価を包括したセクター別の評価、更に

は、セクター活動の結果を「4 分野 7目標」という総体的な視点から評価するマルチセクター評価・

国別評価が必要となる。両アプローチに関する評価手法を確立するための第1歩として、特定セクター

における複数案件を取り上げ、複数案件の連携と相乗効果を評価するセクター評価を試み、これを充
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実させることが必要である。

しかし、ここで強調しておかなければならないことは、成果重視のアプローチの進捗は、各途上国

において「参加型開発と良い統治」がいかに確保されるかに大きくかかわってくるということである。

よって、 わが国としても、途上国の個々の事情と途上国との政策対話の内容等を十分に踏まえ、他の

援助国・援助機関とも協調をとりつつ、参加型開発を推進するための支援（草の根市民組織の強化、

貧困層などの自立能力の向上、参加型開発のための政府の能力の強化）、参加型開発の基盤整備のた

めの良い統治の支援（法・制度造り、行政機能の強化、行政機能の強化、行政責任の明確化と透明性

の確保、分権化の促進、市場環境の整備）、及び民主化促進のための良い統治の支援（選挙制度の確

立支援、人権擁護、言論出版の自由の確立）などに的確に取り組んで行く必要がある注28。

（4）　「マルチセクター・アプローチ」への取り組み

マルチセクター・アプローチは、成長と分配面、社会開発における各分野の関連、開発と環境など、

セクター横断的な観点から持続可能な貧困軽減へのアプローチを見い出そうとするものであり、特定

途上国の問題ではなく、途上国全般に広く一般化できるアプローチと考えることもできる。しかし、

マルチセクター・アプローチの内容を具体化させるためには、個々の途上国における経験の積み重ね

が不可欠となる。マルチセクター・アプローチが重視されるべき視点は「4－5　分野別検討のわが

国援助に対する示唆（2）」に示されたとおりであり、これらの視点を中心にマルチセクター・アプ

ローチを試行することが望まれる。平成 10年度に新設される「環境・社会開発セクター・プログラ

ム無償」は、この点で貴重なツールとなることが期待され、DAC 新開発戦略の対象国の拡大を目指

して今後一層拡充されていくことが望まれる。

マルチセクター・アプローチは、中央政府との関わりにおける国レベル、地方自治体との関わりが

主となる地方レベル、住民および NGO などが深く関わるコミュニティー・レベル、という 3つのレ

ベルで実践することが必要であろう。

国レベルのマルチセクター・アプローチは、開発計画の策定、政策協議、案件形成などに関わるも

ので、国別アプローチそのものであると言うこともできる。このアプローチでは、開発計画における

セクター構成、開発目標に対する各案件の寄与など、計画段階に関わる課題への取り組みが重要であ

る。

地方レベルのマルチセクター・アプローチは、貧困地方における経済開発、社会開発、環境改善な

どに関わるもので、このアプローチでは、地方自治体の機能強化、中央政府と地方自治体の関係、地

域社会の関与の仕方など、実施に向けた制度に関わる課題への取り組みが重要である。地方レベルの

マルチセクター・アプローチに関しては、 わが国は「地域総合開発計画」で多くの経験を蓄積してお

り、最近では、地元のNGO 等との協力のもとに実施される案件も多い。この経験を、地方レベルの

マルチセクター・アプローチに生かすとともに、国レベルあるいはコミュニティー・レベルのマルチ

セクター・アプローチへの応用方法を検討すべきであろう。

コミュニティー・レベルのマルチセクター・アプローチに関する わが国の経験は、上記 2つのア

プローチに比べて最も不足していると考えられ、それぞれの途上国で積極的に経験を蓄積すべきであ

ろう。当レベルのマルチセクター・アプローチについては、マルチセクター・アプローチが典型的に

注28 国際協力事業団 (1995b).
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採用されている案件を取り上げて、評価とフィードバックのサイクルを経年的に繰り返しながら、よ

り望ましいアプローチを模索していくことが必要となる。

（5）　「包括的アプローチ」への取り組み

包括的アプローチについても、「特定の途上国の問題ではなく、広く途上国全般に一般化できる」と

いう面と、「個別の途上国における具体的な経験の積み重ねが当アプローチの強化に役立つ」という

面があり、複数の途上国における経験の蓄積が重要となる。

包括的アプローチを実践するためには、少なくとも、参加できるプレイヤー（個人、団体）リスト

とリクルート・チャネルを持つこと、そして、必要に応じて適切なプレイヤーと協力関係を形成でき

ることが必要となる。包括的アプローチを実践する場合、当初から包括的アプローチが予定され、そ

の予定通りに実践される場合には問題はない。しかし、現実には、包括的アプローチの必要性が当初

の段階では確認されず、案件の進展に伴ってその必要性が確認される場合が見られる。このような場

合にも、必要な段階に、望ましい形で、協力関係を形成できる体制を整備しておくことが必要である。

包括的アプローチの実践では、「援助研究／政策対話／案件形成／準備／審査／実施／監理／評価」

という援助活動の多面的なサイクルの中で、当アプローチをどの部分に採用するか、経験の蓄積に伴

い、採用の範囲をどのように拡大するかを想定することも重要である。途上国における様々な経験を

蓄積し、これらの経験を集大成して、包括的アプローチのチャネルを拡大し、望ましい包括的アプ

ローチのパターンを形成していくことが望まれる。

6 － 3　「DAC 新開発戦略」の実施に向けた援助体制の整備

以上において、 わが国のDAC新開発戦略の実施に関する「基本的考え方」と「取り組み方」を示

してきたが、当節では、これらに基づき、また、 わが国の援助体制の課題を考慮した上で、当戦略の

実施に向けた国別アプローチの強化について検討する。

（1）　わが国援助体制の課題

課題 1：「国際的な援助協調」を効果的に継続できる体制を確立する

 わが国は開発援助においてトップ・ドナーの地位にあり、その影響力は大きい。国際的な援助協

調に貢献し、積極的にリードしていくことは、 わが国にとって極めて重要な課題であり、「国際的な

援助協調」の場で期待される役割を適切に果たすことが、 わが国の国際的な評価を高めることにつな

がる。しかし、 わが国の国際的な援助協調は、援助協調に対する体制と予算の未整備などのため、個々

の援助協調への取組みが遅れる、取組んだ場合でも、協調の場での意思表示が遅れる、継続的な参加

が約束できない等の課題を抱えており、期待に応えているとは言い難い。国際的な援助協調は DAC

新開発戦略のベースであり、このような課題を早急に改善する努力が不可欠である。DAC 新開発戦

略の実施には、「国際的な援助協調」の継続性を確保しながら、適時・適切な援助協調が実施できる

体制を確立することが前提であり、そのような体制の中で、援助協調を効果的に実践できる人材を育

成していくことが必要である。
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課題 2：個々の途上国の開発ニーズを充足する「国別アプローチ」を可能にする

途上国の開発ニーズを充足するという観点から、国別アプローチの重要性は既に認識されており、

JICAでは「国別援助研究」を実施している。また、98年1月には『21世紀に向けたODA改革懇談会

報告書』が発表され、国別アプローチを実践する援助体制への改革が提案されている。 わが国の援助

システムは政府開発援助の開始以来、分野別・形態別の援助体制を維持しているが、途上国の開発

ニーズに焦点を当てたDAC新開発戦略の実施には、ODA改革懇談会の提案に沿った方向での改革が

不可欠となる。 わが国の援助体制は30年以上の歴史を有し、この間に分野別・形態別援助の枠組み

が強化されてきており、この枠組みの中で援助人材が育ってきた。現行の援助体制から国別アプロー

チを強化する体制に移行するためには、新しい援助システムの形成、システムを構成するサブ・シス

テムの手法の開発、マクロ経済・行財政など広い視野から途上国の開発計画を支援する援助人材の育

成などの課題を解決しなければならない。

課題3：開発ニーズの充足を目指し、セクター横断的な視点をもって「マルチセクター・アプローチ」

を推進できる人材を育成する

分野別に形成されている わが国の援助体制では、一つのセクターを超えて他のセクターと協調す

るマルチセクター・アプローチの経験は極めて少ない。分野別に加え、無償資金協力、技術協力（研

修、専門家派遣、開発調査など）、有償資金協力などの援助形態別にも分けられているため、同一セ

クターの中にあっても、形態別に援助が実施されることとなり、一つのプロジェクトのもとに複数の

形態別援助が組み合わされる、いわば、「セクター・アプローチ」についても経験の蓄積は限られて

いる。国別アプローチが援助体制として確立されれば、分野別・形態別という枠が大幅に緩和される

ことになり、セクター・アプローチ、更には、マルチセクター・アプローチを実施する制度上の制約

は解決されるであろう。しかし、これまでの援助経験からは、セクター横断的な視点をもってマルチ

セクター・アプローチを実践できる人材が育っておらず、このアプローチに対応する人材不足をどの

ように補い、どう強化していくかが重要な課題である。

課題4：ODAとその他の援助資源の効果的な連携を可能とする「包括的アプローチ」のネットワーク

化を展開する

既に実施されている主な包括的アプローチとしては、援助実施機関が計画、実施あるいは融資する

案件に、大学関係者、地方自治体、民間企業（コンサルタント、施工業者、製造業者等）などに参加

を仰ぐ方式と、外務省・郵政省などが有するNGO支援資金等をNGOに提供し実施する方式などが挙

げられる。包括的アプローチの強化については、既存の方式のまま、プレイヤーの参加と活動範囲を

拡げることによって拡充を図る方向と、既存の方式にはとらわれず、国別アプローチの強化にした

がって、ODA とODA 以外のプレイヤーの連携方式を一段と多様化・拡大していく方向とがあろう。

DAC 新戦略の目標の達成に向けて当アプローチを拡充するためには、既存の方式にとらわれず、現

地における包括的アプローチを含めて多様な連携方式を探り、プレイヤーの範囲を拡大・ネットワー
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ク化していくことが不可欠であろう。

課題 5：個別の案件評価を超えたセクター評価・国別評価を強化する

成果重視のアプローチは、途上国と外部パートナーによる開発共同作業のパフォーマンスを、DAC

新戦略の目標に照らしながら継続的にモニタリングし、開発努力をより効果的・効率的なものにする

ことを目指すものである。この点で、途上国におけるモニタリング・システムの整備と、それによっ

て得られる指標の評価が重要な要素となる。モニタリング・システムの整備に関しては、既に国際的

な援助協調が急速に進展しており、 わが国としては、これに対してもタイムリーに貢献していくこと

が望まれる。しかし、 わが国のモニタリングと評価に関する経験は、分野別・形態別援助の所産とも

考えられるが、フォローアップ調査による案件の現況把握と、プロジェクト・アプローチにもとづく

個別案件の事後評価が主である。複数案件の集合体としての「セクター評価」の経験は極めて限られ

ており、複数セクターの集合体としての「国別評価」に至っては、ようやく端緒に着いたところと言

えよう。途上国の開発パフォーマンスを適切に評価するためにも、セクター評価、マルチセクター評

価および国別評価を計画的に強化していくことが必要である。

（2）　国別アプローチの強化に向けた援助体制の整備

 わが国がDAC新開発戦略を実施する場合には、上記のような課題を解決することが必要となるが、

中でも「国別アプローチの強化」が重要である。この点については、『21世紀に向けての ODA 改革

懇談会報告書』において「政策機関および実施機関は『国別アプローチ』を強めるよう機構を見直し、

政策機関から実施機関、および本部から現地へ、機能と権限を委譲するべきである」と提案されてお

り、DAC 新開発戦略の観点からも早期実現が望まれる。

「国際的な援助協調を重視するDAC新開発戦略の実施」という観点から、国別アプローチを強化す

るためには、上記（1）に示されたように、分野別・形態別の援助体制の変革、国際的な援助協調と

国別アプローチを実践する人材の育成、ならびに、マルチセクター・アプローチ、包括的アプローチ

およびセクター評価・国別評価を具体的に実践する手法の開発が鍵になろう。途上国の数は155国

（内、LLDC諸国48ヵ国、1994年現在）に達し、 わが国の援助実施機関が現地事務所を有する途上国

は約 60ヵ国に達する。このような多数の途上国に対して、どのように国別アプローチを強化してい

くかは重要な課題であり、これに向けた段階的な拡充計画が必要となろう。

国別アプローチの強化に向けた体制の整備に関し、2 つのフェーズから成るアプローチを提唱した

い。フェーズ1 では、DAC 新開発戦略の実施に向けて政策対話および現地における援助協調が既に

進行している、ジンバブエ、ガーナ、カンボディア（以上、当研究会の対象国）、エティオピア、タ

ンザニア、ペルー等を考慮しながら重点国を選定し、これらの国々に対する国別アプローチの強化を

図る。フェーズ2では、フェーズ1 における国別アプローチの経験を踏まえ、また、この間に蓄積さ

れた各種の手法と人材を活用して、国別アプローチを更に拡充する。現段階では、フェーズ 1 から

フェーズ2への移行はフレキシブルに考えざるを得ない。フェーズ1における重点国数は、DAC新開

発戦略の実施に関する意志を表明する途上国が増えれば増加する可能性もあり、また、フェーズ2へ

の移行時期は、フェーズ 1における経験の蓄積と人材の育成状況に依存することになろう。
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フェーズ 1：DAC 新開発戦略の実施に向けて政策対話および現地における援助協調が既に進

行している、ジンバブエ、ガーナ、カンボディア、エティオピア、タンザニア、ペルー等を考

慮しながら重点国を選定し、本部機構として「DAC新開発戦略推進グループ」を設置し、また、

現地事務所等（在外公館および援助実施機関の現地事務所）への大幅な権限委譲・機能強化を

図る。

DAC 新開発戦略をオペレーショナルなものとするため、OECD/DAC を中心としてワークショップ

が繰り返され、アフリカの数ヵ国では DAC 新開発戦略に則った開発計画に沿って国際的な援助協調

による支援が開始されている等、既に様々な取り組みが急ピッチで進展している。 わが国としては、

これらの取り組みに遅れることなく、むしろ、これを積極的にリードできるよう、重点国に対する国

別アプローチの強化を早急に推進することが必要である。

①本部機構に「DAC 新開発戦略推進グループ」を設置する

推進グループは、DAC 新開発戦略を実施するために必要とされる国別アプローチの強化を主導す

る。国別の援助研究・援助政策の強化を図り、重点国の現地事務所等による政策対話・援助計画の立

案等を指揮・支援するとともに、重点国における援助活動が適時・適切に実施されるよう、分野別・

形態別の本部各部署の活動を調整する。また、フェーズ2に向けて国別アプローチを拡充し、多数の

途上国に実施できるよう、現地で進められる各種手法の開発・人材の育成を計画的にリードする。

②重点国の現地事務所等に権限を委譲し、機能を強化する

重点国におけるDAC 新開発戦略の実施にあたっては、現地事務所等に必要な権限を委譲し、機能

を強化し、①に示した本部機構との連携・調整を図りながら、重点国における援助活動を実施する。

本部機構と現地事務所等の協議を通じて、大使館と援助機関現地事務所との連携・役割分担のあり方

および援助活動の実施に必要な要員を、DAC新開発戦略の観点からレビューし、適材を選任する。適

材の選任については、従来のチャネルに限定せず、 わが国および現地を含めて大学・コンサルタント・

NGO など幅広いリクルート・チャネルを活用する。

③OECD/DAC による「全般的な援助協調の場」ならびに重点国における「個別の援助協調の場」に

継続して参加する

前者については本部機構が、後者については現地事務所等が主になって継続的に参加するが、必要

に応じて、両者がそれぞれに参加する。援助協調の場に参加する場合は、多くの途上国および主要な

ドナー諸国が行っているように、同一人が長期にわたり継続して参加する体制とする。

④援助協調の場で期待される役割が果たせるよう制度を整える

援助協調の場では、協議の様々な局面でドナー側の意思表示を要求される機会が多いが、これに対

し、一定の範囲内で参加者による意思表示を可能とし、この意思表示を適切にフォローする体制を確

立する。
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⑤セクター評価の手法を研究し確立する

重点国においては、DAC 新開発戦略に沿った国家計画が存在し、開発目標が明確化されている場

合が多いので、個別の案件評価を超えた広い視野からの評価が可能と考えられる。マルチセクター評

価・国別評価に至る前段階として、同一セクターの複数の案件を横断的に評価するセクター評価の手

法を開発する。重点国の現地事務所等でセクター評価を試行し、本部機構が中心となって、成果を集

大成してセクター評価の手法をとりまとめる。

⑥就業機会の拡大に貢献する方法を包括的アプローチにより追求する

グローバリゼーションの中で重点国の貧困層に裨益する経済開発へのアプローチを模索し増大する

貧困層に対する就業機会を拡大する観点から、外国直接投資の誘致、中小企業の振興、インフォーマ

ル・セクターへの支援、公共事業の実施などが挙げられるが、貧困層の就業機会の確保に貢献し得る

具体的な手法を、重点国および わが国の民間企業を含む包括的なアプローチによって追及する。

フェーズ 1では、重点国に対する国別アプローチの実践を通じて、マルチセクター・アプローチ、

包括的アプローチについても試行を重ね、各アプローチの経験者を増やすとともに、これらの経験を

集大成して、第 2フェーズに向けたガイドラインを作成することが望まれる。重点国における DAC

新開発戦略の実践については、現地事務所等の自主性が尊重されるが、毎年、本部機構を中心に、重

点国の代表が各国の援助活動の成果を合同でレビューし、教訓を集積していく。また、このレビュー

の場を、ODA 関係者以外も含め、DAC 新開発戦略の実施に関わる人材の育成に活用する。フェーズ

1のレビューと教訓を集大成して、国別アプローチ体制の拡充および DAC 新開発戦略の実践のため

のガイドラインを作成する。

フェーズ2：フェーズ1における経験を踏まえ、また、この期間に蓄積された各種の手法と人

材を活用して、 わが国援助における国別アプローチを更に強化する

フェーズ2においても、国別アプローチの実践を通じて、セクター横断的な参加型開発の経験を蓄

積する、参加のネットワークを拡充する、援助人材の育成を図るなど、様々な試行と経験を重ねる。

また、フェーズ1と同様に、毎年、本部機構を中心として現地事務所等の代表が合同でそれぞれの援

助活動の成果をレビューし、そこから得られる教訓を集積して、国別アプローチの一層の強化につな

げる。

フェーズ1における重点国においては、フェーズ1で開発されたセクター評価の手法をベースとし

てセクター評価を実施し、更に改善する。また、セクター評価の充実をベースに、マルチセクター評

価・国別評価に対する取り組みを強化していき、各重点国の経験と成果を全体として集約することに

よって、新たに加わる途上国に対しても使用できる評価手法を開発する。フェーズ1 で集積された貧

困層の就業機会の確保に貢献するいくつかの手法を、それぞれの途上国で試験的に実施し、改善を重

ね、手法としてまとめていく。また、現地事務所等のパーフォーマンスの評価手法を開発し、評価を

実施する。

フェーズ 2 では、DAC 新開発戦略を実施する途上国が増加し、それらの途上国に対しては国別ア
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プローチの強化を推進することが必要となる。フェーズ1において本部機構として設置された「DAC

新開発戦略推進グループ」は、限られた重点国を対象として、国別アプローチの経験の蓄積、手法の

開発、人材の育成を推進し、フェーズ 2 に向けた準備的な組織であった。DAC 新開発戦略の実施国

の増加とともに、本部機構は「推進グループ」では対応し難いものとなり、「推進グループ」の発展

的解消が必要となろう。

本部機構では、国別の開発ニーズに基づいて、援助政策、政策対話、援助計画などの面で現地事務

所等を指揮・支援するという観点から、対象国に関する情報を現地事務所等と共有し、その情報を活

用する政策立案・計画能力の向上が必要とされる。地域制の導入によって、これに応えて行くことが

必要となろう。他方、DAC 新開発戦略の実施を目指す国別アプローチという大枠の中で、 わが国援

助の効率性の向上等を目指すことも必要であり、地域制と分野別、形態別、機能別などとの適切な組

み合わせによる本部機構の改革も必要となろう。
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